
法令・規則

第
二
章

通

員IJ

第 1編

分
科
大
学
通
則

[一一一一]

達
示
第
三
号

一
八
九
七
(
明
治
三
O
)
年
九
月
三
日

分
科
大
学
通
則

第
一
章
学
年
学
期
休
業

第
一
条
学
年
ハ
七
月
十
一
日
ニ
始
マ
リ
翌
年
七
月
十
日
ニ
終
ル

第
二
条
学
年
ヲ
分
テ
春
秋
ノ
ニ
学
期
ト
ス
春
季
学
期
ハ
一
月
廿
一

日
ヨ
リ
七
月
十
日
ニ
至
リ
秋
季
学
期
ハ
七
月
十
一
日
ヨ
リ
翌
年
一

月
二
十
日
ニ
至
ル

第
三
条
秋
季
学
期
ノ
授
業
ハ
九
月
十
一
日
ニ
始
マ
リ
十
二
月
二
十

四
日
ニ
終
リ
春
季
学
期
ノ
授
業
ハ
一
月
二
十
一
日
ニ
始
マ
リ
七
月

十
日
ニ
終
ル

第
四
条
冬
季
休
業
ハ
十
二
月
二
十
五
日
ヨ
リ
翌
年
一
月
二
十
日
ニ

至
リ
夏
季
休
業
ハ
七
月
十
一
日
ヨ
リ
九
月
十
日
ニ
至
ル

日
曜
日
及
左
ニ
記
載
ス
ル
祝
祭
日
ハ
休
業
ト
ス

秋
季
皇
霊
祭

第
五
条

十
月
十
七
日

十
一
月
三
日

神
嘗
祭

天
長
節

新
嘗
祭

孝
明
天
皇
祭

紀
元
節

春
季
皇
霊
祭

京
都
帝
国
大
学
創
立
紀
念
祝
日

第

二

章

入

学

第
六
条
入
学
ハ
毎
秋
季
学
期
ノ
始
メ
一
回
ト
ス

第
七
条
高
等
学
校
大
学
予
科
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
其
志
望
学
科
ノ

属
ス
ル
分
科
大
学
ノ
学
生
タ
ル
コ
ト
ヲ
得

但
本
条
ニ
依
ル
入
学
志
望
者
ノ
数
分
科
大
学
各
学
科
ノ
学
生
定

員
ニ
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
其
学
科
ニ
限
リ
特
ニ
試
問
ヲ
施
行
シ
其

成
績
優
等
ナ
ル
モ
ノ
ヨ
リ
順
次
入
学
セ
シ
ム

第
八
条
左
記
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
各
学
科
学
生
ノ
定
員
ニ
欠
員

ア
ル
場
合
ニ
限
リ
入
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

一
文
部
大
臣
ニ
於
テ
高
等
学
校
大
学
予
科
同
等
ト
認
メ
タ
ル
学

校
ノ
卒
業

本
学
ニ
於
テ
執
行
ス
ル
入
学
試
問
ノ
及
第

但
此
試
問
ハ
時
宜
ニ
依
リ
高
等
学
校
ニ
嘱
託
ス
ル
コ
ト
ア
ル

へ
シ
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十
一
月
二
十
三
日

一
月
三
十
日

一
一
月
十
一
日



第
九
条
第
八
条
第
二
項
ニ
依
リ
入
学
試
問
ヲ
要
ス
ル
者
ハ
入
学
受

験
料
金
五
円
ヲ
納
付
ス
へ
シ

第
十
条
第
七
条
第
八
条
ニ
依
リ
入
学
シ
タ
ル
者
ハ
共
ニ
各
入
学
料

金
弐
円
ヲ
納
付
ス
へ
シ

第
十
一
条
入
学
シ
タ
ル
者
ハ
父
兄
(
父
兄
ナ
キ
者
ハ
親
戚
ノ
中
一
人
)

ヲ
以
テ
保
証
人
ト
ナ
ス
へ
シ

保
証
人
ハ
其
学
生
在
学
中
ニ
係
ル
一
切
ノ
事
件
ニ
就
キ
其
責
ニ
任

ス
ヘ
キ
者
ニ
シ
テ
正
式
ノ
保
証
書
ニ
市
町
村
長
ノ
証
明
シ
タ
ル
戸

籍
写
ヲ
添
へ
差
出
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
十
二
条
入
学
者
ハ
一
定
ノ
式
ニ
依
リ
テ
専
心
勤
学
ノ
宣
誓
ヲ
ナ

シ
分
科
大
学
ニ
備
フ
ル
学
籍
簿
ニ
記
名
ス
ベ
シ

第
十
三
条
外
国
人
ニ
シ
テ
入
学
セ
ン
ト
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
其
志

望
学
科
ニ
従
ヒ
特
別
ノ
試
問
ヲ
行
ヒ
之
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ

ン〆本
条
ノ
場
合
ニ
在
テ
ハ
第
十
二
条
ニ
定
ム
ル
保
証
書
ヲ
要
セ
ス
本

人
ノ
属
ス
ル
本
邦
駐
在
ノ
公
使
又
ハ
領
事
ノ
証
明
書
ヲ
差
出
ス
へ

員リ

キ
モ
ノ
ト
ス

通

第

三

章

在

学

学
生
ニ
ハ
在
学
証
ヲ
下
付
ス
ベ
シ

学
生
ハ
制
帽
制
服
ヲ
着
用
ス
へ
シ

分
科
大
学
ニ
於
ケ
ル
最
短
在
学
期
ヲ
三
学
年
ト
ス

第 2主主

第
十
四
条

第
十
五
条

第
十
六
条

在
学
ハ
同
一
学
科
ニ
於
テ
六
学
年
以
上
ニ
亘
ル
コ
ト
ヲ

第
十
七
条

得
ス

第
十
八
条
分
科
大
学
ニ
於
テ
ハ
各
学
科
ニ
属
ス
ル
諸
科
目

Z
二
学

年
ニ
配
当
シ
其
授
業
時
数
ヲ
定
メ
毎
学
年
ノ
始
ニ
於
テ
其
毎
週
時

間
表
ヲ
公
示
ス
へ
シ

第
十
九
条
学
生
ニ
シ
テ
前
条
ノ
課
程
ヲ
三
学
年
以
上
ニ
亘
リ
テ
修

学
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
毎
学
年
ノ
始
ニ
於
テ
其
学
年
中
ニ
出
席
ス

ヘ
キ
科
目
ニ
就
キ
担
任
教
授
ノ
承
認
ヲ
経
テ
分
科
大
学
長
ノ
認
可

ヲ
受
ク
へ
シ

第
二
十
条
学
生
ハ
各
自
受
教
簿
ヲ
備
へ
必
要
ナ
ル
事
項
ヲ
記
入
シ

担
任
教
授
ノ
承
認
ヲ
経
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
学
生
受
教
簿
一
一
関
ス
ル
事

項
ハ
各
分
科
大
学
ニ
於
テ
別
ニ
之
ヲ
定
ム

第
二
十
一
条
各
科
目
担
任
教
授
ハ
便
宜
ノ
方
法
ニ
依
リ
時
々
学
生

出
席
ノ
有
無
ヲ
調
査
シ
学
生
動
学
ノ
状
況
ヲ
視
察
ス
へ
シ

第
四
章
休
学
及
退
学

第
二
十
二
条
学
生
ニ
シ
テ
正
当
ノ
事
故
ニ
依
リ
五
個
月
以
上
修
学

ヲ
中
止
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
予
メ
分
科
大
学
長
ノ
許
可
ヲ
得
テ
一

個
年
以
内
ノ
休
学
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

休
学
期
限
内
ト
雌
ト
モ
其
事
故
止
ム
ト
キ
ハ
分
科
大
学
長
ハ
其
休

学
ヲ
解
除
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
二
十
三
条
学
生
休
学
中
ト
難
ト
モ
大
学
所
在
地
ヲ
離
レ
ン
ト
ス
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法令・規則

ル
ト
キ
ハ
予
メ
分
科
大
学
長
ノ
認
可
ヲ
受
ク
へ
シ

第
二
十
四
条
学
生
ニ
シ
テ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
事
故
ノ
為
メ
ニ
修
学
ヲ

継
続
シ
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
大
学
総
長
ハ
退
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア

ル
へ
シ

第 1編

第

五

章

試

問

第
二
十
五
条
試
問
ヲ
分
チ
テ
科
目
試
問
及
卒
業
試
問
ト
ス

第
二
十
六
条
科
目
試
問
ハ
其
授
業
ノ
完
了
シ
タ
ル
ト
キ
之
ヲ
施
行

ス
但
数
学
期
ニ
亘
ル
科
目
ニ
在
テ
ハ
担
任
教
授
ハ
分
科
大
学
長
ノ

承
認
ヲ
経
テ
便
宜
分
割
シ
テ
施
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
七
条
実
験
製
図
等
ノ
科
目
ニ
在
テ
ハ
担
任
教
授
ノ
意
見
ニ

依
リ
分
科
大
学
長
ノ
承
認
ヲ
経
テ
特
ニ
試
問
ヲ
施
行
セ
サ
ル
コ
ト

ア
ル
ベ
シ

第
二
十
八
条
科
目
試
問
ノ
及
第
及
落
第
ハ
担
任
教
授
ノ
報
告
ニ
依

リ
分
科
大
学
教
授
会
ノ
議
ヲ
経
テ
分
科
大
学
長
之
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ

ト
ス

第
二
十
九
条
専
攻
学
科
ノ
各
科
目
試
問
ニ
及
第
シ
タ
ル
者
ハ
卒
業

試
問
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
条
卒
業
試
問
ノ
方
法
ハ
分
科
大
学
ニ
於
テ
之
ヲ
定
メ
大
学

総
長
ノ
命
シ
タ
ル
分
科
大
学
試
問
委
員
之
ヲ
行
フ

第

六

章

卒

業

第
三
十
一
条
卒
業
試
問
ニ
及
第
シ
タ
ル
者
ハ
帝
国
大
学
令
第
三
条

ニ
依
リ
卒
業
証
書
ヲ
授
与
ス

第
三
十
二
条
分
科
大
学
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
其
学
科
ニ
随
ヒ
法
学

士
医
学
士
薬
学
士
文
学
士
理
学
士
工
学
士
ト
称
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
三
条
学
科
中
ノ
某
科
目
ノ
ミ
ヲ
修
了
シ
テ
其
在
学
ヲ
終
ラ

ン
ト
ス
ル
者
ニ
ハ
其
希
望
ニ
依
リ
修
業
証
書
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ア
ル
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へ
シ

第

七

章

聴

講

生

第
三
十
四
条
学
生
ノ
資
格
ナ
キ
者
ニ
シ
テ
分
科
大
学
々
科
中
ノ
一

科
目
又
ハ
数
科
目
ノ
講
義
若
ク
ハ
実
験
ニ
出
席
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム

ト
キ
ハ
学
生
ノ
定
員
ニ
欠
員
ア
ル
場
合
ニ
限
リ
特
ニ
聴
講
生
ト
シ

テ
之
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
三
十
五
条
聴
講
生
ハ
年
齢
十
九
年
以
上
ニ
シ
テ
聴
講
セ
ン
ト
ス

ル
科
目
ノ
担
任
教
授
其
学
力
ノ
試
問
ヲ
施
シ
其
科
目
ヲ
修
ム
ル
ニ

堪
フ
ル
ト
認
ム
ル
者
ニ
限
リ
之
ヲ
許
可
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
六
条
聴
講
生
ハ
所
撰
ノ
科
目
ノ
中
途
ヨ
リ
出
席
シ
若
ク
ハ

之
ヲ
転
換
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
三
十
七
条
本
則
第
二
章
中
第
九
条
第
十
条
第
十
一
条
第
三
章
中

第
二
十
条
第
四
章
第
九
章
及
ヒ
第
十
章
ハ
之
ヲ
聴
講
生
ニ
適
用
ス

第
八
章
特
待
学
生

第
三
十
八
条
学
術
優
等
品
行
方
正
ナ
ル
学
生
ヲ
選
ヒ
テ
各
分
科
大



学
ノ
特
待
学
生
ト
為
ス

第
三
十
九
条
特
待
学
生
ハ
毎
学
年
末
分
科
大
学
教
授
会
ニ
於
テ
其

候
補
者
ヲ
選
ミ
大
学
総
長
ノ
認
可
ヲ
経
テ
分
科
大
学
長
之
ヲ
定
ム

第
四
十
条
特
待
学
生
ハ
授
業
料
ヲ
徴
収
セ
ス

第
四
十
一
条
特
待
学
生
ニ
シ
テ
其
名
、
誉
ニ
反
ス
ル
行
為
ア
リ
ト
認

ム
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
解
除
ス
ベ
シ

第
九
章
授
業
料
及
用
品
料

第
四
十
二
条
分
科
大
学
々
生
ノ
授
業
料
ハ
一
個
月
金
弐
円
五
拾
銭

ト
シ
数
個
月
分
ヲ
纏
メ
テ
之
ヲ
徴
収
ス
毎
回
徴
収
ノ
期
日
及
金
額

ハ
別
ニ
之
ヲ
定
ム

第
四
十
三
条
理
工
科
大
学
々
生
ノ
用
品
料
ハ
一
個
月
金
壱
円
ト
シ

数
個
月
分
ヲ
纏
メ
テ
之
ヲ
徴
収
ス

但
数
学
科
ヲ
修
ム
ル
者
ニ
在
テ
ハ
之
ヲ
徴
収
セ
ス

毎
回
徴
収
ノ
期
日
及
金
額
ハ
別
ニ
之
ヲ
定
ム

第
四
十
四
条
夏
季
休
業
ノ
両
月
即
チ
七
月
八
月
及
本
学
ノ
都
合
ニ

依
リ
臨
時
ニ
全
月
休
学
ス
ル
ト
キ
ハ
其
月
分
ノ
授
業
料
ヲ
徴
収
セ

見リ

ス

通

第
四
十
五
条
学
生
休
学
中
ハ
授
業
料
及
用
品
料
ヲ
徴
収
セ
ス

第
四
十
六
条
学
生
疾
病
其
他
自
己
ノ
都
合
ニ
依
リ
全
月
休
学
ス
ル

コ
ト
ア
ル
モ
授
業
料
ヲ
徴
収
ス

第
四
十
七
条
聴
講
生
ノ
納
ム
ヘ
キ
授
業
料
及
用
品
料
ハ
其
聴
講
科

第 2章

目
ノ
数
ニ
拘
ラ
ス
其
学
科
ノ
学
生
ト
同
一
ト
ス

第

十

章

懲

戒

第
四
十
八
条
学
生
ノ
品
行
不
良
学
業
悌
怠
ニ
シ
テ
大
学
ノ
秩
序
ヲ

素
リ
学
生
ノ
風
儀
ヲ
害
ス
ル
ノ
恐
レ
ア
リ
ト
認
ム
ヘ
キ
者
ア
ル
ト

キ
ハ
大
学
総
長
ハ
大
学
懲
戒
委
員
ノ
審
判
ヲ
経
テ
懲
戒
ニ
処
ス
へ

ン

第
四
十
九
条
大
学
懲
戒
委
員
ハ
分
科
大
学
教
授
数
名
及
書
記
官
ト

シ
教
授
ハ
大
学
総
長
之
ヲ
命
ス

第
五
十
条
大
学
ニ
於
テ
ハ
懲
戒
ノ
目
ヲ
別
ツ
コ
ト
左
ノ
知
シ

一

議

責

一

停

学

一

放

校

第
五
十
一
条
学
生
ニ
シ
テ
授
業
料
等
納
付
ノ
義
務
ヲ
怠
ル
ト
キ
ハ

大
学
総
長
ハ
大
学
懲
戒
委
員
ノ
審
判
ニ
依
ラ
ス
直
ニ
停
学
ヲ
命
ス

ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

〔注〕

一九
O
四
・
九
・
一
達
示
第
九
号
で
廃
止
。
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法令・規則

通
則
一
部
改
正
〔
研
究
生
規
定
追
加
〕

[一一一一]

達
示
第
一
号

一
八
九
九
(
明
治
三
二
)
年
一
月
-
二
日

第 1編

第
七
章
研
究
生

第
三
十
四
条
帝
国
大
学
分
科
大
学
卒
業
生
ニ
シ
テ
其
専
修
学
科
及

之
ト
密
接
ノ
関
係
ヲ
有
ス
ル
学
科
ヲ
研
究
セ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
ハ

研
究
生
ト
シ
テ
入
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
三
十
五
条
前
条
ニ
依
リ
入
学
シ
タ
ル
研
究
生
ハ
入
学
料
金
弐
円

ヲ
納
付
ス
ベ
シ

第
三
十
六
条
研
究
生
ノ
在
学
期
ヲ
二
学
年
以
内
ト
ス

第
三
十
七
条
研
究
満
期
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
在
学
中
ノ
履
歴
及
研

究
セ
シ
科
目
ニ
就
キ
論
文
ヲ
作
リ
当
該
教
授
ヲ
経
テ
之
ヲ
分
科
大

学
長
ニ
差
出
ス
ベ
シ

第
三
十
八
条
本
則
第
三
章
中
第
十
四
条
第
十
五
条
第
十
七
条
第
四

章
第
十
章
第
四
十
七
条
乃
至
第
五
十
一
条
第
十
一
章
ハ
之
ヲ
研
究

生
ニ
適
用
ス

第
七
章
以
下
章
並
条
項
順
次
繰
下
ク

第
四
十
二
条
(
域
綿
一
二
十
)
中
「
第
九
章
」
ヲ
「
第
十
章
」
ニ
「
第
十
章
」

ヲ
「
第
十
一
章
」
ニ
改
ム

通
則
一
部
改
正
〔
研
究
生
規
定
削
除
〕

一
八
九
九
(
明
治
三
二
)
年
九
月
一
一
一
日

74 

〔
原
史
料
不
明
〕

〔
注
〕
当
該
年
度
の
『
京
都
帝
国
大
学
一
覧
』
よ
り
推
定
さ
れ
る
一
部
改
正

の
内
容
は
、
前
項
の
研
究
生
規
定
の
削
除
。

四

通
則
一
部
改
正

〔
入
学
、

聴
講
生
規
定
中
改
正
〕

一九
O
O
(
明
治
三
三
)
年
四
月
一
七
日

〔
原
史
料
不
明
〕

〔
注
〕
当
該
年
度
の
『
京
都
帝
国
大
学
一
覧
』
よ
り
推
定
さ
れ
る
一
部
改
正

の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
。

第
十
一
条
「
市
町
村
長
ノ
証
明
シ
タ
ル
」
を
削
除

第
三
十
五
条
但
書
と
し
て
「
但
聴
講
生
ハ
修
了
シ
タ
ル
科
目
ニ

付
学
生
卜
同
一
ノ
試
問
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
其
試
問
ニ
及
第
シ
タ

ル
者
ニ
ハ
願
ニ
依
リ
証
明
書
ヲ
付
与
ス
」
を
追
加

第
三
十
六
条
但
書
と
し
て
「
但
特
ニ
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
此
限

ニ
ア
ラ
ス
」
を
追
加



五

通
則
一
部
改
正
〔
授
業
料
及
用
品
料
規
定
中
改
正
〕
[
一
三
]

達
示
第
一
九
号

一九
O
O
(明
治
三
三
)
年
一
一
一
月
七
日

第
四
十
四
条
夏
季
休
業
ノ
両
月
郎
チ
七
月
八
月
及
本
学
ノ
都
合
ニ

依
リ
臨
時
ニ
全
月
休
学
ス
ル
ト
キ
ハ
其
月
分
ノ
授
業
料
及
用
品
料

ヲ
徴
収
セ
ス

第
四
十
六
条
学
生
疾
病
其
他
自
己
ノ
都
合
ニ
依
リ
全
月
休
学
ス
ル

コ
ト
ア
ル
モ
授
業
料
及
用
品
料
ヲ
徴
収
ス

兵
役
ニ
服
ス
ル
為
メ
-
二
週
間
以
上
修
学
ヲ
中
止
ス
ル
者
ハ
授
業

料
及
用
品
料
ヲ
免
除
ス

但
日
数
ヲ
積
算
シ
十
五
日
以
内
ハ
半
ヶ
月
三
十
日
以
内
ハ
一
ヶ

月
ト
シ
テ
之
ヲ
計
算
ス

ー』

J、

通
則
等
一
部
改
正
{
抄
〕
{
在
学
規
定
中
改
正
〕

[一三]

達
示
第
五
号

一九
O
二
(
明
治
三
五
)
年
三
月
六
日

Rリ通

一
分
科
大
学
通
則
第
十
七
条
全
文
ノ
下
ニ
左
ノ
通
追
加

但
兵
役
ノ
為
メ
許
可
シ
タ
ル
休
学
期
間
ハ
之
ヲ
通
算
セ
ス

〔
中
略
〕

一
分
科
大
学
通
則
第
十
六
条
〔
中
略
〕
士
ニ
左
ノ
但
書
ヲ
加
フ

第 2掌

但
休
学
期
間
ハ
之
ヲ
通
算
セ
ス

七

通
則
一
部
改
正
〔
授
業
料
及
用
品
料
規
定
中
改
正
〕
[
一
三
]

達
一
京
第
一
八
号

一九
O
二
(
明
治
三
五
)
年
九
月
二
二
日

第
四
十
三
条

但
数
学
科
ノ
下
ニ
「
物
理
学
科
、

純
正
化
学
科
」
ノ
九
字
ヲ
加
フ

J・¥

通

員リ

{一一-一]

達
示
第
九
号

一九
O
四
(
明
治
三
七
)
年
九
月
一
日

京
都
帝
国
大
学
通
則

第
一
章
学
年
、
休
業

第
一
条
学
年
ハ
九
月
十
一
日
ニ
始
リ
翌
年
九
月
十
日
ニ
終
ル

第
二
条
冬
季
休
業
ハ
十
二
月
二
十
五
日
ヨ
リ
翌
年
一
月
十
日
ニ
至

リ
春
季
休
業
ハ
四
月
二
日
ヨ
リ
同
月
十
日
ニ
至
リ
夏
季
休
業
ハ
七

月
十
一
日
ヨ
リ
九
月
十
日
ニ
至
ル

第
三
条
日
曜
日
及
左
ニ
記
載
ス
ル
祝
祭
日
ハ
休
業
ト
ス

秋

季

皇

霊

祭

75 



法令・規制

祭節

嘗

祭

孝

明

天

皇

祭

紀

元

節

春

季

皇

霊

祭

京
都
帝
国
大
学
祝
日

第
二
章
分
科
大
学

第

一

節

学

生

第

一

入

第
四
条
入
学
ハ
毎
学
年
ノ
始
メ
一
回
ト
ス

第
五
条
高
等
学
校
大
学
予
科
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
其
志
望
学
科
ノ

属
ス
ル
分
科
大
学
ニ
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

本
条
ニ
依
ル
入
学
志
望
者
ノ
数
分
科
大
学
各
学
科
ニ
於
テ
収
容
シ

得
ヘ
キ
人
員
ニ
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
其
学
科
ニ
限
リ
仮
入
学
ヲ
許
シ

更
三
品
等
学
校
大
学
予
科
中
ノ
科
目
ニ
就
キ
選
抜
試
問
ヲ
施
行
シ

英
成
績
優
等
ナ
ル
者
ヨ
リ
順
次
入
学
ヲ
確
定
ス
但
場
合
ニ
依
リ
英

卒
業
シ
タ
ル
高
等
学
校
ノ
成
績
ニ
従
ヒ
入
学
ノ
順
次
ヲ
定
メ
選
抜

試
問
ヲ
行
ハ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
六
条
選
抜
試
問
ヲ
受
ケ
テ
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
リ
シ
者
ハ
次

学
年
ニ
於
テ
他
ノ
入
学
志
望
者
ニ
先
チ
試
験
ヲ
須
ヰ
ス
入
学
セ
シ

新天神

嘗

十
月
十
七
日

十
一
月
三
日

長

十
一
月
廿
三
日

第 1編

月
三
十
日

一
月
十
一
日

四

月

日

学

ム
但
前
条
但
書
ニ
依
リ
テ
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
リ
シ
者
亦
同
シ

第
七
条
左
ニ
記
載
ス
ル
者
ハ
第
五
条
ノ
入
学
志
望
者
ヲ
収
容
シ
尚

欠
員
ア
ル
場
合
ニ
限
リ
記
載
ノ
順
位
ニ
依
リ
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一
文
部
大
臣
ニ
於
テ
高
等
学
校
大
学
予
科
同
等
ト
認
メ
タ
ル
学

校
ノ
卒
業
者

二
他
ノ
帝
国
大
学
学
生
ニ
シ
テ
転
学
ヲ
望
ム
者

三
本
学
ニ
於
テ
臨
時
執
行
ス
ル
入
学
試
問
ノ
及
第
者
但
此
試
問

ハ
時
宜
ニ
依
リ
高
等
学
校
ニ
嘱
託
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
八
条
第
五
条
及
第
七
条
ニ
依
ル
入
学
志
望
者
ハ
六
月
十
五
日
限

リ
願
書
ヲ
差
出
ス
へ
シ
但
設
備
上
差
支
ナ
キ
学
科
ニ
限
リ
該
期
日

以
後
ト
難
モ
願
書
ヲ
受
理
ス

高
等
学
校
ニ
於
テ
追
試
験
ヲ
受
ク
ル
為
メ
本
条
ノ
期
日
ヲ
経
過
シ

タ
ル
者
ハ
九
月
二
十
五
日
マ
テ
ニ
願
書
ヲ
差
出
ス
コ
ト
ヲ
得

第
九
条
第
七
条
第
三
項
ニ
依
リ
入
学
試
問
ヲ
要
ス
ル
者
ハ
受
験
料

金
五
円
ヲ
納
付
ス
へ
シ

第
十
条
入
学
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
戸
籍
ノ
謄
本
ヲ
差
出
シ
身
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分
ヲ
証
明
ス
へ
シ

第
十
一
条

入
学
者
ハ
本
学
ニ
於
テ
定
メ
タ
ル
方
式
ニ
依
リ
専
心
勤

学
ノ
宣
誓
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第

二

授

業

学
生
ノ
授
業
ニ
関
ス
ル
規
程
ハ
各
分
科
大
学
二
於
テ
之

第
十
二
条



ヲ
{
疋
ム

第
十
三
条
授
業
料
納
付
ノ
義
務
ヲ
怠
ル
者
ハ
講
義
又
ハ
実
習
ニ
出

席
シ
若
ク
ハ
図
書
ヲ
閲
覧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第

三

休

学

、

退

学

第
十
四
条
学
生
ニ
シ
テ
疾
病
又
ハ
其
他
ノ
事
故
ニ
因
リ
三
箇
月
以

上
修
学
ヲ
中
止
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
分
科
大
学
長
ノ
許
可
ヲ
得
テ

休
学
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

休
学
ハ
兵
役
ニ
服
ス
ル
場
合
ヲ
除
キ
一
箇
年
以
上
-
一
亘
ル
コ
ト
ヲ

得
ス
但
特
別
ノ
事
情
ア
ル
者
ニ
ハ
分
科
大
学
長
ハ
総
長
ノ
裁
定
ヲ

経
テ
尚
一
箇
年
以
内
ノ
休
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

〔

7

7
〕

休
学
期
間
内
ト
雄
モ
其
事
故
止
ム
ト
キ
ハ
分
学
大
学
長
ハ
願
ニ
依

リ
復
学
ヲ
許
ス
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
十
五
条
学
生
ニ
シ
テ
退
学
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
事
由
ヲ
申
出

テ
総
長
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第

第
十
六
条

四

試

問

試
問
ハ
各
分
科
大
学
規
程
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
之
ヲ
行

lllJ 

フ

通

第
十
七
条
学
生
ハ
休
学
ノ
為
メ
全
部
又
ハ
一
部
ノ
聴
講
若
ク
ハ
実

習
ヲ
為
サ
、
ル
科
目
ノ
試
問
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

停
学
ノ
処
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
又
ハ
授
業
料
納
付
ノ
義
務
ヲ
怠
リ
督

促
ヲ
受
ク
ル
モ
尚
納
付
セ
サ
ル
者
亦
同
シ

第 2章

第

五

卒

業

第
十
八
条
各
分
科
大
学
所
定
ノ
試
問
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
卒
業

証
書
ヲ
授
与
ス

貸
附
ノ
図
書
又
ハ
物
品
ノ
還
納
其
他
ノ
義
務
ヲ
履
行
セ
サ
ル
者
ニ

対
シ
テ
ハ
其
義
務
履
行
ヲ
終
ル
マ
テ
卒
業
証
書
ノ
授
与
ヲ
停
止
ス

第
十
九
条
分
科
大
学
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
左
ノ
区
別
ニ
従
ヒ
称
号

ヲ
用
ヰ
ル
コ
ト
ヲ
得

一
法
科
大
学
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
法
学
士

二
医
科
大
学
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
医
学
士

三
文
科
大
学
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
文
学
士

四
理
工
科
大
学
理
学
科
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
理
学
士
製
造
化
学

科
土
木
工
学
科
機
械
工
学
科
電
気
工
学
科
及
採
鉱
冶
金
学
科

ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
工
学
士

第
二
十
条
第
十
八
条
ノ
試
問
ヲ
完
了
セ
ス
シ
テ
退
学
ス
ル
者
ニ
ハ

其
修
了
シ
タ
ル
科
目
ニ
就
キ
証
明
書
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第

六

授

業

料

第
二
十
一
条
分
科
大
学
学
生
ノ
授
業
料
ハ
一
箇
年
金
参
拾
五
円
ト

シ
左
ノ
三
期
ニ
分
チ
毎
期
之
ヲ
前
納
セ
シ
ム
但
納
付
期
日
ハ
別
ニ

之
ヲ
定
ム

第
一
期
(
九
月
ヨ
リ
十
二
月
ニ
至
ル
)
金
拾
四
円

第
二
期
(
一
月
ヨ
リ
三
月
ニ
至
ル
)
金
拾
同
五
拾
銭
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第
三
期
(
四
月
ヨ
リ
六
月
ニ
至
ル
)
金
拾
円
五
拾
銭

制
d

第
二
十
二
条
分
科
大
学
学
科
中
特
ニ
奨
励
ヲ
要
ス
ル
学
科
ヲ
修
ム

令
ル
者
ニ
ハ
授
業
料
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

法
第
二
十
三
条
学
生
休
学
中
ハ
授
業
料
ヲ
免
除
ス
但
既
納
ノ
分
ハ
之

ヲ
還
付
セ
ス

復
学
ヲ
一斉
サ
レ
タ
ル
者
ノ
授
業
料
ハ
月
割
ヲ
以
テ
之
ヲ
前
納
セ
シ

第 1編

ム

懲

第

七

戒

第
二
十
四
条
学
生
ニ

シ
テ
品
行
修
マ
ラ
ス
又
ハ
学
業
ヲ
悌
怠
シ
其

他
秩
序
ヲ
索
リ
風
儀
ヲ
害
ス
ル
虞
ア
リ
ト
認
ム
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ

総
長
ハ
懲
戒
委
員
会
ノ
意
見
ヲ
聞
キ
懲
戒
ニ
処
ス

第
二
十
五
条
懲
戒
委
員
会
ハ
分
科
大
学
教
授
中
ヨ
リ
総
長
ノ
命
シ

タ
ル
委
員
若
干
名
ヲ
以
テ
組
織
ス

第
二
十
六
条
懲
戒
ノ
目
ヲ
別
ツ
コ
ト
左
ノ
如
シ

一

道

寅

一

停

学

一

放

学第
二
節
選
科
生

第
二
十
七
条
分
科
大
学
所
定
ノ
科
目
ヲ
選
択
シ
テ
之
ヲ
修
メ
ン
ト

ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
選
科
生
ト
シ
テ
学
生
ニ
欠
員
ア
ル
場
合

ニ
限
リ
之
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

前
項
ノ
志
望
者
ハ
八
月
三
十
一
日
マ
テ
ニ
入
学
願
書
ヲ
差
出
ス
へ

78 

ン

選
科
生
ノ
入
学
ニ
関
ス
ル
規
程
ハ
各
分
科
大
学
ニ
於

第
二
十
八
条

テ
之
ヲ
定
ム

第
二
十
九
条
選
科
生
ニ
シ
テ
修
了
シ
タ
ル
科
目
ニ
就
キ
其
試
問
ニ

合
格
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
修
業
証
書
ヲ
与
フ

第
三
十
条
第
四
条
第
九
条
第
二
十
一
条
及
第
二
十
三
条
ハ
之
ヲ
選

科
生
ニ
適
用
ス

授
業
、
休
学
、
退
学
、
試
問
及
懲
戒
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
之
ヲ
選
科

生
ニ
準
用
ス

第
三
節
外
国
学
生

第
三
十
一
条
外
国
人
ニ
シ
テ
入
学
セ
ン
ト
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
明

治
三
十
四
年
文
部
省
令
第
十
五
号
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
之
ヲ
許
可

ス
第
三
十
二
条

準
用
ス

外
国
学
生
ニ
ハ
学
生
又
ハ
選
科
生
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ

第
三
章
大
学
院

第
三
十
三
条
分
科
大
学
ノ
卒
業
生
ニ
シ
テ
大
学
院
-
一
入
ラ
ン
ト
ス

ル
者

ハ
研
究
事
項
ヲ
具
シ
総
長
ニ
願
出
ツ
へ

シ
総
長
ハ
当
該
分
科

大
学
教
授
会
ノ
議
ヲ
経
テ
之
ヲ
許
可
ス

第
三
十
四
条
分
科
大
学
卒
業
生
ニ
非
サ
ル
者
ニ
シ
テ
大
学
院
ニ
入



ラ
ン
コ
ト
ヲ
願
出
ツ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
総
長
ハ
当
該
分
科
大
学
教

授
会
ノ
議
ヲ
経
学
力
ヲ
検
定
シ
テ
之
ヲ
許
可
ス

前
項
ノ
出
願
者
ハ
入
学
検
定
料
金
拾
円
ヲ
納
付
ス
へ
シ

第
三
十
五
条
大
学
院
学
生
ノ
在
学
期
ハ
一
箇
年
以
上
ト
ス

第
三
十
六
条
大
学
院
学
生
ノ
指
導
ハ
当
該
分
科
大
学
教
授
会
ノ
議

ヲ
経
テ
総
長
ノ
選
定
シ
タ
ル
教
授
之
ヲ
担
任
ス

〔

7

7
〕

第
三
十
七
条
大
学
院
学
生
ハ
本
学
所
在
地
以
外
ニ
居
任
シ
又
ハ
他

ノ
業
務
ニ
従
事
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
在
学
一
箇
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル

後
評
議
会
ニ
於
テ
研
究
上
必
要
ト
認
メ
タ
ル
場
合
ハ
此
限
ニ
ア
ラ

ス

見リ

第
三
十
八
条
大
学
院
学
生
ハ
担
任
教
授
ノ
承
認
ヲ
経
テ
分
科
大
学

ノ
講
義
又
ハ
実
験
ニ
出
席
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
九
条
大
学
院
学
生
ハ
毎
学
年
ノ
終
ニ
於
テ
其
研
究
事
項
ヲ

指
導
教
授
ニ
報
告
ス
へ
シ

第
四
十
条
大
学
院
学
生
ニ
シ
テ
研
究
ノ
実
ナ
シ
ト
認
ム
ル
者
ア
ル

ト
キ
ハ
総
長
ハ
評
議
会
ノ
議
ヲ
経
テ
退
学
ヲ
命
ス

第
四
十
一
条
大
学
院
学
生
ニ
シ
テ
学
位
ヲ
得
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
其

研
究
事
項
一
一
就
キ
論
文
ヲ
総
長
ニ
提
出
ス
へ
シ

前
項
論
文
ノ
審
査
ハ
当
該
分
科
大
学
教
授
会
ニ
於
テ
之
ヲ
行
ハ
シ

通第 2章

ム
第
四
十
二
条

学
位
試
験
ヲ
請
求
セ
サ
ル
モ
相
当
ノ
研
究
ヲ
為
シ
タ

リ
ト
認
ム
ル
者
ニ
ハ
総
長
ハ
証
明
書
ヲ
附
与
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
四
十
三
条
大
学
院
学
生
ノ
研
究
料
ハ
一
箇
年
金
参
拾
五
円
ト
シ

之
ヲ
前
納
セ
シ
ム

第
四
十
四
条
特
ニ
奨
励
ヲ
加
フ
ヘ
キ
事
項
ヲ
研
究
ス
ル
者
ハ
評
議

会
ノ
議
ヲ
経
テ
前
条
ノ
研
究
料
ヲ
免
除
シ
又
ハ
研
究
三
妥
ス
ル
相

当
ノ
費
用
ヲ
給
与
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
四
十
五
条
第
十
一
条
第
十
五
条
第
二
十
四
条
乃
至
第
二
十
六
条

ハ
之
ヲ
大
学
院
学
生
ニ
適
用
ス

第
四
章
奨
学
資
金

第
四
十
六
条
奨
学
ノ
為
ニ
資
金
ヲ
寄
附
シ
大
学
院
及
分
科
大
学
学

生
ニ
給
費
又
ハ
貸
費
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
許

可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

奨
学
資
金
ハ
寄
附
者
ノ
名
義
ヲ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
十
七
条
寄
附
者
ハ
貸
費
又
ハ
給
費
ヲ
付
ス
ヘ
キ
学
科
ヲ
指
定

シ
及
貸
費
又
ハ
給
費
ヲ
受
ケ
タ
ル
学
生
ヲ
シ
テ
貸
費
又
ハ
給
費
ヲ

受
ケ
タ
ル
年
数
ト
均
シ
キ
期
間
相
当
ノ
報
酬
ヲ
以
テ
二
疋
事
業
ニ

従
事
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
条
件
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
十
八
条
寄
附
者
ニ
於
テ
前
条
ノ
指
定
ヲ
為
サ
、
ル
ト
キ
ハ
給

費
ハ
本
学
ニ
於
テ
特
ニ
奨
励
ヲ
必
要
ト
ス
ル
学
科
ヲ
修
ム
ル
者
ニ

対
シ
テ
之
ヲ
与
へ
貸
費
ハ
本
学
ニ
於
テ
指
定
シ
タ
ル
学
科
ヲ
修
ム

ル
者
若
ク
ハ
修
学
中
不
時
ノ
事
故
ノ
為
メ
学
資
支
弁
ノ
途
ヲ
失
ヒ
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法令・規則

タ
ル
者
ニ
之
ヲ
貸
付
ス

第
四
十
九
条
給
費
及
貸
費
ヲ
付
ス
ヘ
キ
学
科
ハ
評
議
会
ノ
議
ヲ
経

テ
総
長
之
ヲ
定
ム

給
費
又
ハ
貸
費
ヲ
受
ク
ヘ
キ
者
ハ
分
科
大
学
教
授
会
ノ
議
ヲ
経
テ

分
科
大
学
長
之
ヲ
定
ム

第
五
十
条
休
学
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
其
休
学
期
間
給
資
又
ハ
貸
費

ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

停
学
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
ハ
其
停
学
期
間
給
費
又
ハ
貸
費
ヲ
停

止
シ
事
情
ニ
依
リ
テ
ハ
以
後
之
ヲ
支
給
セ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
へ

シ

第
五
十

一
条
貸
費
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
卒
業
後
箕
貸
費
ヲ
受
ケ
タ
ル

年
数
ト
均
シ
キ
期
間
ニ
月
賦
ヲ
以
テ
之
ヲ
返
納
ス
へ
シ
但
自
己
ノ

都
合
ニ
依
リ
一
時
一
一
全
部
ヲ
返
納
シ
又
ハ
月
賦
額
以
上
ノ
割
合
ヲ

以
テ
返
納
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

貸
費
返
納
期
間
内
ニ
於
テ
海
外
ニ
留
学
ス
ル
者
ニ
ハ
帰
朝
ノ
日
マ

テ
貸
費
ノ
返
納
ヲ
猶
予
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ

シ

第
五
十
二
条
貸
費
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
シ
テ
放
学
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
ト

キ
ハ
其
全
額
ヲ
即
時
返
納
セ
シ
ム

願
ニ
依
リ
退
学
シ
タ
ル
者
ハ
前
条
ノ
期
間
-
一
準
シ
返
納
ス
ル
コ
ト

ヲ
得

第 1編

第
五
十
三
条
貸
費
金
ニ
ハ
年
六
分
ノ
利
子
ヲ
付
シ
貸
費
金
ヲ
受
領

シ
タ
ル
翌
月
ヨ
リ
返
納
ノ
月
マ
テ
其
月
数
ニ
応
シ
之
ヲ
算
定
ス
へ

ン第
四
十
七
条
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
貸
費
ニ
ハ
利
子
ヲ
付
セ
サ
ル
モ
ノ

80 

ス

貸
費
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
死
亡
シ
又
ハ
不
治
ノ
疾
病
ニ
羅

リ
恢
復
ノ
見
込
ナ
キ
ト
キ
ハ
総
長
ハ
貸
費
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ノ
返

納
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ

シ

第
五
十
五
条
給
費
貸
費
ノ
年
額
ハ
評
議
会
ノ
議
ヲ
経
テ
総
長
之
ヲ

第
五
十
四
条

{
疋
ム

附

則

第
五
十
六
条
本
則
ハ
明
治
三
十
七
年
九
月
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔
注
〕
一
九
四
九
・
八
・
五
達
示
第
二
二
号
で
廃
止
。

九

通
則
一
部
改
正
〔
特
待
学
生
規
定
追
加
〕

[
一
三
)

達
示
第
五
号

一
九
O
八
(
明
治
四
二
年
三
月
二
二
日

京
都
帝
国
大
学
通
則
第
二
章
第
一
節
第
四
ノ
次
へ

左
記
各
粂
ヲ
加
へ

以
下
順
次
繰
下
ク

第
十
八
条

第

五

特

待

学

生

学
術
優
等
品
行
方
正
ナ
ル
学
生
ヲ
選
ミ
テ
各
分
科
大



学
ノ
特
待
学
生
卜
為
ス

第
十
九
条
特
待
学
生
ハ
授
業
料
ヲ
徴
収
セ
ス

第
二
十
条
特
待
学
生
ニ
シ
テ
其
名
誉
ニ
反
ス
ル
行
為
ア
リ
ト
認

ム
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
解
除
ス
へ

シ

。
通
則
一
部
改
正
〔
卒
業
規
定
中
改
正
〕

一一一一]

達
示
第
一
四
号

一九
O
八
(
明
治
四
二
年
九
月
一
六
日

本
学
通
則
第
廿
二
条
第
四
中
理
工
科
大
学
ノ
下
「
理
学
科
」
ノ
三
字

ヲ
削
リ
「
数
学
科
、
物
理
学
科
、
純
正
化
学
科
ノ
十
二
字
ヲ
挿
入
ス

員リ

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
、
授
業
料
、
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

[
一
三
]

達
示
第
二
一
号

一九
O
八
(
明
治
四
二
年
一
二
月
一
八
日

通

第
十
条
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム

入
学
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
保
証
人
一
人
ヲ
設
ク
へ
シ

保
証
人
ハ
父
又
ハ
兄
ト
シ
父
兄
ナ
キ
時
若
ク

ハ
己
ム
ヲ
得
サ
ル
事

情
ア
ル
時
ハ
内
国
ニ
居
住
ス
ル
成
年
ノ
男
子
ニ
シ
テ
総
長
ニ
於
テ

第 2章

適
当
ト
認
メ
タ
ル
者
ニ
限
ル

保
証
人
ハ
保
証
書
ヲ
差
出
シ
其
学
生
在
学
中
ニ
係
ル
-
切
ノ
事
件

ニ
ツ
キ
責
ニ
任
ス
ペ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
十
条
ノ
次
ニ
左
ノ
二
条
ヲ
加
へ
第
十
一
条
以
下
順
次
繰
下
ク

第
十
一
条
保
証
人
居
所
又
ハ
姓
名
ヲ
変
更
シ
タ
ル
時
ハ
直
チ
ニ

届
出
ツ
へ

シ

第
十
二
条
保
証
人
死
去
シ
又
ハ
其
資
格
ヲ
失
フ
時
ハ
更
ニ
第
十

条
ノ
手
続
ヲ
経
へ
シ

第
十
三
条
ヲ
削
ル

第
二
十
六
条
ノ
次
ニ
左
ノ

一
条
ヲ
加
へ
第
二
十
七
粂
以
下
順
次
繰
下

ク第
廿
八
条
授
業
料
納
附
ノ
義
務
ヲ
怠
ル
者
ハ
講
義
実
習
ニ
出
席

シ
及
図
書
ヲ
関
覧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
三
十
三
条
「
第
九
条
」
ノ
次
ニ
「
乃
至
第
十
二
条
第
二
十
五
条
第

廿
七
条
第
廿
八
条
」
ヲ
加
へ
「
第
廿
四
条
及
第
廿
六
条
」
ヲ
削
ル

第
三
十
七
条
ノ
次
ニ
左
ノ
一
条
ヲ
加
へ
以
下
順
次
繰
下
ク

第
四
十
条
他
ノ
帝
国
大
学
分
科
大
学
卒
業
生
ニ
シ
テ
入
学
ヲ
許

可
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
戸
籍
謄
本
ヲ
差
出
シ
身
分
ヲ
証
明
ス
ベ

シ

第
四
十
八
条
「
第
十
一
条
第
十
五
条
第
二
十
七
条
乃
至
第
二
十
九
条
」

ヲ
「
第
十
三
条
第
十
六
条
第
二
十
九
条
乃
至
第
三
十

一
条
」
ニ
改
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法令・規則

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
規
定
中
改
正
〕

[一一-一]

達
示
第
六
号

一九
O
九
(
明
治
四
二
)
年
四
月
五
日

第 1編

京
都
帝
国
大
学
通
則
第
八
条
第
一
項
但
書
ヲ
「
但
設
備
上
差
支
ナ
キ

学
科
ニ
限
リ
理
工
科
大
学
ニ
於
テ
ハ
七
月
十
日
マ
テ
其
他
ノ
分
科
大

晶
子
ニ
於
テ
ハ
九
月
三
十
日
マ
テ
願
書
ヲ
受
理
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ
」

ト
改
メ
同
条
第
二
項
ヲ
削
除
ス

通
則
一
部
改
正
(
選
科
生
規
定
中
改
正
〕

[
一
一
二
]

達
示
第
一
二
号

一九
O
九
(
明
治
四
二
)
年
六
月
七
日

本
学
通
則
中
第
三
十
二
条
第
二
項
ニ
左
ノ
但
書
ヲ
加
フ

「
但
理
工
科
大
学
ニ
於
テ
ハ
七
月
十
日
マ
テ
ト
ス
」

四

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

[一一一一]

達
示
第
一
四
号

一九
O
九
(
明
治
四
一
己
年
七
月
一
日

本
学
通
則
第
五
十
条
ノ
次
ニ
左
ノ
一
条
ヲ
加
へ
以
下
順
次
繰
下
ク

第
五
十
一
条
大
学
院
学
生
ニ
シ
テ
研
究
料
納
付
ノ
義
務
ヲ
怠
ル

者
ハ
之
ヲ
除
名
ス

82 

五

通
則
一
部
改
正
〔
奨
学
資
金
規
定
中
改
正
〕

[一一一一]

達
示
第
一
九
号

一九
O
九
(
明
治
四
二
)
年
一

O
月
一
五
日

第
五
十
三
条
奨
学
ノ
為
メ
ニ
資
金
ヲ
寄
附
シ
大
学
院
及
分
科
大

学
々
生
ニ
給
費
又
ハ
貸
費
ヲ
為
シ
若
ク
ハ
卒
業
生
及
学
生
ニ
金
員

又
ハ
物
品
ヲ
賞
与
セ
ン
ト
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
許
可
ス
ル
コ

ト
ア
ル
へ
シ

奨
学
資
金
ハ
寄
附
者
ノ
名
義
ヲ
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
十
四
条
寄
附
者
ハ
給
費
、
貸
費
又
ハ
賞
与
ヲ
付
ス
ヘ
キ
学
科

ヲ
指
定
シ
及
貸
費
又
ハ
給
費
ヲ
受
ケ
タ
ル
学
生
ヲ
シ
テ
貸
費
又
ハ

給
費
ヲ
受
ケ
タ
ル
年
数
ト
均
シ
キ
期
間
相
当
ノ
報
酬
ヲ
以
テ
一
定

事
業
ニ
従
事
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
条
件
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
十
五
条
寄
附
者
ニ
於
テ
前
条
ノ
指
定
ヲ
為
サ
、
ル
ト
キ
ハ
給

費
及
賞
与
ハ
本
学
ニ
於
テ
特
ニ
奨
励
ヲ
必
要
ト
ス
ル
学
科
ヲ
修
ム

ル
者
ニ
対
シ
テ
之
ヲ
与
へ
貸
費
ハ
本
学
ニ
於
テ
指
定
シ
タ
ル
学
科

ヲ
修
ム
ル
者
若
ク
ハ
修
学
中
不
時
ノ
事
故
ノ
為
メ
学
資
支
弁
ノ
途

ヲ
失
ヒ
タ
ル
者
ニ
之
ヲ
貸
付
ス

第
五
十
六
条
給
費
、
貸
費
及
賞
与
ヲ
付
ス
ヘ
キ
学
科
ハ
評
議
会
ノ



議
ヲ
経
テ
総
長
之
ヲ
定
ム

給
費
、
貸
費
又
ハ
賞
与
ヲ
受
ク
ヘ
キ
者
ハ
分
科
大
学
教
授
会
ノ
議

ヲ
経
テ
分
科
大
学
長
之
ヲ
定
ム

第
六
十
二
条
給
費
、
貸
費
ノ
年
額
及
賞
与
ノ
額
ハ
評
議
会
ノ
議
ヲ

経
テ
総
長
之
ヲ
定
ム

一
六

通
則
一
部
改
正
〔
外
国
学
生
規
定
中
改
正
〕

[一一一一]

達
示
第
二
O
号

一九
O
九
(
明
治
四
二
)
年
一

O
月
二
O
日

本
学
通
則
第
三
十
六
条
ノ
次
ニ
左
ノ
一
ケ
条
ヲ
加
フ

第
三
十
六
条
ノ
二
外
国
学
生
ニ
シ
テ
当
該
分
科
大
学
所
定
ノ
試

問
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
本
人
ノ
願
ニ
ヨ
リ
学
カ
ヲ
検
定
シ
大

学
予
科
卒
業
ト
同
等
以
上
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
卒
業
証
書
ヲ
授

与
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

l!tl 通第 2章

一
七

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
規
定
中
改
正
、
特
選
給
費
学
生
規
定

追

加

〕

[

一

三

]

達
示
第
二
三
号

一九
O
九
(
明
治
四
二
)
年
一

O
月
二
九
日

第
九
条
ノ
次
ニ
左
ノ
一
条
ヲ
加
フ

第
九
条
ノ
二
入
学
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
入
学
料
金
五
円
ヲ
納
ム
へ

シ
但
一
旦
退
学
セ
シ
者
更
ニ
入
学
ス
ル
ト
キ
及
一
分
科
大
学
ヨ
リ

他
分
科
大
学
へ
転
学
シ
タ
ル
ト
キ
モ
入
学
料
ハ
納
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ト

ス
第
五
十
二
条
ノ
次
ニ
左
ノ
条
項
ヲ
加
へ
以
下
順
次
繰
下
ク

第
四
章
特
選
給
費
学
生

第
五
十
三
条
分
科
大
学
卒
業
生
中
学
力
優
秀
志
操
堅
固
ニ
シ
テ
永

ク
学
術
技
芸
ノ
攻
究
ニ
従
事
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
若
干
名
ヲ
選
抜
シ

テ
学
資
ヲ
給
与
シ
大
学
院
ニ
一
於
テ
研
究
ヲ
為
サ
シ
ム
之
ヲ
特
選
給

費
学
生
ト
ス

第
五
十
四
条
分
科
大
学
長
ハ
当
該
分
科
大
学
教
授
会
ノ
議
ヲ
経
テ

特
選
給
費
学
生
タ
ル
ニ
適
当
ノ
者
ヲ
選
抜
シ
テ
之
ヲ
総
長
ニ
推
薦

シ
総
長
ハ
評
議
会
ノ
議
ヲ
経
テ
之
ヲ
命
ス

第
五
十
五
条
学
資
ハ
一
人
一
ヶ
月
金
参
拾
円
ト
シ
一
ヶ
年
間
之
ヲ

給
与
ス
但
必
要
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
評
議
会
ノ
議
ヲ
経
テ
更
ニ
期

間
ヲ
定
メ
之
ヲ
継
続
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

83 



法令・規則

第
五
十
六
条
特
選
給
費
学
生
ハ
指
導
教
授
ノ
指
導
ヲ
受
ケ
当
該
分

科
大
学
ニ
於
テ
研
究
ニ
従
事
ス
へ
シ

第
五
十
七
条
総
長
ハ
分
科
大
学
長
又
ハ
医
院
長
ノ
申
請
ニ
依
リ
特

選
給
費
学
生
ニ
副
子
ヲ
嘱
託
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
五
十
八
条
特
選
給
費
学
生
ハ
他
ノ
業
務
ニ
従
事
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第 l編

ス
第
五
十
九
条
特
選
給
費
学
生
ニ
シ
テ
其
資
格
ニ
欠
ク
ル
者
ア
ル
ト

キ
ハ
総
長
ハ
評
議
会
ノ
議
ヲ
経
テ
之
ヲ
免
ス

第
六
十
条
本
規
程
ニ
掲
ク
ル
モ
ノ
、
外
ハ
大
学
院
規
程
ニ
依
ル

八台

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
規
定
中
改
正
〕

[一一一一]

達
示
第
六
号

一
九
一

O
(
明
治
四
一
二
)
年
六
月
二
日

本
学
通
則
第
十
二
条
ノ
次
ニ
左
ノ
一
ケ
条
ヲ
加
フ

第
十
二
条
ノ
二
入
学
者
ハ
入
学
料
ヲ
納
付
シ
保
証
書
ヲ
差
出
シ
タ

ル
後
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
講
義
実
習
ニ
出
席
シ
及
図
書
ヲ
閲
覧
ス
ル
コ

ト
ヲ
得
ス

九

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕
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[一一一一]

達
示
第
六
号

一
九
一

O
(
明
治
四
一
二
)
年
六
月
一
一
日

本
学
通
則
第
四
十
三
条
但
室
田
中
場
合
ノ
下
ニ
「
若
ク
ハ
兵
役
ニ
服
ス

ル
場
合
」
ノ
十
一
字
ヲ
加
へ
同
第
四
十
九
条
ニ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

大
学
院
学
生
ニ
シ
テ
兵
役
ニ
服
ス
ル
者
ハ
在
営
中
研
究
料
ヲ
免
除

ス
但
既
納
ノ
分
ハ
之
ヲ
還
付
セ
ス

〔
注
〕
達
示
番
号
原
文
の
7
7
0

。
通
則
一
部
改
正

〔
授
業
料
、
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

一
九
一
一
(
明
治
四
四
)
年
一
月
九
日

〔
原
史
料
不
明
〕

〔
注
〕
当
該
年
度
の
『
京
都
帝
国
大
学
一
覧
』
よ
り
推
定
さ
れ
る
一
部
改
正

の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
。

第
二
十
五
条
「
一
箇
年
金
参
拾
五
円
」
を
「
一
箇
年
金
五
拾
円
」

に
、
「
第
一
期
(
九
月
ヨ
リ
十
二
月
ニ
至
ル
)
金
拾
四
円
」
を
「
第

一
期
(
九
月
ヨ
リ
十
二
月
ニ
至
ル
)
金
弐
拾
円
」
に
、
「
第
二
期
(
一

月
ヨ
リ
三
月
ニ
至
ル
)
金
拾
円
五
十
銭
」
を
「
第
二
期
(
一
月
ヨ
リ

三
月
ニ
至
ル
)
金
拾
五
円
」
に
、
「
第
三
期
(
四
月
ヨ
リ
六
月
ニ
至

ル
)
金
拾
円
五
十
銭
」
を
「
第
三
期
(
四
月
ヨ
リ
六
月
ニ
至
ル
)
金



拾
五
円
」
に
改
正

第
四
十
九
条
「
一
箇
年
金
参
拾
五
円
」
を
「
一
箇
年
金
五
拾
円
」

に
改
正

通
則
一
部
改
正
〔
学
年
休
業
規
定
中
改
正
〕

[一一一一]

達
示
第
八
号

一
九
一
一
(
明
治
四
四
)
年
六
月
一
九
日

第
二
条
中

春
季
休
業
ハ
「
四
月
二
日
」
ヨ
リ
ト
ア
ル
ヲ
「
四
月
一

日
」
ニ
改
ム

京
都
帝
国
大
学
祝
日
「
四
月
一
日
」
ト
ア
ル
ヲ
「
三
月

一
日
」
ニ
改
ム

第
三
条
中通

則
一
部
改
正
〔
入
学
規
定
中
改
正
〕

九

一一一一]

達
示
第
二
二
号

二
明
治
四
四
)
年
一

O
月
一
九
日

1!IJ 通

第
六
条
ノ
次
ニ
同
条
ノ
二
ト
シ
テ
左
記
ノ
一
箇
条
ヲ
追
加
ス

第
六
条
ノ
二
帝
国
大
学
分
科
大
学
卒
業
生
ニ
シ
テ
他
ノ
学
科
ヲ

修
メ
ン
ト
欲
シ
更
ニ
同
分
科
大
学
若
ク
ハ
他
ノ
分
科
大
学
ニ
入

学
ヲ
請
フ
ト
キ
ハ
試
験
ヲ
須
ヰ
ス
入
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル

第 2章

へ、ン
前
項
ノ
入
学
志
望
者
ハ
第
五
条
ノ
入
学
志
望
者
ニ
先
チ
入
学
ヲ

許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
九
条
ヲ
左
ノ
通
リ
改
正
ス

第
九
条
第
七
条
第
三
号
ニ
依
ル
入
学
志
願
者
ハ
入
学
願
書
ニ
履

歴
書
及
検
定
料
金
五
円
ヲ
添
へ
出
願
ス
へ
シ

前
項
ノ
検
定
料
ハ
一
旦
受
理
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
返
付
セ
サ
ル

モ
ノ
ト
ス

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
規
定
中
改
正
〕

[
一
五
]

達
示
第
二
五
号

一
九
一
一
(
明
治
四
四
)
年
一
一
月
一
六
日

第
十
二
条
ノ
二
入
学
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ニ
シ
テ
入
学
料
ヲ
納
付
セ

ス
又
ハ
保
証
書
ヲ
差
出
サ
、
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
除
名
ス

85 



四

通
則
一
部
改
正
{
授
業
料
、
奨
学
資
金
規
定
中
改
正
〕

{一一一一]

達
示
第
四
号

一
九
一
二
(
明
治
四
五
)
年
一
月
一
一
六
日

法令・規則第 l編

第
二
十
五
条
中
「
一
箇
年
」
ト
ア
ル
ヲ
「
一
学
年
」
ト
ス

第
六
十
六
条
第
一
項
中
卒
業
後
ノ
下
ニ
「
六
ヶ
月
ヲ
経
過
シ
タ
ル
月

ヨ
リ
起
算
シ
」
ノ
十
五
字
ヲ
加
フ

三
五

通
則
一
部
改
正
〔
選
科
生
規
定
中
改
正
〕

{一一-一]

達
示
第
五
号

一
九
一
二
(
明
治
四
五
)
年
二
月
二
九
日

本
学
通
則
中
第
三
十
二
条
第
二
項
ヲ
左
記
ノ
通
リ
改
正
ス

日」

前
項
ノ
志
望
者
ハ
七
月
十
日
マ
テ
ニ
入
学
願
書
ヲ
差
出
ス
ヘ
シ
但

医
科
大
学
ニ
於
テ
ハ
別
ニ
期
日
ヲ
定
メ
ス

一一六

通
則
一
部
改
正
〔
学
年
休
業
規
定
中
改
正
〕

一
九
二
一
(
大
正
一
冗
)
年
九
月
二
六
日

〔
原
史
料
不
明
〕

〔
注
〕
当
該
年
度
の
『
京
都
帝
国
大
学
一
覧
』
よ
り
推
定
さ
れ
る
一
部
改
正

の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
。

第
三
条
「
天
長
節
十
一
月
三
日
」
を
「
天
長
節
八
月
品
川
一

日
」
に
改
正
、
「
孝
明
天
皇
祭
一
月
三
十
B
」
を
削
除
、
「
明
治

天
皇
祭
七
月
三
十
日
」
を
追
加
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二
七

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
、
授
業
料
規
定
中
改
正
〕
=
三
]

達
示
第
六
号

一
九
一
三
(
大
正
一
一
)
年
六
月
二
六
日

第
十
粂
削
除

第
十
一
条
削
除

削
除

第
十
二
条

第
十
二
条
ノ
二
左
ノ
通
改
ム

入
学
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ニ
シ
テ
入
学
料
ヲ
納
付
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
之

ヲ
除
名
ス

第
二
十
八
条
左
ノ
通
改
ム

授
業
料
納
付
ノ
義
務
ヲ
怠
ル
モ
ノ
ハ
講
義
実
習
ニ
出
席
シ
及
図
書

ヲ
閲
覧
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
止
ス
其
情
状
重
キ
モ
ノ
ハ
之
ヲ
除
名
ス

第
三
十
五
条
中
第
九
条
ノ
下
「
乃
至
第
十
二
条
」
ヲ
削
除
ス



二
八

通
則
一
部
改
正
{
学
年
休
業
規
定
中
改
正
〕

一
九
一
三
(
大
正
一
二
年
八
月
二
日

〔
原
史
料
不
明
〕

〔
注
〕
当
該
年
度
の
『
京
都
帝
国
大
学
一
覧
』
よ
り
推
定
さ
れ
る
一
部
改
正

の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
。

第
三
条
「
天
長
節
祝
日

ニ
九

十
月
品
川
一
日
」
を
追
加

通
則
一
部
改
正
{
入
学
、
卒
業
規
定
中
改
正
〕
[
=
ニ
]

達
示
第
一
九
号

一
九
一
四
(
大
正
三
)
年
七
月
七
日

第
七
条
第
一
項
ノ
ニ
ニ
左
ノ
事
項
ヲ
加
へ
以
下
順
次
繰
リ
下
ク

二
一
分
科
大
学
ヨ
リ
他
分
科
大
学
ニ
転
学
ヲ
望
ム
者

第
八
条
但
書
中
「
理
工
科
大
学
」
ト
ア
ル
ヲ
「
工
科
大
学
」
ニ
改
ム

第
二
十
三
条
第
一
項
ノ
三
以
下
ヲ
左
ノ
通
改
ム

工
科
大
学
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ

文
科
大
学
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ

理
科
大
学
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ

員リ

四

通

五

第 2章

工
学
士

文
学
士

理
学
士

。
通
則
一
部
改
正
〔
入
学
規
定
中
改
正
〕

[
一
三
]

達
示
第
三
四
号

一
九
一
四
(
大
正
三
)
年
一
一
月
三
O
日

第
六
条
選
抜
試
問
ヲ
受
ケ
テ
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
リ
シ
者
又
ハ

前
条
但
書
ニ
依
リ
テ
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
リ
シ
者
ハ
次
学
年
ニ

於
テ
他
ノ
入
学
志
望
者
ニ
先
チ
試
験
ヲ
須
ヰ
ス
入
学
セ

シ
ム

但
場
合
ニ
依
リ
各
分
科
大
学
ニ
於
テ
細
則
ヲ
定
メ
本
条
ノ
規
定
ニ

依
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
規
定
中
改
正
〕

[一一-一]

達
示
第
七
号

一
九
一
五
(
大
正
四
)
年
五
月
一

O
日

第
八
条
但
書
中
七
月
十
日
ノ
下
ニ
「
理
科
大
学
ニ
於
テ
ハ
八
月
三
十

一
日
」
ヲ
加
フ

通
則
一
部
改
正
〔
休
学
退
学
規
定
中
改
正
〕

[一

三
]

達
一
不
第
二
八
号

一九

二
三
大
正
五
)
年
一
二
月
一
三
日

一
第
二
章
第
一
節
第
三
休
学
退
学
ノ
次
ニ
「
除
籍
」
ノ
二
字
ヲ
加
フ

87 



法令・規則

一
第
十
六
条
ノ
ニ
ト
シ
テ
左
ノ
条
項
ヲ
加
フ

第
十
六
条
ノ
二

学
生
ニ
シ
テ
疾
病
又
ハ
其
他
ノ
事
故
ニ
由
リ
成

業
ノ
見
込
ナ
キ
者
ハ
分
科
大
学
長
ノ
申
請
ニ
依
リ
総
長
ハ
其
学

籍
ヲ
除
ク
事
ア
ル
へ
シ

一
第
三
十
五
条
第
二
項
中
退
学
ノ
次
ニ
「
除
籍
」
ノ
二
字
ヲ
加
フ

第 1編

一

通
則
一
部
改
正
〔
選
科
生
規
定
中
改
正
〕

[一一一一]

達
示
第
八
号

一
九
一
七
(
大
正
六
)
年
四
月
二
八
日

第
三
十
五
条
中
第
九
条
ノ
次
ニ

『
第
九
条
ノ
一
一
」
ヲ
挿
入
ス

四

通
則
一
部
改
正
〔
分
科
大
学
を
学
部
に
改
正
〕

[一一-一]

達
示
第
五
号

一
九
一
九
(
大
正
八
)
年
四
月
一
日

大
正
八
年
四
月
一
日
ヨ
リ
改
正
帝
国
大
学
令
実
施
ノ
結
果
本
学
通
則

及
各
学
部
規
程
其
他
ノ
諸
規
定
中
左
記
ノ
通
リ
改
ム

戸回

「
分
科
大
学
」
ト
ア
ル
ヲ
『
学
部
』
ト
改
ム

「
法
科
大
学
」
ト
ア
ル
ヲ

『法
学
部
』
ト
改
ム

「
医
科
大
学
」
ト
ア
ル
ヲ

『医
学
部
』
ト
改
ム

「
工
科
大
学
」
ト
ア
ル
ヲ

『
工
学
部
』
ト
改
ム

「
文
科
大
学
」
ト
ア
ル
ヲ

『文
学
部
』
ト
改
ム

「
理
科
大
学
」
ト
ア
ル
ヲ

『理
学
部
』
ト
改
ム

「
学
長
」
ト
ア
ル
ヲ
『
学
部
長
』
ト
改
ム

各
学
部
規
程
中
「
本
学
」
ト
ア
ル
ヲ

『本
学
部
』
ト
改
ム
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五

通
則
一
部
改
正
〔
卒
業
規
定
中
改
正
〕

{
六
]

達
示
第
二
二
号

一
九
一
九
(
大
正
八
)
年
五
月
三
O
日

京
都
帝
国
大
学
通
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
五
号
ノ
次
ニ

『六
、
経

済
学
部
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
経
済
学
士
」
ヲ
追
加
ス

....... ，、

通
則
一
部
改
正

[
八
]

達
示
第
二
号

一
九
一
一
一
(
大
正
一

O
)
年
一
月
二
O
日

京
都
帝
国
大
学
通
則

第

一

章

学

年

第
一
条
学
年
ハ
四
月
一
日
ニ
始
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日
ニ
終
ル



春夏秋神天新

祭

冬

業

紀

節

京
都
帝
国
大
学
紀
念
日

春

季

皇

霊

祭

第

二

章

学

部

第

一

節

学

生

第

一

入

学

授

業

第
三
条
入
学
ハ
学
年
ノ
始
メ
一
回
ト
ス

第
四
条
高
等
学
校
高
等
科
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
志
望
学
科
ノ

属
ス
ル
学
部
ニ
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ニ
依
ル
入
学
志
望
者
ノ
数
学
部
各
学
科
ニ
於
テ
収
容
シ
得
ヘ

キ
人
員
ヲ
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
高
等
学
校
高
等
科
中
ノ
科
目
ニ
就
キ

選
抜
試
験
ヲ
施
行
シ
入
学
者
ヲ
定
ム
但
場
合
ニ
依
リ
其
ノ
卒
業
シ

第

条

QIJ 通第 2章

学
年
中
休
業
日
左
ノ
如
シ

曜

季

休

季

休

季

皇

霊

日

嘗

長

節嘗

季

休一冗

祝

日祭祭業業

、

自

四

月

一

日

〆

F

至

同

十

目

、

、

自

七

月

十

一

日
J

F

至

九

月

十

目

、

(

秋

分

日

)

(

十

月

十

七

日

)

(
十
月
三
十
一
日
)

(
十
一
月
二
十
三
日
)

、
自
十
二
月
二
十
五
日
d

，至

一

月

十

目

、

(

二

月

十

一

日

)

日

月

日

春

分

日

タ
ル
高
等
学
校
高
等
科
ノ
全
科
若
ク
ハ
一
定
科
目
ノ
成
績
ニ
従
ヒ

入
学
ノ
順
位
ヲ
定
メ
選
抜
試
験
ヲ
行
ハ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
五
条
帝
国
大
学
学
部
所
定
ノ
試
験
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
他

ノ
学
科
ヲ
修
メ
ン
ト
欲
シ
更
ニ
同
学
部
若
ク
ハ
他
ノ
学
部
ニ
入
学

ヲ
志
望
ス
ル
ト
キ
ハ
試
験
ヲ
須
ヰ
ス
シ
テ
之
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア

ル
へ
シ

第
六
条

左
ニ
記
載
ス
ル
者
ハ
第
四
条
ノ
入
学
志
望
者
ヲ
収
容
シ
尚

欠
員
ア
ル
場
合
一
一
限
リ
記
載
ノ
順
位
ニ
依
リ
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一
第
五
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
者

二
一
学
部
ヨ
リ
他
学
部
ニ
転
学
ヲ
望
ム
者

三
他
ノ
帝
国
大
学
生
ニ
シ
テ
転
学
ヲ
望
ム
者

四
文
部
大
臣
ニ
於
テ
高
等
学
校
高
等
科
同
等
以
上
ト
認
メ
タ
ル

学
校
ノ
卒
業
者

五
本
学
ニ
於
テ
臨
時
執
行
ス
ル
入
学
試
験
ノ
合
格
者
但
此
試
験

ハ
場
合
ニ
依
リ
高
等
学
校
ニ
委
託
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
七
条
入
学
志
望
者
ハ
二
月
末
日
迄
ニ
願
書
ヲ
差
出
ス
へ
シ
但
設

備
上
差
支
ナ
キ
学
科
-
一
限
リ
工
学
部
ニ
於
テ
ハ
三
月
十
日
、
理
学

部
ニ
於
テ
ハ
四
月
十
日
、
法
・
文
・
経
済
学
部
ニ
於
テ
ハ
四
月
三

十
日
マ
テ
願
書
ヲ
受
理
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

前
項
ノ
願
書
ニ
ハ
学
校
医
若
ク
ハ
官
公
立
病
院
ノ
健
康
証
明
書
ヲ

添
付
ス
ル
ヲ
要
ス
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第
八
条
第
四
条
ニ
依
ル
入
学
志
望
者
ハ
高
等
学
校
ヲ
経
由
シ
テ
願

室田
ヲ
差
出
ス
へ
シ
第
六
条
第
五
号
ニ
依
ル
入
学
志
望
者
ハ
入
学
願

書
ニ
受
験
料
金
拾
円
ヲ
添
へ
出
願
ス
へ
シ

受
理
シ
タ
ル
受
験
料
ハ
之
ヲ
返
付
セ
ス

第
九
条
入
学
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
入
学
料
金
五
円
ヲ
納
ム
へ

シ

入
学
料
ヲ
納
付
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
除
名
ス

第
十
条
入
学
者
ハ
本
学
ニ
於
テ
定
メ
タ
ル
方
式
ニ
依
リ
専
心
勤
学

ノ
宣
筈
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

故
ナ
ク
シ
テ
宣
誓
ヲ
為
サ
サ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
入
学
ノ
許
可
ヲ
取

第 l編

消
ス

第
十
一
条

授
業
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
学
部
ニ
於
テ
之
ヲ
定
ム

第

二

休

学

退

学

除

籍

第
十
二
条
学
生
ニ

シ
テ
疾
病
、
其
他
ノ
事
故
ニ
因
リ
三
箇
月
以
上

修
学
ヲ
中
止
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
学
部
長
ノ
許
可
ヲ
得
テ
休
学
ヲ

為
ス
コ
ト
ヲ
得

休
学
ハ
兵
役
-
一
服
ス
ル
場
合
ヲ
除
キ
一
箇
年
以
上
一
一
一
旦
ル
コ
ト
ヲ

得
ス
但
特
別
ノ
事
情
ア
ル
者
ニ
ハ
学
部
長
ハ
総
長
ノ
認
可
ヲ
得
テ

尚
一
箇
年
以
内
ノ
休
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

休
学
期
間
内
ニ
於
テ
其
ノ
事
故
止
ミ
復
学
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
之

ヲ
届
出
ツ
ヘ
シ

第
十
三
条
学
生
ニ
シ
テ
退
学
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
由
ヲ
申

出
テ
総
長
ノ
許
可
ヲ
受
ク
へ

シ

第
十
四
条
学
生
ニ
シ
テ
疾
病
、
其
他
ノ
事
故
ニ
因
リ
成
業
ノ
見
込

ナ
キ
者
ハ
学
部
長
ノ
申
請
ニ
依
リ
総
長
之
ヲ
除
籍
ス

第

三

試

験

第
十
五
条
試
験
ハ
学
部
規
程
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
之
ヲ
行
フ

第
十
六
条

学
生

ハ
休
学
ノ
為
メ
全
部
又
ハ
一
部
ノ
聴
講
若
ク
ハ

実

習
ヲ
為
サ
サ
ル
科
目
ノ
試
験
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

停
学
処
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
又
ハ
授
業
料
納
付
ノ
義
務
ヲ
怠
リ
督
促

ヲ
受
ク
ル
モ
尚
納
付
セ
サ
ル
者
亦
同
シ

第
十
七
条
学
部
所
定
ノ
試
験
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
卒
業
証
書
又

ハ
学
士
試
験
合
格
証
書
ヲ
授
与
ス

貸
附
ノ
図
書
又
ハ
物
品
ノ
還
納
其
他
ノ
義
務
ヲ
履
行
セ
サ
ル
者
ニ

対
シ
テ
ハ
前
項
証
書
ノ
授
与
ヲ
停
止
ス

第
十
八
条
学
部
所
定
ノ
試
験
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ハ
左
ノ
区
別
ニ
従

ヒ
称
号
ヲ
用
ヰ
ル
コ
ト
ヲ
得

法

学

部

法

学

士

医

学

部

医

学

士

工

学

部

工

学

士

文

学

部

文

学

士

理

学

部

理

学

士

経
済
学
部
経
済
学
士
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第

四

授

業

料

第
十
九
条
授
業
料
ハ
一
学
年
金
五
拾
円
ト
シ
左
ノ
三
回
ニ
分
チ
テ

之
ヲ
納
付
セ
シ
ム

第
一
回

第

回

金

拾

五

円

金

弐

拾

円

一

金

拾

五

円

休
学
中
ハ
授
業
料
ヲ
免
除
ス
但
既
納
ノ
分
ハ
之
ヲ
還
付

四

月

九

月

第
三
回

第
二
十
条

月

セ
ス

第
十
二
条
第
三
項
ニ
該
当
ス
ル
者
ノ
授
業
料
ハ
月
割
金
五
円
ト
シ

之
ヲ
前
納
セ
シ
ム

第
二
十
一
条
授
業
料
納
付
ノ
義
務
ヲ
怠
ル
者
ハ
講
義
実
習
ニ
出
席

シ
及
図
書
ヲ
閲
覧
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
ス
其
ノ
情
状
重
キ
モ
ノ
ハ
之
ヲ

除
名
ス

llU 

第

五

戒

第
二
十
二
条
学
生
ニ
シ
テ
本
学
学
規
ニ
違
背
シ
学
生
ノ
本
分
ヲ
守

ラ
サ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
総
長
ハ
懲
戒
委
員
会
ノ
意
見
ヲ
開
キ
之
ヲ

懲
戒
ニ
附
ス

第
二
十
三
条
懲
戒
委
員
会
ハ
総
長
ノ
命
シ
タ
ル
委
員
若
干
名
ヲ
以

テ
之
ヲ
組
織
ス

第
二
十
四
条
懲
戒
ノ
種
類
左
ノ
如
シ

謎

責

懲

通第 2章

学学

第
二
節
選
科
生

第
二
十
五
条
学
部
所
定
ノ
科
目
ヲ
選
択
シ
テ
之
ヲ
修
メ
ン
ト
ス
ル

者
ア
ル
ト
キ
ハ
選
科
生
ト
シ
テ
入
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

前
項
ノ
志
望
者
ハ
法
学
部
ニ
於
テ
ハ
二
月
末
日
、
工
・
文
・
理
・

経
済
学
部
ニ
於
テ
ハ
三
月
十
日
マ
テ
ニ
入
学
願
書
ヲ
差
出
ス
へ
シ

第
二
十
六
条
選
科
生
ノ
入
学
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
学
部
ニ
於
テ
之
ヲ

放停

{
疋
ム

第
二
十
七
条
選
科
生
ニ
シ
テ
修
了
シ
タ
ル
科
目
ニ
就
キ
其
ノ
試
験

ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
修
業
証
書
ヲ
授
与
ス

第
二
十
八
条
第
三
条
第
七
条
第
二
項
第
九
条
第
十
九
条
乃
至
第
二

十
一
条
ハ
之
ヲ
選
科
生
ニ
適
用
ス

授
業
、
休
学
、
退
学
、
徐
籍
、
試
験
、
懲
戒
ニ
関
ス
ル
規
定
及
第

八
条
ハ
之
ヲ
選
科
生
ニ
準
用
ス

選
科
生
ニ
シ
テ
第
六
条
第
五
号
ノ
入
学
試
験
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ノ

取
扱
ニ
関
シ
テ
ハ
学
部
規
程
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

第
三
節
外
国
学
生

第
二
十
九
条
外
国
人
ニ
シ
テ
第
二
章
ノ
規
定
ニ
依
ラ
ス
シ
テ
入
学

セ
ン
ト
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
明
治
三
十
四
年
文
部
省
令
第
十
五
号

ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
之
ヲ
許
可
ス
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第
三
十
条
外
国
学
生
ニ
シ
テ
学
部
所
定
ノ
試
験
ニ
合
格
シ
タ
ル
者

ニ
ハ
本
人
ノ
志
望
ニ
依
リ
学
カ
ヲ
検
定
シ
高
等
学
校
高
等
科
卒
業

同
等
以
上
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
卒
業
証
書
又
ハ
学
士
試
験
合
格
証

書
ヲ
授
与
ス

第
三
十
一
条

準
用
ス

第 l編

外
国
学
生
ニ
ハ
学
生
又
ハ
選
科
生
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ

第
四
節
委
託
生

第
三
十
二
条
官
庁
公
共
団
体
等
ヨ
リ
一
箇
年
以
上
ヲ
在
学
期
間
ト

シ
修
業
科
目
ヲ
定
メ
委
託
生
ト
シ
テ
入
学
ヲ
願
出
ツ
ル
ト
キ
ハ
之

ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
三
十
三
条
委
託
生
ノ
入
学
資
格
ハ
学
部
ニ
於
テ
之
ヲ
認
定
ス

第
三
十
四
条
委
託
生
ニ
シ
テ
修
了
シ
タ
ル
科
目
ニ
就
キ
試
験
ニ
合

格
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
修
業
証
書
ヲ
授
与
ス

第
三
十
五
条
委
託
生
ニ
シ
テ
学
部
所
定
ノ
試
験
一
一
合
格
シ
タ
ル
者

ニ
ハ
本
人
ノ
志
望
ニ
依
リ
学
カ
ヲ
検
定
シ
高
等
学
校
高
等
科
卒
業

同
等
以
上
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
卒
業
証
書
又
ハ
学
士
試
験
合
格
証

書
ヲ
授
与
ス

第
三
十
六
条
委
託
生
ノ
聴
講
実
習
等
ニ
要
ス
ル
費
用
ハ
委
託
者
ヨ

リ
之
ヲ
本
学
-
一
納
付
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
七
条
第
三
条
第
七
条
第
十
一
条
第
十
三
条
乃
至
第
十
六
条

第
十
七
条
第
二
項
第
十
八
条
第
二
十
二
条
乃
至
第
二
十
四
条
ハ
之

ヲ
委
託
生
ニ
準
用
ス

第

三

章

大

学

第
一
節
大
学
院
学
生

第
三
十
八
条
学
部
所
定
ノ
試
験
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
大
学
院

ニ
入
ラ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
研
究
事
項
ヲ
具
シ
総
長
ニ
願
出
ツ
へ
シ
総

長
ハ
当
該
学
部
教
授
会
ノ
議
ヲ
経
テ
之
ヲ
許
可
ス

第
三
十
九
条
前
条
ノ
規
定
以
外
ノ
者
ニ
シ
テ
大
学
院
ニ
入
学
ヲ
志

望
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
総
長
ハ
当
該
学
部
教
授
会
ノ
議
ヲ
経
、
学

力
ヲ
検
定
シ
テ
之
ヲ
許
可
ス

前
項
ノ
志
望
者
ハ
入
学
検
定
料
金
拾
円
ヲ
納
付
ス
へ
シ

第
四
十
条
大
学
院
学
生
ノ
在
学
期
間
ハ
一
箇
年
以
上
ト
ス

第
四
十
一
条
大
学
院
学
生
ノ
指
導
者
ハ
当
該
学
部
教
授
会
ノ
議
ヲ

経
テ
総
長
之
ヲ
定
ム

第
四
十
二
条
大
学
院
学
生
ハ
本
学
所
在
地
以
外
ニ
居
住
シ
又
ハ
他

ノ
業
務
ニ
従
事
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
在
学
一
箇
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル

後
評
議
会
ニ
於
テ
研
究
上
必
要
ト
認
メ
若
ク
ハ
兵
役
ニ
服
ス
ル
場

合
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス

第
四
十
三
条
大
学
院
学
生
ハ
各
学
部
ニ
於
ケ
ル
教
官
又
ハ
講
師
ノ

{
?
?
]
 

承
認
ヲ
経
テ
其
ノ
講
義
又
ハ
実
験
-
一
出
席
ス
ル
コ
ト
得

第
四
十
四
条
大
学
院
学
生
ハ
毎
学
年
ノ
終
ニ
於
テ
其
ノ
研
究
事
項

ヲ
指
導
者
ニ
報
告
ス
ヘ
シ
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第
四
十
五
条
大
学
院
学
生
ニ
シ
テ
研
究
ノ
実
ナ
シ
ト
認
ム
ヘ
キ
者

ハ
総
長
ハ
評
議
会
ノ
議
ヲ
経
テ
之
ニ
退
学
ヲ
命
ス

第
四
十
六
条
大
学
院
ニ
在
リ
テ
相
当
ノ
研
究
ヲ
為
シ
タ
リ
ト
認
ム

ヘ
キ
者
ニ
ハ
総
長
ハ
証
明
書
ヲ
授
与
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
四
十
七
条
大
学
院
学
生
ノ
研
究
料
ハ
一
箇
年
金
五
拾
円
ト
シ
之

ヲ
前
納
セ
シ
ム

大
学
院
学
生
ニ
シ
テ
兵
役
ニ
服
ス
ル
者
ニ
ハ
研
究
料
ヲ
免
除
ス
但

既
納
ノ
分
ハ
之
ヲ
還
付
セ
ス

第
四
十
八
条
特
ニ
奨
励
ヲ
加
フ
ヘ
キ
事
項
ヲ
研
究
ス
ル
者
ニ
ハ
評

議
会
ノ
議
ヲ
経
テ
前
条
ノ
研
究
料
ヲ
免
除
シ
又
ハ
研
究
ニ
要
ス
ル

相
当
ノ
費
用
ヲ
給
与
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
四
十
九
条
大
学
院
学
生
ニ
シ
テ
研
究
料
納
付
ノ
義
務
ヲ
怠
ル
者

ハ
之
ヲ
除
名
ス

第
五
十
条
第
十
条
第
十
三
条
第
二
十
二
条
乃
至
第
二
十
四
条
ハ
之

ヲ
大
学
院
学
生
ニ
適
用
ス

第
二
節
特
選
給
費
学
生

第
五
十
一
条
大
学
院
ニ
特
選
給
費
学
生
ヲ
置
ク

特
選
給
費
学
生
ハ
大
学
院
学
生
中
学
力
操
行
優
秀
ナ
ル
者
ヨ
リ
之

ヲ
選
抜
シ
研
究
料
ヲ
免
除
シ
且
学
資
ヲ
給
与
ス

第
五
十
二
条
学
部
長
ハ
当
該
学
部
教
授
会
ノ
議
ヲ
経
テ
特
選
給
資

学
生
タ
ル
ヘ
キ
者
ヲ
推
薦
、
ン
総
長
ハ
評
議
会
ノ
議
ヲ
経
テ
之
ヲ
命

通第 2重量

ス
第
五
十
三
条
特
選
給
費
学
生
タ
ル
期
間
ハ
一
箇
年
ト
ス
但
必
要
ア

ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
評
議
会
ノ
議
ヲ
経
テ
更
ニ
之
ヲ
継
続
ス
ル
コ
ト

ヲ
得

第
五
十
四
条
特
選
給
資
学
生
ハ
他
ノ
業
務
ニ
従
事
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
但
総
長
ハ
学
部
長
又
ハ
医
院
長
ノ
申
請
ニ
依
リ
特
選
給
費
学
生

ニ
一
副
手
ヲ
嘱
託
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
五
十
五
条
特
選
給
費
学
生
ニ
シ
テ
兵
役
ニ
服
シ
又
ハ
其
ノ
資
格

ニ
欠
ク
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
当
該
学
部
長
ノ
申
請
ニ
依
リ
総
長
ハ
評

議
会
ノ
議
ヲ
経
テ
之
ヲ
免
ス

第
四
章
奨
学
資
金

第
五
十
六
条
奨
学
ノ
為
メ
ニ
資
金
ヲ
寄
附
シ
大
学
院
及
学
部
学
生

ニ
給
費
又
ハ
貸
費
ヲ
為
シ
若
ク
ハ
卒
業
生
学
士
試
験
合
格
者
及
学

生
ニ
金
員
又
ハ
物
品
ヲ
賞
与
セ
ン
ト
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
承

諾
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
五
十
七
条
寄
附
者
ハ
奨
学
資
金
ニ
一
定
ノ
名
義
ヲ
付
ス
ル
コ
ト

ヲ
得

寄
附
者
ハ
給
費
貸
費
又
ハ
賞
与
ヲ
付
ス
ヘ
キ
学
科
ヲ
指
定
ス
ル
コ

ト
ヲ
得

第
五
十
八
条
寄
附
者
ニ
於
テ
前
条
第
二
項
ノ
指
定
ヲ
為
サ
サ
ル
ト

キ
ハ
給
費
及
賞
与
ハ
本
学
ニ
於
テ
特
-
一
奨
励
ヲ
必
要
ト
ス
ル
学
科
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ヲ
修
ム
ル
者
一
一
之
ヲ
与
へ
貸
費
ハ
本
学
ニ
於
テ
指
定
ス
ル
学
科
ヲ

修
ム
ル
者
若
ク
ハ
学
資
支
弁
ノ
途
ヲ
失
ヒ
タ
ル
者
ニ
之
ヲ
貸
付
ス

第
五
十
九
条
給
費
貸
費
及
賞
与
ヲ
付
ス
ヘ
キ
学
科
、
之
ヲ
受
ク
へ

キ
者
並
ニ
其
額
ハ
評
議
会
ノ
議
ヲ
経
テ
総
長
之
ヲ
定
ム

第
六
十
条
休
学
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
其
ノ
休
学
期
間
給
費
又
ハ
貸

費
ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

停
学
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
ハ
以
後
給
費
又
ハ
貸
費
ヲ
支
給
セ
ス

第
六
十
一
条
貸
費
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
卒
業
又
ハ
学
士
試
験
合
格
後

一
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
時
ヨ
リ
起
算
シ
其
ノ
貸
費
ヲ
受
ケ
タ
ル
年
月

ニ
二
倍
ス
ル
期
間
ニ
月
賦
ヲ
以
テ
之
ヲ
返
納
ス
へ
シ
但
自
己
ノ
都

合
ニ
依
リ
一
時
二
全
部
ヲ
返
納
シ
又
ハ
月
賦
額
以
上
ノ
割
合
ヲ
以

テ
返
納
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ケ
ス

貸
費
返
納
期
間
内
ニ
於
テ
兵
役
ニ
服
シ
又
ハ
海
外
ニ
留
学
ス
ル
者

ニ
ハ
其
ノ
事
故
終
了
ノ
日
マ
テ
貸
費
ノ
返
納
ヲ
猶
予
ス
ル
コ
ト
ア

ル
ヘ
シ

第 1編

貸
費
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
死
亡
シ
又
ハ
不
治
ノ
疾
病
ニ
擢
リ
タ
ル
ト
キ

ハ
総
長
ハ
貸
費
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ノ
返
納
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ア
ル

ヘ
シ

第
六
十
二
条
貸
費
ヲ
受
ク
ル
者
ニ
シ
テ
放
学
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
ト

キ
ハ
即
時
其
ノ
全
額
ヲ
返
納
セ
シ
ム

願
ニ
依
リ
退
学
シ
タ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
前
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
六
十
三
条
貸
費
ニ
ハ
利
子
ヲ
付
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

附

則

本
通
則
ハ
即
時
之
ヲ
施
行
ス

経
過
規
程

高
等
学
校
大
学
予
科
卒
業
ノ
者
ハ
通
則
ニ
規
定
セ
ル
高
等
学
校
高
等

科
卒
業
ノ
者
ト
同
等
ノ
取
扱
ヲ
ナ
ス

94 

〔
注
〕
改
正
が
多
岐
に
わ
た
る
た
め
全
文
を
収
録
。

七

通
則
一
部
改
正
〔
学
年
休
業
、
入
学
授
業
、
授
業
料
、
選
科

生

、

大

学

院

規

定

中

改

正

〕

[

一

三

]

達
示
第
五
号

一
九
二
二
(
大
正
一
二
年
二
月
一
五
日

第
二
条
中
春
季
休
業
ノ
次
ニ
「
京
都
帝
国
大
学
記
念
日
(
六
月
十
八

日
こ
挿
入

紀
元
節
ノ
次
「
京
都
帝
国
大
学
記
念
日
(
三
月
一
日
こ
削
除

第
四
条
ヲ
左
ノ
如
ク
改
正
ス

高
等
学
校
及
学
習
院
ノ
高
等
科
文
科
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
法
・
文
・

経
済
学
部
ニ
理
科
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
医
・
工
・
理
学
部
ニ
入
学

ス
ル
コ
ト
ヲ
得



則

前
項
ニ
依
ル
入
学
志
望
者
ノ
人
員
学
部
各
学
科
ニ
於
テ
収
容
シ
得

ヘ
キ
数
ヲ
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
高
等
学
校
高
等
科
中
ノ
科
目
ニ
就
キ

選
抜
試
験
ヲ
施
行
シ
入
学
者
ヲ
定
ム

第
一
項
ノ
志
望
者
ヲ
収
容
シ
尚
欠
員
ア
ル
ト
キ
ハ
高
等
学
校
及
学

習
院
高
等
科
文
科
卒
業
者
ハ
医
・
工
・
理
学
部
ニ
理
科
卒
業
者
ハ

法
・
文
・
経
済
学
部
ニ
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
第

二
項
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
五
条
削
除

第
六
条
ヲ
第
五
条
ト
シ
左
ノ
如
ク
改
正
ス

第
五
条
左
ニ
記
載
ス
ル
者
ハ
第
四
条
ノ
入
学
志
望
者
ヲ
収
容
シ

尚
欠
員
ア
ル
場
合
ニ
限
リ
記
載
ノ
順
位
ニ
依
リ
入
学
セ
シ
ム
ル
コ

ト
ア
ル
へ
シ

一
帝
国
大
学
学
部
所
定
ノ
試
験
ニ
合
格
シ
タ
ル
学
士

二
一
学
部
ヨ
リ
他
学
部
ニ
転
学
ヲ
望
ム
者

三
他
ノ
帝
国
大
学
生
ニ
シ
テ
転
学
ヲ
望
ム
者

四
本
学
ニ
於
テ
臨
時
執
行
ス
ル
入
学
試
験
ノ
合
格
者
但
此
試
験

ハ
場
合
ニ
依
リ
高
等
学
校
ニ
依
託
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
七
条
以
下
順
次
繰
上
ク
従
テ
第
二
十
七
条
第
三
十
六
条
及
第
四
十

九
条
ニ
於
ケ
ル
適
用
若
ク
ハ
準
用
ノ
条
中
第
七
条
以
下
ハ
順
次
繰
上

通第 2章

ク第
六
条
第
一
項
ヲ
左
ノ
如
ク
改
正
ス

入
学
志
望
者
ハ
二
月
十
五
日
(
第
五
条
第
四
号
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
ハ

一
月
二
十
日
)
迄
ニ
願
書
ヲ
差
出
ス
へ
シ
但
欠
員
ア
ル
学
科
ニ
限
り

三
月
末
日
迄
願
書
ヲ
受
理
ス

第
七
条
中
「
高
等
学
校
」
ト
ア
ル
ヲ
「
其
出
身
学
校
」
ニ
「
第
六
条

第
五
号
」
ト
ア
ル
ヲ
「
第
五
条
第
四
号
」
ニ
改
ム

第
八
条
中
「
入
学
料
金
五
円
」
ト
ア
ル
ヲ
「
入
学
料
金
拾
円
」
ト
改

ム
第
十
八
条
ヲ
左
ノ
如
ク
改
正
ス

授
業
料
ハ
一
学
年
金
七
拾
五
円
ト
シ
左
ノ
三
回
ニ
分
チ
テ
之
ヲ
納

付
セ
シ
ム

金
弐
拾
五
円

金
弐
拾
五
円

一
月
金
弐
拾
五
円

第
十
九
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
」
ト
ア
ル
ヲ
「
第
十
一
条
」
ニ
改

メ
「
金
五
円
」
ト
ア
ル
ヲ
「
金
七
円
五
拾
銭
」
ニ
改
ム

第
二
十
四
条
第
二
項
ヲ
左
ノ
知
ク
改
正
ス

前
項
ノ
志
望
者
ハ
二
月
十
五
日
迄
ニ
入
学
願
書
ヲ
差
出
ス
へ
シ

第
二
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
条
第
五
号
」
ト
ア
ル
ヲ
「
第
五
条
第

四
号
」
ニ
改
ム

第
三
十
八
条
二
項
中
「
金
拾
円
」
ト
ア
ル
ヲ
「
金
弐
拾
円
」
ニ
改
ム

授
業
料
入
学
料
ノ
改
正
ニ
伴
フ
経
過
規
程

第
一
回

第
二
回

四
月

九
月

第

四
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法令・規制

第
十
八
条
、
第
十
九
条
、
第
四
十
六
条
ノ
改
正
規
定
ハ
大
正
十
一
年

度
入
学
者
ヨ
リ
之
ヲ
適
用
ス
但
大
正
十
年
度
以
前
ニ
入
学
シ
タ
ル
法
・

工
・
文
・
理
・
経
済
学
部
学
生
生
徒
ハ
大
正
十
三
年
三
月
迄
医
学
部

学
生
ハ
大
正
十
四
年
三
月
迄
ハ
従
前
ノ
額
二
拠
ル

第
八
条
ノ
改
正
規
定
ハ
大
正
十
二
年
年
度
入
学
者
ヨ
リ
之
ヲ
適
用
ス

第 l編

i¥ 

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
授
業
、
試
験
規
定
中
改
正
〕
士
五
]

達
一
不
第
三
号

一
九
二
四
(
大
正
一
三
)
年
二
月
一
二
日

第
四
条
中
「
医
・
工
・
理
」
ヲ
「
医
・
工
・
理
・
農
」
ニ
改
ム
ル
コ

ト第
十
七
条
中
へ
左
ノ
如
ク
加
フ
ル
コ
ト

農

学

部

農

学

士

七九

通
則
一
部
改
正
〔
選
科
生
規
定
中
改
正
〕

[一一一一]

達
示
第
一

O
号

一
九
二
四
(
大
正
一
三
)
年
一
一
月
二
二
日

本
学
通
則
第
二
十
四
粂
第
二
項
ニ
左
ノ
但
書
ヲ
加
フ

〔
中
略
〕

第
二
十
四
条
第
二
項

但
学
部
ノ
都
合
ニ
依
リ
三
月
末
日
マ
テ
願
書
ヲ
受
理
ス
ル
コ
ト
ア

ル
へ
シ

96 

四

O 

通
則
一
部
改
正
〔
授
業
料
規
定
中
改
正
〕

[一一-一]

達
示
第
一
一
一
号

一
九
二
五
(
大
正
一
四
)
年
三
月
三
O
日

第
十
八
条
中
「
授
業
料
ハ
一
学
年
金
七
拾
五
円
」
ヲ

『授
業
料
ハ
一

学
年
金
百
円
』
ニ
「
第
一
回
四
月
金
弐
拾
五
円
」
ヲ
『
第
一

回
四
月
金
参
拾
円
』
ニ
「
第
二
回
九
月
金
弐
拾
五
円
」

ヲ

『第
二
回
九
月
金
四
拾
円
』
ニ
「
第
三
回
一
月
金
弐

拾
五
円
」
ヲ

『第
三
国
一
月
金
三
拾
円
』
ニ
改
ム

第
十
九
条
第
二
項
中
「
月
割
金
七
円
五
拾
銭
」
ヲ

『月
割
金
拾
円
』

ニ
改
ム

右
改
正
ニ
伴
フ
経
過
規
程

第
十
八
条
第
十
九
条
ノ
改
正
規
定
ハ
大
正
十
四
年
度
入
学
者
ヨ
リ

之
ヲ
適
用
ス
但
大
正
十
三
年
以
前
ニ
入
学
シ
タ
ル
法
・
工
・
文
・

理
・
経
済
・
農
学
部
学
生
々
徒
ハ
大
正
十
六
年
三
月
迄
医
学
部
学

生
ハ
大
正
十
七
年
三
月
迄
ハ
従
前
ノ
額
二
拠
ル



四

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
学
生
規
定
中
改
正
〕
{
一
三
]

達
示
第
二
三
号

一
九
二
五
(
大
正
一
四
)
年
四
月
六
日

第
四
十
六
条
中
「
研
究
料
ハ
一
箇
年
金
五
拾
円
」
ヲ
『
研
究
料
ハ
一

箇
年
金
七
拾
五
円
』
ニ
改
ム

右
改
正
ニ
伴
フ
経
過
規
程

第
四
十
六
条
ノ
改
正
規
程
ハ
大
正
十
四
年
四
月
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

但
シ
大
正
十
四
年
三
月
現
在
ノ
学
生
ニ
就
テ
ハ
大
正
十
五
年
三
月

迄
ハ
従
前
ノ
額
ニ
拠
ル

四

通
則
一
部
改
正
〔
学
年
、
入
学
授
業
、
選
科
生
規
定
中
改
正
〕

[一一一一]

達
示
第
三
三
号

一
九
二
五
(
大
正
一
四
)
年
一
二
月
二
八
日

員リ

第
二
条
中

冬
季
休
業
(
到
十
一
一
一
間
廿
世
間
)
ト
ア
ル
ヲ
(
封
十
一
一
一
間
廿
一
世
間
)
ト
改
ム

第
五
粂
中

第
五
号
ヲ
削
除
ス

第
二
十
六
条
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム

第
三
条
第
六
条
二
項
第
八
条
第
十
八
条
乃
至
第
二
十
条
ハ
之
ヲ
選

通第 2章

科
生
ニ
適
用
ス

授
業
、
休
学
、
退
学
、
除
籍
、
試
験
、
懲
戒
ニ
関
ス
ル
規
定
及
第

七
条
ハ
之
ヲ
選
科
生
ニ
準
用
ス
但
試
験
ニ
関
シ
テ
ハ
学
部
ニ
於
テ

別
段
ノ
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

選
科
生
ニ
シ
テ
第
五
条
第
四
号
ノ
入
学
試
験
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ノ

取
扱
ニ
関
シ
テ
ハ
学
部
規
程
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

第
二
十
七
条
ヲ
左
ノ
知
ク
改
ム

選
科
生
ニ
シ
テ
修
了
シ
タ
ル
科
目
ニ
ツ
キ
其
試
験
ニ
合
格
シ
タ
ル

者
ニ
ハ
修
業
証
書
ヲ
授
与
ス

四

通
則
一
部
改
正
〔
学
年
規
定
中
改
正
〕

[一一一一)

達
示
第
八
号

一
九
二
七
(
昭
和
二
)
年
四
月
六
日

第

条
日

躍
学
年
中
休
業
日
左
ノ
如
シ

日

春

業節

京
都
帝
国
大
学
記
念
日

夏

季

休

業

秋

季

皇

霊

祭

季

休

天

長

、
自
四
月

一
日〆

F

至

同

十

目

、

四
月
二
十
九
日

六
月
十
八
日

『
自
七
月
十
一
日
J

F

至
九
月
十
目
、

秋

分

日
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千申

嘗

法令・規則

明
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冬大新

嘗

正

元天

休
皇

第 l編

季

春 紀

霊

皇

季

祭節業祭祭節祭

十
月
十
七
日

十
一
月
一
一
一
日

十
一
月
廿
三
日

十
二
月
廿
五
目

、
自
十
二
月
廿
五
日
J

，
至
一
月
七
日
、

一
一
月
十
一
日

春

分

日

四
四

通
則
一
部
改
正
〔
授
業
料
規
定
中
改
正
〕

[一一一一]

達
示
第
三
号

一
九
二
九
(
昭
和
四
)
年
三
月
二
二
日

第
十
八
条
ヲ
左
ノ
通
リ
改
正
ス

第
十
八
条
授
業
料
ハ
一
学
年
金
百
弐
拾
円
ト
シ
左
ノ
三
回
二
分

チ
テ
之
ヲ
納
付
セ
シ
ム金

四
拾
円

金
四
拾
円

第

三

回

一

月

金

四

拾

円

第
十
九
条
第
二
項
中
金
拾
円
ト
ア
ル
ヲ
金
拾
弐
円
ニ
改
ム

授
業
料
ノ
改
正
ニ
伴
フ
経
過
規
程

第
十
八
条
第
十
九
条
ノ
改
正
規
定
ハ
昭
和
四
年
度
入
学
者
ヨ
リ
之

第

四

四
月

第

回

九
月

ヲ
適
用
ス
但
昭
和
三
年
度
以
前
ニ
入
学
シ
タ
ル
法
・
工
・
文
・
理
・

経
済
・
農
学
部
学
生
生
徒
ハ
昭
和
六
年
三
月
迄
、
医
学
部
学
生
ハ

昭
和
七
年
三
月
迄
ハ
従
前
ノ
額
二
拠
ル

98 

四
五

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
学
生
規
定
中
改
正
〕

[一一一一]

達
示
第
六
号

一
九
二
九
(
昭
和
四
)
年
四
月
一
日

第
四
十
六
条
中
金
七
拾
五
円
ト
ア
ル
ヲ
金
百
円
ニ
改
ム

研
究
料
ノ
改
正
ニ
伴
フ
経
過
規
程
ヲ
左
ノ
通
リ
改
ム

研
究
料
ノ
改
正
ニ
伴
フ
経
過
規
程

第
四
十
六
条
ノ
改
正
規
定
ハ
昭
和
四
年
四
月
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
但
昭

和
四
年
三
月
現
在
ノ
学
生
ニ
就
テ
ハ
昭
和
五
年
三
月
迄
ハ
従
前
ノ
額

二
拠
ル

四
六

通

則

[
六
]

達
一
不
第
六
号

一
九
三
八
(
昭
和
一
三
)
年
三
月
二
六
日

京
都
帝
国
大
学
通
則

第

一

章

学

年



則

第
一
条
学
年
ハ
四
月
一
日
ニ
始
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日
ニ
終
ル

第
二
条
学
年
中
休
業
日
左
ノ
知
シ

祭
日
及
祝
日
(
昭
和
二
年
勅
令
第
二
十
五
号
)

日

曜

日

春
季
休
業
(
自
四
月
一
日
至
同
十
日
)

京
都
帝
国
大
学
記
念
日
(
六
月
十
八
日
)

夏
季
休
業
(
自
七
月
十
一
日
至
九
月
十
日
)

冬
季
休
業
(
自
十
二
月
二
十
五
日
至
一
月
七
日
)

第

二

章

学

部

第

一

節

学

生

第

一

入

学

第

三

条

入

学

ハ
学
年
ノ
始
メ
一
回
ト
ス

第
四
条
高
等
学
校
及
学
習
院
ノ
高
等
科
文
科
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ

法
、
文
、
経
済
学
部
ニ
理
科
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
医
、
工
、
理
、

農
学
部
ニ
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
学
部
規
程
ヲ
以
テ
特
-
一
定
ム

ル
学
科
-
一
限
リ
此
ノ
区
別
ニ
依
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ニ
依
ル
入
学
志
望
者
ノ
数
学
部
各
学
科
ニ
於
テ
収
容
シ
得
ヘ

キ
人
員
ヲ
超
過
ス
ル
ト
キ
ハ
選
抜
試
験
ヲ
施
行
シ
入
学
者
ヲ
定
ム

第
一
項
ノ
志
望
者
ヲ
収
容
シ
尚
欠
員
ア
ル
ト
キ
ハ
高
等
学
校
及
学

習
院
ノ
高
等
科
文
科
卒
業
者
ハ

医
、
工
程
、
農
学
部
ニ
理
科
卒

業
者
ハ
法
、
文
、
経
済
学
部
ニ
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
ニ

通第 2章

於
テ
志
望
者
ノ
数
学
部
各
学
科
ニ
於
テ
収
容
シ
得
ヘ
キ
人
員
ヲ
超

過
ス
ル
ト
キ
ハ
第
二
項
ヲ
準
用
ス

第
五
条
左
ニ
記
載
ス
ル
者
ハ
第
四
条
ノ
入
学
志
望
者
ヲ
収
容
シ
尚

欠
員
ア
ル
場
合
ニ
限
り
記
載
ノ
順
位
ニ
依
リ
入
学
セ
シ
ム
ル
コ
ト

ア
ル
へ
シ帝

国
大
学
学
部
所
定
ノ
試
験
ニ
合
格
シ
タ
ル
学
士

一
学
部
ヨ
リ
他
学
部
ニ
転
学
ヲ
望
ム
者

他
ノ
帝
国
大
学
ノ
学
生
ニ
シ
テ
転
学
ヲ
望
ム
者

本
学
学
部
ニ
於
テ
臨
時
施
行
ス
ル
検
定
試
験
ノ
合
格
者
但

シ
此
ノ
試
験
ハ
場
合
ニ
依
リ
高
等
学
校
ニ
委
託
ス
ル
コ
ト

ア
ル
へ
シ

第
六
条
前
二
条
ニ
依
リ
入
学
志
望
者
ヲ
収
容
シ
尚
欠
員
ア
ル
ト
キ

ハ
更
ニ
高
等
学
校
及
学
習
院
ノ
高
等
科
卒
業
者
並
ニ
第
五
条
ニ
記

載
ス
ル
者
ニ
就
キ
入
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ
此
ノ
場
合
ニ

於
テ
入
学
志
望
者
ノ
総
数
収
容
シ
得
ヘ
キ
人
員
ヲ
超
過
ス
ル
ト
キ

ハ
第
四
条
第
二
項
ヲ
準
用
ス

第
七
条
入
学
志
望
者
又
ハ
入
学
許
可
ア
リ
タ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
学

部
規
程
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
身
体
検
査
ヲ
行
フ

第
八
条
入
学
志
望
者
ハ
二
月
十
五
日
迄
ニ
願
書
ヲ
差
出
ス
へ
シ
但

シ
第
五
条
第
四
号
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ

ハ
十
二
月
二
十
日
迄
ト
ス

第
六
条
ニ
依
ル
入
学
志
望
者
ハ
三
月
末
日
迄
ニ
願
書
ヲ
差
出
ス
へ

四
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前
二
項
ノ
願
書
ニ
ハ
学
校
医
若
ハ
官
公
立
医
院
ノ
健
康
証
明
書
ヲ

添
付
ス
ル
ヲ
要
ス

第
九
条
第
四
条
ノ
入
学
志
望
者
ハ
其
ノ
出
身
学
校
ヲ
経
由
シ
テ
願

書
ヲ
差
出
ス
へ
シ

第
五
条
又
ハ
第
六
条
ニ
依
ル
入
学
志
望
者
ニ
シ
テ
検
定
試
験
ヲ
要

ス
ル
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
入
学
願
書
ニ
受
験
料
金
拾
円
ヲ
添
へ
差
出

ス
へ
シ

第 1編

受
理
シ
タ
ル
受
験
料
ハ
之
ヲ
還
付
セ
ス

第
十
条
入
学
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
入
学
料
金
拾
円
ヲ
納
ム
へ
シ

入
学
料
ヲ
納
付
セ
サ
ル
者
ハ
之
ヲ
除
名
ス

第
十
一
条
入
学
者
ハ
本
学
ニ
於
テ
定
メ
タ
ル
方
式
ニ
依
リ
宣
誓
ヲ

為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
故
ナ
ク
宣
誓
ヲ
為
サ
サ
ル
者
ハ
之
ヲ
除
名
ス

第
十
二
条
学
士
試
験
ニ
合
格
セ
ス
シ
テ
学
籍
ヲ
脱
シ
タ
ル
者
再
入

学
ヲ
願
出
ツ
ル
ト
キ
ハ
評
議
会
ノ
議
ヲ
経
之
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア

ル
へ
シ
但
シ
在
学
期
間
ノ
満
了
ニ
依
リ
学
籍
ヲ
脱
シ
タ
ル
者
ハ
此

ノ
限
ニ
在
ラ
ス

第
十
条
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第

二

授

業

授
業
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
学
部
ニ
於
テ
之
ヲ
定
ム

学
生
ハ
他
ノ
学
部
ノ
科
目
ヲ
聴
講
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ

第
十
三
条

第
十
四
条

此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
所
属
学
部
長
ヲ
経
テ
当
該
学
部
長
ノ
許
可
ヲ

受
ク
へ
シ

100 

第

休

学

退

学

除

籍

第
十
五
条
学
生
ニ
シ
テ
疾
病
其
ノ
他
ノ
事
故
ニ
図
リ
三
月
以
上
修

学
ヲ
中
止
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
学
部
長
ノ
許
可
ヲ
得
テ
休
学
ス
ル
コ

ト
ヲ
得

休
学
ハ
兵
役
-
一
服
ス
ル
場
合
ヲ
除
キ
一
年
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

但
シ
特
別
ノ
事
情
ア
ル
者
ニ
ハ
学
部
長
ハ
総
長
ノ
認
可
ヲ
得
テ
尚

一
年
以
内
ノ
休
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

休
学
期
間
内
ニ
於
テ
其
ノ
事
故
止
ミ
復
学
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
之

ヲ
届
出
ツ
へ
シ

休
学
シ
タ
ル
期
間
ハ
之
ヲ
在
学
年
ニ
算
入
セ
ス

第
十
六
条
学
生
ニ
シ
テ
退
学
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
其
ノ
事
由
ヲ
申
出

テ
総
長
ノ
許
可
ヲ
受
ク
へ
シ

第
十
七
条
学
生
ニ
シ
テ
疾
病
英
ノ
他
ノ
事
故
ニ
因
リ
成
業
ノ
見
込

ナ
キ
者
ハ
学
部
長
ノ
申
請
ニ
依
リ
総
長
之
ヲ
除
籍
ス

第

四

試

験

第
十
八
条
試
験
ハ
学
部
規
程
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
之
ヲ
行
フ

第
十
九
条
学
部
所
定
ノ
期
間
在
学
シ
試
験
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ニ
ハ

学
士
試
験
合
格
証
書
ヲ
授
与
ス

第
二
十
条
前
条
ノ
合
格
者
ハ
左
ノ
区
別
ニ
従
ヒ
称
号
ヲ
用
ヰ
ル
コ



ト
ヲ
得

一

法

学

部

法

学

士

二

医

学

部

医

学

士

三

工

学

部

工

学

士

四

文

学

部

文

学

士

五

理

学

部

理

学

士

六

経

済

学

部

経

済

学

士

七

農

学

部

農

学

士

第

五

授

業

料

第
二
十
一
条
授
業
料
ハ
一
学
年
金
百
弐
拾
円
ト
シ
左
ノ
三
回
ニ
分

チ
之
ヲ
納
付
セ
シ
ム
但
シ
別
ニ
定
ム
ル
規
程
ニ
依
リ
毎
回
分
ノ
分

納
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第

一

回

四

第

四

金
四
拾
円

金
四
拾
円

一

月

金

四

拾

円

休
学
中
ハ
授
業
料
ヲ
免
除
ス
但
シ
既
納
ノ
分
ハ
之
ヲ

月

九

月

lIU 

第
三
回

第
二
十
二
条

還
付
セ
ス

通

第
十
五
条
第
三
項
ニ
該
当
ス
ル
者
ノ
授
業
料
ハ
月
割
金
拾
弐
円
ト

シ
之
ヲ
前
納
セ
シ
ム

第
二
十
三
条
授
業
料
納
付
ノ
義
務
ヲ
怠
ル
者
ハ
講
義
実
習
ニ
出
席

シ
又
ハ
図
書
ヲ
閲
覧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
其
ノ
情
状
重
キ
者
ハ
之
ヲ

第 2章

除
名
ス

第
二
十
四
条
停
学
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
期
間
中
ト
錐
モ
授

業
料
ヲ
納
付
ス
へ
シ

第

六

学

生

票

第
二
十
五
条
学
生
ハ
別
ニ
{
疋
ム
ル
所
ノ
学
生
票
ノ
交
付
ヲ
受
ケ
常

ニ
之
ヲ
携
帯
ス
へ
シ

第

七

懲

戒

第
二
十
六
条
学
生
ニ
シ
テ
本
学
学
規
ニ
違
背
シ
学
生
ノ
本
分
ヲ
守

ラ
サ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
総
長
之
ヲ
懲
戒
ス

第
二
十
七
条
懲
戒
ノ
種
類
左
ノ
如
シ

一

謎

責
停

学

学

停
学
三
月
以
上
ニ

亘
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
期
間
ハ
在
学
年

放

第
二
十
八
条

ニ
算
入
セ
ス

第

二

節

選

科

生

第
二
十
九
条
学
部
所
定
ノ
科
目
ヲ
選
択
シ
テ
之
ヲ
修
メ
ン
ト
ス
ル

者
ア
ル
ト
キ
ハ
選
科
生
ト
シ
テ
入
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
三
十
条
前
条
ノ
志
望
者
ハ
入
学
願
書
ニ
検
定
料
金
拾
円
ヲ
添
へ

二
月
十
五
日
迄
ニ
差
出
ス
へ
シ
但
シ
学
部
ノ
都
合
ニ
依
リ
三
月
末

日
迄
之
ヲ
受
理
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ
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受
理
シ
タ
ル
検
定
料
ハ
之
ヲ
還
付
セ
ス

第
三
十
一
条
選
科
生
ノ
入
学
ニ
関
ス
ル
規
程
ハ
学
部
ニ
於
テ
之
ヲ

{
疋
ム

第 1編

第
三
十
二
条
第
三
条
、
第
八
条
第
三
項
、
第
十
条
、
第
十
八
条
、

第
二
十
一
条
乃
至
第
二
十
五
条
並
ニ
授
業
、
休
学、

退
学
、
除
籍
、

懲
戒
ニ
関
ス
ル
前
節
ノ
規
定
ハ
之
ヲ
選
科
生
ニ
準
用
ス

選
科
生
ニ
シ
テ
第
五
条
第
四
号
ノ
検
定
試
験
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ノ

取
扱
ニ
関
シ
テ
ハ
学
部
ニ
於
テ
別
段
ノ
規
定
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
三
条
選
科
生
ニ
シ
テ
修
了
シ
タ
ル
科
目
ニ
就
キ
其
ノ
試
験

ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
修
業
証
書
ヲ
授
与
ス

第

三

節

外

国

学

生

第
三
十
四
条
外
国
人
ニ
シ
テ
本
章
第
一
節
ノ
規
定
ニ
依
ラ
ス
シ
テ

入
学
セ
ン
ト
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
明
治
三
十
四
年
文
部
省
令
第
十

五
号
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
外
国
学
生
ト
シ
テ
入
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ

ト
ア
ル
へ
シ

第
三
十
五
条
外
国
学
生
ニ
シ
テ
学
部
所
定
ノ
試
験
ニ
合
格
シ
且
本

人
ノ
志
望
ニ
依
リ
学
力
ノ
検
定
ヲ
受
ケ
高
等
学
校
高
等
科
卒
業
ト

同
等
以
上
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
ハ
学
士
試
験
合
格
証
書
ヲ
授
与

ス第
二
十
条
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
三
十
六
条
外
国
学
生
ニ

ハ
学
生
又
ハ
選
科
生
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ

第

四

節

委

託

生

第
三
十
七
条
官
庁
又
ハ
公
共
団
体
等
ヨ
リ
一
年
以
上
ヲ
在
学
期
間

ト
シ
修
業
科
目
ヲ
定
メ
入
学
ヲ
願
出
ツ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
許
可
ス
ル

コ
ト
ア
ル
へ

シ

第
三
十
八
条
委
託
生
ノ
入
学
資
格
ハ
学
部
ニ
於
テ
之
ヲ
認
定
ス

第
三
十
九
条
委
託
生
ニ
シ
テ
修
了
シ
タ
ル
科
目
ニ
就
キ
試
験
ニ
合

格
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
修
業
証
書
ヲ
授
与
ス

第
四
十
条
委
託
生
ニ
シ
テ
学
部
所
定
ノ
試
験
ニ
合
格
シ
且
本
人
ノ

志
望
ニ
依
リ
学
力
ノ
検
定
ヲ
受
ケ
高
等
学
校
高
等
科
卒
業
ト
同
等

以
上
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
ハ
学
士
試
験
合
格
証
書
ヲ
授
与
ス

第
二
十
条
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
四
十
一
条
委
託
生
ノ
聴
講
料
実
習
費
及
実
験
費
ハ
委
託
者
之
ヲ

本
学
ニ
納
付
ス
へ
シ

第
四
十
二
条
第
三
条
、
第
八
条
、
第
十
六
条
乃
至
第
十
八
条
、
第

二
十
五
粂
乃
至
第
二
十
七
条
ハ
之
ヲ
委
託
生
ニ
準
用
ス

第
五
節
聴
講
生
、
専
修
科
生

第
四
十
三
条
聴
講
生
、
専
修
科
生
及
本
章
第
二
節
乃
至
第
四
節
ニ

規
定
ス
ル
モ
ノ
以
外
ノ
生
徒
ニ
就
キ
テ
ハ
学
部
規
程
ノ
定
ム
ル
所

ニ
依
ル信

竺
ニ
串
早

準
用
ス

大
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第
一
節
大
学
院
学
生

第
四
十
四
条
学
部
所
定
ノ
試
験
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
大
学
院

ニ
入
ラ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
研
究
事
項
ヲ
具
シ
総
長
ニ
願
出
ツ
へ
シ
総

長
ハ
当
該
学
部
教
授
会
ノ
議
ヲ
経
テ
之
ヲ
許
可
ス

第
四
十
五
条
前
条
ノ
規
定
以
外
ノ
者
ニ
シ
テ
大
学
院
ニ
入
学
ヲ
志

望
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
総
長
ハ
当
該
学
部
教
授
会
ノ
議
ヲ
経
、

学
力
ヲ
検
定
シ
テ
之
ヲ
許
可
ス

前
項
ノ
志
望
者
ハ
検
定
料
金
弐
拾
円
ヲ
納
付
ス
へ
シ

第
四
十
六
条
大
学
院
学
生
ノ
在
学
期
間
ハ
一
年
以
上
ト
ス

第
四
十
七
条
大
学
院
学
生
ノ
指
導
者
ハ
当
該
学
部
教
授
会
ノ
議
ヲ

経
テ
総
長
之
ヲ
定
ム

第
四
十
八
条
大
学
院
学
生
ハ
本
学
所
在
地
以
外
ニ
居
住
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
ス
但
シ
兵
役
ニ
服
ス
ル
場
合
若
ハ
当
該
学
部
教
授
会
ニ
於
テ

巳
ム
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
娘
二
在
ラ
ス

第
四
十
九
条
大
学
院
学
生
ハ
他
ノ
業
務
ニ
従
事
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

但
シ
在
学
一
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
後
評
議
会
ニ
於
テ
研
究
上
必
要
ア

リ
ト
認
メ
タ
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

第
五
十
条
大
学
院
学
生
ハ
各
学
部
ニ
於
ケ
ル
教
官
又
ハ
講
師
ノ
承

認
ヲ
経
テ
講
義
又
ハ
其
ノ
実
験
ニ
出
席
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
十
一
条
大
学
院
学
生
ハ
毎
学
年
其
ノ
研
究
ノ
状
況
ヲ
指
導
者

ニ
報
告
ス
へ
シ

通第 2章

第
五
十
二
条
大
学
院
学
生
ニ
シ
テ
研
究
ノ
実
ナ
シ
ト
認
ム
ヘ
キ
者

ハ
評
議
会
ノ
議
ヲ
経
テ
総
長
之
ヲ
除
籍
ス

第
五
十
三
条
大
学
院
学
生
ノ
研
究
料
ハ
一
年
金
百
円
ト
シ
左
ノ
三

期
二
分
チ
前
納
セ
シ
ム
但
シ
期
間
ノ
中
途
入
学
シ
タ
ル
場
合
ニ
於

テ
モ
其
ノ
期
ノ
研
究
料
ヲ
納
付
ス
へ
シ

第
一
期

第
二
期

第

期

至自

八四

金
参
拾
五
円

月月

自

九

月

至

十

二

月

金
参
拾
五
円

至自

月月

金

参

拾

円

第
五
十
四
条
大
学
院
学
生
ニ
シ
テ
兵
役
ニ
服
ス
ル
者
ニ
ハ
服
務
中

其
ノ
研
究
料
ヲ
免
除
ス
但
シ
既
納
ノ
分
ハ
之
ヲ
還
付
セ
ス

研
究
料
納
付
期
間
ノ
中
途
ニ
於
テ
兵
役
服
務
終
了
シ
タ
ル
ト
キ
ハ

其
ノ
期
ノ
研
究
料
ハ
月
割
金
拾
円
ト
シ
テ
前
納
セ
シ
ム
但
シ
其
ノ

期
ノ
全
額
ヲ
超
ユ
ル
ト
キ
ハ
全
額
二
止
ム

第
五
十
五
条
大
学
院
学
生
ニ
シ
テ
研
究
上
特
ニ
奨
励
ヲ
加
フ
ヘ
キ

必
要
ア
ル
者
ニ
ハ
評
議
会
ノ
議
ヲ
経
テ
研
究
料
ヲ
免
除
シ
又
ハ
研

究
ニ
要
ス
ル
相
当
ノ
費
用
ヲ
給
与
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
五
十
六
条
大
学
院
学
生
ニ
シ
テ
研
究
料
納
付
ノ
義
務
ヲ
怠
ル
者

ハ
之
ヲ
除
名
ス

第
五
十
七
条
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第
十
一
条
、
第
十
六
条
、
第
一
一
十
六
条
、
第
二
十
七



法令・規則

条
ハ
之
ヲ
大
学
院
学
生
ニ
準
用
ス

第
二
節
特
選
給
資
学
生

第
五
十
八
条
大
学
院
ニ
特
選
給
費
学
生
ヲ
置
ク

特
選
給
費
学
生
ハ
大
学
院
学
生
中
学
力
操
行
優
秀
ナ
ル
者
ヨ
リ
之

ヲ
選
抜
シ
研
究
料
ヲ
免
除
シ

E
学
資
ヲ
給
与
ス

第
五
十
九
条
学
部
長
ハ
当
該
学
部
教
授
会
ノ
議
ヲ
経
テ
特
選
給
費

学
生
タ
ル
ヘ
キ
者
ヲ
推
薦
シ
総
長
ハ
評
議
会
ノ
議
ヲ
経
テ
之
ヲ
命

第 l編

ス
第
六
十
条
特
選
給
費
学
生
タ
ル
期
間
ハ
一
年
ト
ス
但
シ
必
要
ア
ル

場
合
ニ
於
テ
ハ
評
議
会
ノ
議
ヲ
経
テ
更
ニ
之
ヲ
継
続
ス
ル
コ
ト
ヲ

皐吋

第
六
十
一
条
特
選
給
費
学
生
ハ
他
ノ
業
務
ニ
従
事
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
但
シ
本
学
副
手
ヲ
嘱
託
セ
ラ
ル
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

第
六
十
二
条
特
選
給
資
晶子
生
ニ
シ
テ
兵
役
ニ
服
シ
又
ハ
其
ノ
資
格

ニ
欠
ク
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
当
該
学
部
長
ノ
申
請
ニ
依
リ
評
議
会
ノ

議
ヲ
経
テ
総
長
之
ヲ
免
ス

第

四

章

貸

費

給

費

賞

与

第
六
十
三
条
奨
学
ノ
為
寄
附
ヲ
受
ケ
タ
ル
資
金
ノ
貸
費
、
給
費
及

賞
与
ハ
寄
附
者
ノ
指
定
ア
ル
場
合
ノ
外
以
下
各
条
ノ
規
定
ニ
依
ル

第
六
十
四
条
貸
費
ハ
本
学
ニ
於
テ
指
定
ス
ル
学
科
ヲ
修
ム
ル
者
又

ハ
学
資
支
弁
ノ
途
ヲ
失
ヒ
タ
ル
者
ニ
之
ヲ
貸
付
シ
給
費
及
賞
与
ハ

本
学
ニ
於
テ
特
ニ
奨
励
ヲ
必
要
ト
ス
ル
学
科
ヲ
修
ム
ル
者
又
ハ
業

績
顕
著
ナ
ル
者
ニ
之
ヲ
給
与
ス

第
六
十
五
条
貸
費
、
給
費
及
賞
与
ヲ
受
ク
ヘ
キ
者
並
ニ
其
ノ
額
ハ

評
議
会
ノ
議
ヲ
経
テ
総
長
之
ヲ
定
ム

第
六
十
六
条
貸
費
又
ハ
給
費
ヲ
受
ク
ル
者
休
学
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

期
間
貸
費
又
ハ
給
資
ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ

シ

第
六
十
七
条
貸
費
又
ハ
給
費
ヲ
受
ク
ル
者
停
学
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル

ト
キ
ハ
以
後
之
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

貸
費
ヲ
受
ク
ル
者
放
学
ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
即
時
其
ノ
全
額

ヲ
返
納
ス
へ

シ

第
六
十
八
条
貸
費
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
学
士
試
験
合
格
後
一
年
ヲ
経

過
シ
タ
ル
時
ヨ
リ
起
算
シ
其
ノ
貸
費
ヲ
受
ケ
タ
ル
期
間
ノ
二
倍
ノ

期
間
内
ニ
月
賦
ヲ
以
テ
之
ヲ
返
納
ス
へ
シ
但
シ
一
時
二
全
額
ヲ
返

納
シ
又
ハ
月
賦
額
ヲ
超
エ
返
納
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ケ
ス

貸
費
返
納
期
間
内
ニ
於
テ
兵
役
ニ
服
シ
又
ハ
海
外
ニ
留
学
ス
ル
者

ニ
ハ
其
ノ
事
故
終
了
ノ
日
迄
貸
費
ノ
返
納
ヲ
猶
予
ス
ル
コ
ト
ア
ル

へ
シ
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貸
費
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
死
亡
シ
又
ハ
不
治
ノ
疾
病
ニ
開
催
リ
タ
ル
ト
キ

ハ
貸
費
ノ
全
部
又
ハ
一
部
ノ
返
納
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
六
十
九
条
貸
費
ヲ
受
ク
ル
者
中
途
学
籍
ヲ
脱
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
前

条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス



第
七
十
条
貸
費
ニ
ハ
利
子
ヲ
付
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

附

則

本
通
則
ハ
昭
和
十
三
年
三
月
一
日
ヨ
リ
施
行
ス

本
通
則
施
行
前
ニ
入
学
シ
タ
ル
大
学
院
学
生
ノ
研
究
料
ハ
旧
通

則
第
四
十
六
条
第
一
項
ニ
依
ル
但
シ
本
人
ノ
希
望
ニ
依
リ
本
通

則
第
五
十
三
条
ニ
依
ル
コ
ト
ヲ
妨
ケ
ス

四
七

通
則
一
部
改
正
〔
試
験
規
定
中
改
正
〕

[
六
]

達
一
不
第
三
号

一
九
三
九
(
昭
和
一
四
)
年
三
月
一
二
一
日

医
学
士
」
ヲ

llU 

〔
第
二
十
条
〕
第
二
号
中
「
医
学
部

「
医
学
部

医
学
科
医
学
士

;

ニ

改

ム

薬
学
科
薬
学
士
」

附

則

本
改
正
ノ
件
ハ
昭
和
十
四
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

通第 2章

四
ノス

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
、
選
科
生
規
定
中
改
正
〕
[
六
]

達
示
第
四
号

一
九
四
二
昭
和
一
六
)
年
三
月
一
三
日

第
十
一
条
ノ
次
ニ
左
ノ
一
条
ヲ
加
へ
以
下
一
条
ヅ
ツ
繰
下
グ

第
十
二
条
入
学
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
本
学
同
学
会
ニ
入
会
ス
へ
シ

第
三
十
二
条
中
「
第
十
条
」
ノ
次
ニ
「
第
十
二
条
」
ヲ
加
フ

附

則

本
改
正
ハ
昭
和
十
六
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

四

九

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
、
授
業
料
、
大
学
院
学
生
規
定
中
改

正
、
特
選
給
費
学
生
規
定
を
大
学
院
特
別
研
究
生
規
定
に
改

正

〕

[

ご

ニ

]

達
示
第
六
号

一
九
四
四
(
昭
和
一
九
)
年
四
月
一
日

第
九
条
第
二
項
ヲ
左
ノ
知
ク
改
ム

入
学
志
望
者
ハ
総
テ
願
書
ニ
検
定
料
金
拾
円
ヲ
添
へ
差
出
ス
へ
シ

但
シ
第
五
条
又
ハ
第
六
条
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
シ
テ
検
定
試
験
ヲ
要

ス
ル
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
其
ノ
検
定
料
ト
シ
テ
別
ニ
金
拾
円
ヲ
添
フ

ル
ヲ
要
ス

同
条
第
三
項
中
「
受
験
料
」
ヲ
「
検
定
料
」
ニ
改
ム
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第
十
条
第
一
項
中
「
入
学
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
」
ノ
次
ニ
「
総
テ
」

ヲ
加
へ
入
学
料
「
金
拾
円
」
ヲ
「
金
五
円
」
ニ
改
メ
同
条
第
二
項

ノ
次
ニ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

受
理
シ
タ
ル
入
学
料
ハ
之
ヲ
還
付
セ
ス

第
十
三
条
第
二
項
中
「
第
十
条
ノ
規
定
」
ヲ
「
第
九
条
及
第
十
条
ノ

規
定
」
ニ
改
ム

第
二
十
二
条
授
業
料
ハ
一
学
年
金
百
五
拾
円
ト
シ
左
ノ
二
期
ニ
分

チ
指
定
ノ
期
日
ニ
之
ヲ
納
付
セ
シ
ム
但
シ
期
ノ
中
途
ニ
於
テ
陸
海

軍
徴
集
見
込
ノ
者
及
其
ノ
他
特
別
ノ
事
由
ア
ル
者
ニ
付
テ
ハ
別
ニ

定
ム
ル
分
納
規
程
ニ
依
ル

第 1編

至自

九四
月月

金
七
拾
五
円

至自

十
月

三
月

金
七
拾
五
円

受
理
シ
タ
ル
授
業
料
ハ
之
ヲ
還
付
セ
ス

第
二
十
三
条
第
一
一
項
但
書
ヲ
削
リ
第
二
項
ヲ
左
ノ
通
改
ム

前
項
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
授
業
料
ノ
月
割
徴
収
額
ハ
金
拾
弐
円
五
拾

銭
ト
ス

第
四
十
六
条
第
二
項
但
書
ト
シ
テ
左
ノ
条
項
ヲ
加
フ

但
シ
受
理
シ
タ
ル
検
定
料
ハ
之
ヲ
還
付
セ
ス

第
四
十
六
条
ノ
二
入
学
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
入
学
料
金
五
円
ヲ
納

付
ス
へ
シ
但
シ
受
理
シ
タ
ル
入
学
料
ハ
之
ヲ
還
付
セ
ス

第
五
十
四
条
大
学
院
学
生
ノ
研
究
料
ハ
一
年
金
百
弐
拾
五
円
ト
シ

左
ノ
三
期
ニ
分
チ
前
納
セ
シ
ム
但
シ
期
ノ
中
途
ニ
於
テ
陸
海
軍
徴

集
見
込
ノ
者
ニ
付
テ
ハ
別
ニ
{
疋
ム
ル
分
納
規
程
ニ
依
ル
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至自

八四
月月

金
五
拾
弐
円

自

九

月

至
十
二
月

金
四
拾
弐
円

至自

月月

金
参
拾
壱
円

期
ノ
中
途
入
学
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
其
ノ
期
ノ
研
究
料
ヲ
納
付

ス
へ
シ

受
理
シ
タ
ル
研
究
料
ハ
之
ヲ
遼
付
セ
ス

第
五
十
五
条
第
一
項
但
書
ヲ
削
り
同
条
第
二
項
ヲ
左
ノ
通
リ
改
ム

前
項
ノ
研
究
料
ノ
月
割
徴
収
額
ハ
金
拾
円
五
拾
銭
ト
ス

第
五
十
八
条
中
「
第
二
十
七
条
第
二
十
八
条
」
ヲ
「
第
二
十
六
条
乃

至
第
二
十
八
条
」
ニ
改
ム

第一
二
章
第
二
節
「
特
選
給
費
学
生
」
ヲ
「
大
学
院
特
別
研
究
生
」
ニ

改
ム

第
五
十
九
条
大
学
院
ニ
昭
和
十
八
年
文
部
省
令
第
七
十
四
号
ニ
依

リ
特
別
研
究
生
ヲ
置
ク

第
六
十
条
特
別
研
究
生
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
大
学
院
特
別
研
究
生



員。

選
定
願
ニ
履
歴
書
及
研
究
ニ
関
ス
ル
業
績
ヲ
添
附
シ
学
部
長
ヲ
経

由
シ
テ
総
長
ニ
願
出
ツ
へ
シ

特
別
研
究
生
ノ
員
数
、
志
願
ノ
時
期
等
ハ
其
ノ
都
度
之
ヲ
定
ム

第
六
十
一
条
総
長
ハ
前
条
ノ
志
願
者
ニ
就
キ
学
部
長
ノ
意
見
ニ
徴

シ
テ
之
ヲ
鐙
衡
シ
指
導
教
授
ヲ
定
メ
タ
ル
上
文
部
大
臣
ニ
推
薦
シ

其
ノ
認
可
ヲ
経
テ
第
一
期
ノ
特
別
研
究
生
ヲ
選
定
ス

前
項
ノ
鐙
衡
-
一
当
リ
テ
ハ
口
頭
試
問
及
身
体
検
査
ヲ
施
行
ス
ル
コ

ト
ア
ル
へ
シ

第
六
十
一
条
ノ
二
第
二
期
ノ
特
別
研
究
生
ハ
本
人
ノ
研
究
事
項
、

研
究
業
績
及
指
導
教
授
ノ
意
見
ニ
徴
シ
第
一
期
ノ
特
別
研
究
生
ニ

準
シ
之
ヲ
選
定
ス

第
六
十
二
条
特
別
研
究
生
ニ
対
シ
テ
ハ
学
資
ト
シ
テ
第
一
期
月
額

九
拾
円
ヲ
給
与
ス

前
項
ノ
学
資
ハ
引
続
キ
休
学
三
ヶ
月
以
上
ニ
渉
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
四

ヶ
月
目
ヨ
リ
第
一
期
月
額
四
拾
五
円
ト
ス

第
六
十
二
条
ノ
二
特
別
研
究
生
病
気
其
ノ
他
ノ
事
故
ニ
因
リ
休
学

セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
総
長
ノ
許
可
ヲ
受
ク
へ
シ
復
学
ノ
場
合
亦
同

通

ン

第2章

休
学
ノ
期
間
ハ
研
究
年
限
ニ
之
ヲ
算
入
セ
ス

第
六
十
二
条
ノ
三
昭
和
十
八
年
文
部
省
令
第
七
十
四
号
第
十
六
条

ノ
規
定
ニ
依
リ
償
還
ス
ヘ
キ
学
資
及
研
究
費
ノ
額
ハ
左
ノ
各
号
ノ

定
ム
ル
所
ニ
依
ル

一
学
資
ハ
特
別
研
究
生
タ
リ
シ
期
間
現
ニ
支
給
シ
タ
ル
額

二
研
究
費
ハ
月
額
金
弐
拾
円
ト
シ
特
別
研
究
生
タ
リ
シ
月
数
ニ

応
シ
計
算
シ
タ
ル
額
但
シ
休
学
ノ
月
数
ハ
特
別
研
究
生
タ
リ
シ

月
数
ニ
之
ヲ
算
入
セ
ス

第
六
十
三
条
第
十
一
条
、
第
二
十
六
条
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十

九
条
及
第
五
十
一
条
ハ
之
ヲ
大
学
院
特
別
研
究
生
ニ
準
用
ス

附

則

本
改
正
ハ
昭
和
十
九
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

昭
和
十
九
年
三
月
三
十
一
日
以
前
ニ
入
学
シ
タ
ル
者
ノ
授
業
料
及
研

究
料
ノ
綴
ニ
関
シ
テ
ハ
仰
従
前
ノ
規
定
ニ
依
ル
但
シ
月
割
徴
収
ノ
要

ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
月
割
額
ハ
授
業
料
ニ
在
リ
テ
ハ
金
拾
円
、

研
究
料
ニ
在
リ
テ
ハ
金
八
円
五
拾
銭
ト
ス

五
O 

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
、
休
学
退
学
除
籍
、
授
業
料
、
選
科

生
、
大
学
院
学
生
、
大
学
院
特
別
研
究
生
、
貸
費
給
費
賞
与

規

定

中

改

正

〕

[

六

]

達
示
第
一

二
号

一
九
四
六
(
昭
和
二
こ
年
七
月
三
日

京
都
帝
国
大
学
通
則
中
左
ノ
遇
改
正
ス
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第
九
条
中
「
金
拾
円
」
ヲ
「
金
弐
拾
円
」
ニ
改
ム

第
十
条
中
「
金
五
円
」
ヲ
「
金
拾
円
」
ニ
改
ム

第
十
二
条
削
除

第
十
六
条
中
「
兵
役
ニ
服
ス
ル
場
合
ヲ
除
キ
」
ヲ
削
ル

第
二
十
二
条
授
業
料
ハ
一
学
年
金
参
百
六
拾
円
ト
シ
左
ノ
二
期
ニ

分
チ
指
定
ノ
期
日
ニ
之
ヲ
納
付
セ
シ
ム
但
シ
特
別
ノ
事
由
ア
ル
者

ニ
付
テ
ハ
別
ニ
定
ム
ル
分
納
規
程
ニ
依
ル

日
一
山
間
金
百
八
拾
円

自
日
間
金
百
八
拾
円

受
理
シ
タ
ル
授
業
料
ハ
之
ヲ
還
付
セ
ス

第
二
十
三
条
中
「
金
拾
弐
円
五
拾
銭
」
ヲ
「
金
参
拾
円
」
ニ
改
ム

第
三
十
一
条
中
「
金
拾
円
」
ヲ
「
金
弐
拾
円
」
ニ
改
ム

第
四
十
六
条
中
「
金
弐
拾
円
」
ヲ
「
金
四
拾
円
」
ニ
改
ム

第
四
十
六
条
ノ
二
中
「
金
五
円
」
ヲ
「
金
拾
円
」
ニ
改
ム

第
四
十
九
条
中
「
兵
役
ニ
服
ス
ル
場
合
若
ハ
」
ヲ
削
ル

第
五
十
四
条
大
学
院
学
生
ノ
研
究
料
ハ
一
年
金
参
百
円
ト
シ
左
ノ

三
期
ニ
分
チ
前
納
セ
シ
ム

由

同

問

凹

白

川

至

八

月

自

九

月

至
十
二
月

法令・規則第 1編

自

一

月

至

三

月

期
ノ
中
途
入
学
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
其
ノ
期
ノ
研
究
料
ヲ
納
付

金
七
拾
五
円

108 

ス
ベ、ン

受
理
シ
タ
ル
研
究
料
ハ
之
ヲ
還
付
セ
ス

第
五
十
五
条
削
除

第
六
十
一
条
中
「
文
部
大
臣
ニ
推
薦
シ
其
ノ
認
可
ヲ
経
テ
」
ヲ
削
ル

第
六
十
二
条
特
別
研
究
生
ニ
シ
テ
引
続
キ
休
業
三
ヶ
月
以
上
ニ
渉

リ
タ
ル
ト
キ
ハ
四
ヶ
月
目
ヨ
リ
其
ノ
給
与
ス
ヘ
キ
学
資
ハ
定
額
ノ

半
額
ト
ス

第
六
十
二
条
ノ
三
中
「
金
弐
拾
円
」
ヲ
「
金
四
拾
円
」
ニ
改
ム

第
六
十
九
条
中
「
兵
役
ニ
服
シ
又
ハ
」
ヲ
削
ル

附

則

本
改
正
ハ
昭
和
二
十
一
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

五

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
、
授
業
料
、
選
科
生
、
大
学
院
学
生

規
定
中
改
正
〕

[六]

達
一
不
第
一
一
号

一
九
四
七
(
昭
和
一
一
一
一
)
年
四
月
一
一
一
日

金
百
弐
拾
五
円

金

百

円

京
都
帝
国
大
学
通
則
の
一
部
を
次
の
よ
、7
に
改
正
す
る
。



第
九
条
中
「
検
定
料
金
弐
拾
円
」
を
「
検
定
料
金
百
円
」
に
「
別
ニ

金
弐
拾
円
」
を
「
別
ニ
金
百
円
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
入
学
料
金
拾
円
」
を
「
入
学
料
金
五
拾
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
「
一
学
年
金
参
百
六
拾
円
」
を
三
学
年
金
六
百
円
」

に
「
封
畑
間
金
百
八
拾
円
」
を
「
到
畑
一
間
金
参
百
円
」
に
「
封
計
一
間
金
百
八

拾
円
」
を
「
到
計
一間
金
参
百
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
金
参
拾
円
」
を
「
金
五
拾
円
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
検
定
料
金
弐
拾
円
」
を
「
検
定
料
金
百
円
」
に
改

め
る
。

第
四
十
六
条
中
「
検
定
料
金
四
拾
円
」
を
「
検
定
料
金
弐
百
円
」
に

改
め
る
。

第
四
十
六
条
ノ
二
中
「
入
学
料
金
拾
円
」
を
「
入
学
料
金
五
拾
円
」

に
改
め
る
。

目リ

第
五
十
四
条
中
「
一
年
金
参
百
同
」
を
「
一
年
金
五
百
円
」
に
「
封
一
組
…

金
百
弐
拾
五
円
」
を
「
羽
川
間
金
弐
百
拾
円
」
に
「
封
丸
一
間
金
百
円
」

を
「
羽
丸
一
間
金
百
七
拾
円
」
に
「
封
一
一
h
…
金
七
拾
五
円
」
を
「
到
一
一

h
金

百
弐
拾
円
」
に
改
め
る
。

通第 2章

五

通

[
六
]

達
示
第
一
三
号

一
九
四
九
(
昭
和
二
四
)
年
八
月
五
日

JlIJ 

京
都
大
学
通
則

(
学
年
、
学
期
)

第
一
条
学
年
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終

る。

学
期
は
、
左
の
二
期
と
す
る
。

四
月
一
日
か
ら
十
月
十
五
日
ま
で

十
月
十
六
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

業
)

第
三
条
学
年
中
の
定
期
休
業
日
は
、
左
の
通
り
と
す
る
。

日

曜

日

国
民
の
祝
日
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号

春
季
休
業
四
月
一
日
か
ら
四
月
七
日
ま
で

創
立
記
念
日
六
月
十
八
日

夏
季
休
業
七
月
十
一
日
か
ら
九
月
十
日
ま
で

冬

季

休

業

十
二
月
二
十
五
日
か
ら
翌
年
一
月
七
日
ま
で

(

入

学

)

第
四
条
入
学
は
、
学
年
の
始
め
一
回
と
す
る
。

入
学
の
手
続
は
、
学
部
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条

斗
削
期

後
期

(休

109 
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法令・規則

本
学
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
左
の
各
号
の
一

に
該
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
と
す
る
。
但
し
、
医
学
部
医
学
科

の
入
学
資
格
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者

二
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

三
通
常
の
-
諜
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
前
号
に
相
当
す
る
学
校
教

育
を
修
了
し
た
者

四
外
国
に
お
い
て
学
校
教
育
に
お
け
る
十
二
年
の
課
程
を
修
了

し
た
者

第
五
条

第 1編

文
部
大
臣
の
指
定
し
た
者

本
学
に
お
い
て
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学

力
が
あ
る
と
認
め
た
者

第
六
条
入
学
志
望
者
に
対
し
て
は
、
試
験
を
行
う
。

2

試
験
は
、
学
部
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
条
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
選
考
の
上
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一
一
の
学
部
を
卒
業
し
た
者
が
、
更
に
他
の
学
部
又
は
同
一
学

部
の
他
の
学
科
に
入
学
を
志
望
す
る
と
き

中
途
退
学
し
た
者
が
、
更
に
同
一
学
部
に
入
学
を
志
望
す
る

六五
と
き他

の
大
学
の
学
部
を
卒
業
し
た
者

第
八
条
一
の
学
部
の
学
生
が
、
他
の
学
部
に
転
学
を
志
望
し
又
は

他
の
大
学
の
学
生
で
本
学
に
転
学
を
志
望
す
る
者
は
、
欠
員
の
あ

る
場
合
に
限
り
、
学
部
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
転
学
を
許

可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

110 

第
九
条
入
学
志
望
者
は
、
二
月
十
五
日
ま
で
に
願
書
を
学
部
長
宛

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
入
学
志
望
者
は
、
願
書
に
添
え
て
検
定
料
金
四
百
円
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

受
理
し
た
検
定
料
は
、
返
還
し
な
い
。

第
十
一
条
入
学
志
望
者
又
は
入
学
を
許
可
し
た
者
に
は
、
身
体
検

査
を
行
う
。

第
十
二
条
入
学
を
許
可
せ
ら
れ
た
者
は
、
入
学
料
金
四
百
円
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

入
学
料
を
納
め
な
い
者
は
、
入
学
を
取
消
す
。

第
十
三
条
入
学
を
許
可
せ
ら
れ
た
者
は
、
本
学
の
定
め
た
方
式
に

よ
っ
て
宣
誓
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
除
籍
せ
ら
れ
た
者
が
、
再
入
学
を
願
出
た
と
き
は
、
学

部
長
の
申
請
に
よ
り
評
議
会
の
議
を
経
て
学
長
こ
れ
を
許
可
す
る

こ
と
が
あ
る
。

(
晶
子
科
課
程
、
授
業
、
修
業
年
限
及
ぴ
在
学
年
)

第
十
五
条
学
科
課
程
、
授
業
、
修
業
年
限
及
び
在
学
年
は
、
学
部
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規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
六
条
学
生
は
、
他
の
学
部
の
科
目
を
学
修
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
但
し
、
こ
の
場
合
は
、
所
属
学
部
長
を
経
て
当
該
学
部
長
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
休
学
、
退
学
、
除
籍
)

第
十
七
条
疾
病
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
三
月
以
上
修
学
を
中
止
し

ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
所
属
学
部
長
の
許
可
を
得
て
休
学
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

2

休
学
は
、

一
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
特
別
の

事
情
が
あ
る
者
に
は
、
学
部
長
は
、
学
長
の
許
可
を
得
て
な
お
一

年
以
内
の
休
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

休
学
期
間
内
に
お
い
て
復
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨

届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

休
学
し
た
期
間
は
、
在
学
年
に
算
入
し
な
い
。

第
十
八
条
学
生
が
、
退
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を

申
出
て
学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
左
の
場
合
に
は
、
学
部
長
の
申
請
に
よ
り
評
議
会
の
議

を
経
て
学
長
、
」
れ
を
除
籍
す
る
。

一
疾
病
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
成
業
の
見
込
が
な
い
者

故
な
く
宣
誓
を
し
な
い
者

授
業
料
納
付
の
義
務
を
怠
る
者

通第 2章

第
二
十
条
試
験
は
、
学
部
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
。

第
二
十
一
条
学
部
所
定
の
期
間
在
学
し
、
試
験
に
合
格
し
た
者
に

は
、
学
士
試
験
合
格
証
書
を
授
与
す
る
。

第
二
十
二
条
前
条
の
合
格
者
は
、
左
の
区
別
に
従
い
、

い
る
こ
と
が
で
き
る
。

称
号
を
用

法

学

部

法

学

士

医

学

士

薬

学

士

工

学

士

文

学

士

連

学

士

経
済
学
士

農

学

士

教
育
学
士

医

学

部

医
学
科

薬
学
科

工

学

部

文

学

部

理

学

部

経
済
学
部

農

学

部

教
育
学
部

{

授

業

料

)

第
二
十
三
条
授
業
料
は
、
一
学
年
金
参
千
六
百
円
と
し
、
二
期
に

分
け
て
所
定
の
期
日
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
期
四
月
か
ら
九
月
ま
で
金
千
八
百
円

第
二
期
十
月
か
ら
三
月
ま
で
金
千
八
百
円

2

特
別
の
事
由
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
減
免
又
は
分

納
規
程
に
よ
る
。
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法令・規則

受
理
し
た
授
業
料
は
、
返
還
し
な
い
。

第
二
十
四
条
休
学
中
は
、
授
業
料
を
免
除
す
る
。

2

前
項
の
場
合
に
お
け
る
授
業
料
の
月
割
額
は
、
金
参
百
円
と
す

'hv

。

3 

第 1編

第
二
十
五
条
停
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
そ
の
期
間
中
で
あ
っ
て

も
授
業
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

学

生

票

)

第
二
十
六
条
学
生
は
、
別
に
定
め
た
学
生
票
の
交
付
を
受
け
、
常

に
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

懲

戒

)

第
二
十
七
条
本
学
学
規
に
違
背
し
、
学
生
の
本
分
を
守
ら
な
い
者

が
あ
る
と
き
は
、
学
長
は
、
こ
れ
を
懲
戒
す
る
。

2

懲
戒
に
関
す
る
手
続
は
、
別
に
定
め
る
。

第
二
十
八
条
懲
戒
の
種
類
は
、
左
の
通
り
と
す
る
。

一

謎

責
停

学

学

一

放

第
二
十
九
条
停
学
三
月
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
は
、

在
学
年
に
算
入
し
な
い
。

(
選
科
生
そ
の
他
)

第
三
十
条
選
科
生
、
外
国
学
生
、
委
託
生
、
聴
講
生
、
専
修
科
生
、

大
学
院
学
生
、
大
学
院
特
別
研
究
生
及
ぴ
貸
費
、
給
費
に
関
し
て

は
、
特
に
定
め
ら
れ
る
場
合
の
外
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
、
施
行
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
入
学
者
に
つ
い
て
は
、
第

二
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

左
の
規
程
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

京
都
大
学
通
則
(
明
治
三
十
七
年
九
月
一
日
制
定
)

112 

〔注〕

一
九
五
三
・
四
・
七
達
示
第
三
号
で
廃
止
。

五

通
則
一
部
改
正
〔
授
業
料
規
定
中
改
正
〕

[
六
]

達
一
不
第
一
一
号

一
九
五
二
(
昭
和
二
七
)
年
五
月
二
O
日

第
二
十
三
条
中
「
金
参
千
六
百
円
」
を
「
金
六
千
円
」
に
、
第
一
期

及
び
第
二
期
の
項
中
「
金
千
八
百
円
」
を
「
金
参
千
円
」
に
改
め

?
匂
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
金
参
百
円
」
を
「
金
五
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



昭
和
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
入
学
者
に
つ
い
て
は
、
第

二
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

京
都
大
学
通
則

第

-

章

学

年

第
一
条
学
年
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
、

終
る
。

第
二
条
学
期
は
、
左
の
二
期
と
す
る
。

前
期
四
月
一
日
か
ら
十
月
十
五
日
ま
で

後
期
十
月
十
六
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

第
三
条
学
年
中
の
定
期
休
業
日
は
、
左
の
通
り
と
す
る
。

日
曜
日

国
民
の
祝
日

春
季
休
業

創
立
記
念
日

夏
季
休
業

冬
季
休
業

五
四

通

1I1J 通第 2章

員。

[
六
]

達
示
第
三
号

一
九
五
三
(
昭
和
二
八
)
年
四
月
七
日

翌
年
三
月
三
十
一
日
に

(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
)

四
月
一
日
か
ら
四
月
七
日
ま
で

六
月
十
八
日

七
月
十
一
日
か
ら
九
月
十
日
ま
で

十
二
月
二
十
五
日
か
ら
翌
年
一
月
七
日
ま
で

第

二

章

学

部

第
四
条
入
学
は
、
学
年
の
始
め
一
固
と
す
る
。

2

入
学
の
手
続
は
、
当
該
学
部
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
五
条
本
学
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
左
の
各
号
の
一

に
該
当
す
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
医
学
部
医
学

科
の
入
学
資
格
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

一
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者

二
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

三
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
前
号
に
相
当
す
る
学
校
教

育
を
修
了
し
た
者

四
外
国
に
お
い
て
学
校
教
育
に
お
け
る
十
二
年
の
課
程
を
修
了

し
た
者

五
文
部
大
臣
の
指
定
し
た
者

六
本
学
に
お
い
て
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学

カ
が
あ
る
と
認
め
た
者

第
六
条
入
学
志
望
者
に
対
し
て
は
、
試
験
を
行
う
。

2

試
験
は
、
当
該
学
部
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
条
左
の
各
号
の
-
に
該
当
す
る
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
選
考
の
上
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一
一
の
学
部
を
卒
業
し
た
者
が
、
他
の
学
部
又
は
同
一
学
部
の

他
の
学
科
に
入
学
を
志
望
す
る
と
き

113 



法令・規則

中
途
退
学
し
た
者
が
、
同
一
学
部
に
入
学
を
志
望
す
る
と
き

他
の
大
学
の
学
部
を
卒
業
し
た
者

第
八
条
本
学
の
他
学
部
に
転
学
を
志
望
し
、
又
は
他
大
学
か
ら
本

学
に
転
学
を
志
望
す
る
者
は
、
欠
員
の
あ
る
場
合
に
限
り
、
当
該

学
部
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
九
条
入
学
志
望
者
は
、
二
月
十
五
日
ま
で
に
、
願
書
を
学
部
長

宛
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
入
学
志
望
者
は
、
願
書
に
添
え
て
検
定
料
金
四
百
円
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

受
理
し
た
検
定
料
は
、
返
還
し
な
い
。

第
十
一
条
入
学
志
望
者
又
は
入
学
を
許
可
せ
ら
れ
た
者
に
は
、
身

体
検
査
を
行
う
。

第
十
二
条
入
学
を
許
可
せ
ら
れ
た
者
は
、
入
学
料
金
四
百
円
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

入
学
料
を
納
め
な
い
者
は
、
入
学
の
許
可
を
取
消
す
。

3

受
理
し
た
入
学
料
は
、
返
還
し
な
い
。

第
十
三
条
入
学
を
許
可
せ
ら
れ
た
者
は
、
本
学
の
定
め
た
方
式
に

よ
っ
て
、
宣
誓
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
除
籍
せ
ら
れ
た
者
が
、
再
入
学
を
願
い
出
で
た
と
き
は
、

学
部
長
の
申
請
に
よ
り
評
議
会
の
議
を
経
て
、
学
長
が
許
可
す
る

こ
と
が
あ
る
。

第 l編

科
目
、
授
業
、
修
業
年
限
及
ぴ
在
学
年
限
は
、
当
該
学

部
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
六
条
学
生
は
、
他
学
部
の
科
目
を
学
修
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

但
し
、
こ
の
場
合
は
、
所
属
学
部
長
を
経
て
、
当
該
学
部
長
の
許

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
疾
病
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
、
三
月
以
上
修
学
を
中
止

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
所
属
学
部
長
の
許
可
を
得
て
、
休
学
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

2

休
学
は
、
一
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
特
別
の

事
情
が
あ
る
者
に
は
、
学
部
長
は
、
学
長
の
許
可
を
得
て
、
な
お

一
年
以
内
の
休
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

休
学
期
間
内
に
復
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
届
け
出

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

休
学
期
間
は
、
在
学
年
に
算
入
し
な
い
。

第
十
八
条
学
生
が
退
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
申

し
出
で
、
学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
左
の
場
合
に
は
、
学
部
長
の
申
請
に
よ
り
評
議
会
の
議

を
経
て
、
学
長
が
除
籍
す
る
。

一
疾
病
そ
の
他
事
故
に
よ
り
成
業
の
見
込
が
な
い
者

二
放
な
く
宣
誓
を
し
な
い
者

三
授
業
料
納
付
の
義
務
を
怠
る
者

第
十
五
条
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第
二
十
条
試
験
は
、
当
該
学
部
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
。

第
二
十
一
条
学
部
所
定
の
期
間
在
学
し
、
試
験
に
合
格
し
た
者
に

は
、
学
士
試
験
合
格
証
書
を
授
与
す
る
。

第
二
十
二
条
前
条
の
合
格
者
は
、
左
の
区
別
に
従
い
、
称
号
を
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
。

文

学

部

教
育
学
部

法

学

部

経
済
学
部

理

学

部

文

学

士

教
育
学
士

法

学

士

経
済
学
士

理

学

士

医

学

士

薬

学

士

工

学

士

農

学

士

医

学

部

医
学
科

薬
学
科

工

学

部

農

学

部

員リ

第
二
十
三
条
授
業
料
は
、
一
学
年
金
六
千
円
と
し
、
二
期
に
分
け

て
所
定
の
期
日
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
期
四
月
か
ら
九
月
ま
で
金
参
千
円

第
二
期
十
月
か
ら
三
月
ま
で
金
参
千
円

2

特
別
の
事
由
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
減
免
又
は
分

納
規
程
に
よ
る
。

受
理
し
た
授
業
料
は
、
返
還
し
な
い
。

通第 2章

3 

第
二
十
四
条
休
学
中
は
、
授
業
料
を
免
除
す
る
。

2
前
項
の
場
合
に
お
け
る
授
業
料
の
月
割
額
は
、
金
五
百
円
と
す

ヲ
匂
。

第
二
十
五
条
停
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
そ
の
期
間
中
で
あ
っ
て

も
授
業
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条
学
生
は
、
別
に
定
め
る
学
生
票
の
交
付
を
受
け
、
常

に
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条
本
学
学
規
に
違
背
し
、
学
生
の
本
分
を
守
ら
な
い
者

が
あ
る
と
き
は
、
学
長
は
、
懲
戒
す
る
。

2

懲
戒
に
関
す
る
手
続
は
、
別
に
定
め
る
。

第
二
十
八
条
懲
戒
の
種
類
は
、
左
の
通
り
と
す
る
。

一

謎

責

一

停

学

一

放

学

第
二
十
九
条
停
学
三
月
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
、

在
学
年
に
算
入
し
な
い
。

第
三
章
大
学
院

第
三
十
条
大
学
院
に
、
次
の
研
究
科
を
置
く
。

文

学

研

究

科

教
育
学
研
究
科

法

学

研

究

科

そ
の
期
間
は
、
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経
済
学
研
究
科

理
学
研
究
科

薬

品子

研
究
科

工
学
研
究
科

農

学

研

究

科

第
三
十
一
条
研
究
科
に
、
修
士
課
程
と
博
士
課
程
と
を
置
く
。

第
三
十
二
条
修
士
課
程
に
、
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
左

の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

一
学
校
教
育
法
第
六
十
三
条
第
一
項
に
定
め
る
者

二
旧
大
学
令
(
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
)
に
よ
る
大
学

を
卒
業
し
た
者

三
旧
高
等
師
範
学
校
規
程
(
明
治
二
十
七
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
に
よ
る
高
等
師
範
学
校
専
攻
科
を
卒
業
し
た
者

四
旧
中
等
学
校
令
(
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
)
に
よ
る
中

学
校
若
し
く
は
高
等
女
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
旧
専
門
学
校

入
学
者
検
定
規
程
(
大
正
十
三
年
文
部
省
令
第
二
十
二
号
)
に
よ

り
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
も
の
と
検
定
さ
れ
た

者
を
入
学
資
格
と
す
る
旧
専
門
学
校
令
(
明
治
三
十
六
年
勅
令
第

六
十
一
号
)
に
よ
る
修
業
年
限
五
年
以
上
(
予
科
の
修
業
年
限
を

含
む
。
)
の
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者

五
外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
六
年
の
課
程
を
修

第 1編

了
し
た
者

六
本
学
に
お
い
て
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力

が
あ
る
と
認
め
た
者

2

博
士
課
程
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
左
の
各
号
の
一

に
該
当
す
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

一
修
士
課
程
の
修
了
者

二
本
学
に
お
い
て
、
修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
と
同
等
以
上
の

学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者

第
三
十
三
条
入
学
志
望
者
は
、
二
月
十
五
日
ま
で
に
願
書
を
学
長

宛
当
該
研
究
科
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
本
学
の
他
の
研
究
科
に
転
科
を
志
望
し
、
又
は
他
大

学
か
ら
本
学
に
転
科
を
志
望
す
る
者
に
は
、
欠
員
の
あ
る
場
合
に

限
り
、
関
係
学
部
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
許
可
す
る
こ
と
が
あ

116 

る
第
三
十
五
条
除
籍
せ
ら
れ
た
者
が
、
再
入
学
を
願
い
出
で
た
と
き

は
、
関
係
学
部
長
の
申
請
に
よ
り
評
議
会
の
議
を
経
て
、
学
長
が
、

許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
三
十
六
条
科
目
及
ぴ
授
業
は
、
当
該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

第
三
十
七
条
学
生
は
、
他
の
研
究
科
の
科
目
を
学
修
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
但
し
、
こ
の
場
合
所
属
の
研
究
科
及
ぴ
学
修
志
望
研
究



科
の
関
係
学
部
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
八
条
修
士
の
学
位
を
得
ょ
う
と
す
る
者
は
、
修
士
課
程
に

二
年
以
上
在
学
し
専
攻
科
目
に
つ
き
、
三
十
単
位
以
上
を
学
修
し
、

且
つ
、
研
究
論
文
を
提
出
し
、
所
定
の
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

員。

当
該
研
究
科
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
学
部
及
び
他

の
研
究
科
の
科
目
を
学
修
せ
し
め
、
修
士
課
程
の
単
位
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

3

研
究
論
文
の
審
査
は
、
在
学
期
間
中
に
終
る
も
の
と
す
る
。

4

在
学
年
限
は
、
四
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
十
九
条
前
粂
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
、
左
の
区
別
に
従

ぃ
、
学
位
を
授
与
す
る
。

文

学

研

究

科

文

学

修

士

(

京

都

大

学

)

教
育
学
研
究
科
教
育
学
修
士
(
京
都
大
学
)

法

学

研

究

科

法

学

修

士

(

京

都

大

学

)

経
済
学
研
究
科
経
済
学
修
士
(
京
都
大
学
)

理

学

研

究

科

理

学

修

士

(

京

都

大

学

)

薬

学

研

究

科

薬

学

修

士

(

京

都

大

学

)

工

学

研

究

科

工

学

修

士

(

京

都

大

学

)

農

学

研

究

科

農

学

修

士

(

京

都

大

学

)

第
四
十
条
博
士
の
学
位
を
得
ょ
う
と
す
る
者
は
、
博
士
課
程
に
三

2 
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年
以
上
在
学
し
、
専
攻
科
目
に
つ
き
、
二
十
単
位
以
上
学
修
し
、

且
つ
、
研
究
論
文
を
提
出
し
、
所
定
の
試
験
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

2

前
項
の
研
究
論
文
の
審
査
は
、
論
文
受
理
後
一
年
以
内
に
終
る

も
の
と
す
る
。

3

在
学
年
限
は
、
六
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

4

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
論
文
を
提
出
し
て
博
士

の
学
位
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
論
文
の
審
査
に
つ
い
て
は
、

当
該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
四
十
一
条
前
条
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
、
左
の
区
別
に
従

ぃ
、
学
位
を
授
与
す
る
。

文

学

研

究

科

文

学

博

士

(

京

都

大

学

)

教
育
学
研
究
科
教
育
学
博
士
(
京
都
大
学
)

法

学

研

究

科

法

学

博

士

(

京

都

大

学

)

経
済
学
研
究
科
経
済
学
博
士
(
京
都
大
学
)

理

学

研

究

科

理

学

博

士

(

京

都

大

学

)

薬

学

研

究

科

薬

学

博

士

(

京

都

大

学

)

工

学

研

究

科

工

学

博

士

(

京

都

大

学

)

農

学

研

究

科

農

学

博

士

(

京

都

大

学

)

第
四
十
二
条
研
究
料
は
、
一
学
年
金
九
千
円
と
し
、
二
期
に
分
け

て
所
定
の
期
日
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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法令・規則

第

一

期

金

四

千

五

百

円

第
二
期
十
月
か
ら
三
月
ま
で
金
四
千
五
百
円

2

特
別
の
事
由
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
減
免
又
は
分

納
規
程
に
よ
る
。

3

受
理
し
た
研
究
料
は
、
返
還
し
な
い
。

第
四
十
三
条
休
学
中
は
、
研
究
料
を
免
除
す
る
。

2

前
項
の
場
合
に
お
け
る
研
究
料
の
月
割
額
は
、
金
七
百
五
拾
円

と
す
る
。

四
月
か
ら
九
月
ま
で

第 I編

第
四
十
四
条
停
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
そ
の
期
間
中
で
あ
っ
て

も
研
究
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
五
条
第
四
条
、
第
六
条
、
第
十
条
乃
至
第
十
三
条
、
第
十

七
条
乃
至
第
十
九
条
、第
二
十
六
条
乃
至
第
二
十
九
条
の
規
定
は
、

大
学
院
学
生
に
準
用
す
る
。

第
四
章
外
国
学
生
、
委
託
生
、
聴
講
生

第
四
十
六
条
外
国
人
で
第
五
条
及
ぴ
第
三
十
二
条
に
よ
ら
な
い
で

学
部
又
は
大
学
院
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
に
は
、
当
該
学
部
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
外
国
学
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ

と
が
あ
る
。

2 

外
国
学
生
で
学
部
又
は
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
、

当
該
学
部
又
は
当
該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
学
士
試
験

合
格
証
書
又
は
学
位
を
授
与
す
る
。

第
四
十
七
条
公
の
機
関
又
は
団
体
等
か
ら
、
そ
の
所
属
の
職
員
に

っ
き
、
学
修
科
目
を
定
め
、
学
部
又
は
大
学
院
に
入
学
を
願
い
出

た
と
き
は
、
当
該
学
部
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
委
託
生
と
し

て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

委
託
生
で
所
定
の
科
目
に
つ
き
試
験
に
合
格
し
た
者
に
は
、

当

該
学
部
又
は
当
該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
修
了
証
書

を
授
与
す
る
。

第
四
十
八
条
特
定
の
科
目
を
定
め
、
学
部
又
は
大
学
院
に
お
い
て
、

聴
講
を
志
望
す
る
者
に
は
、
当
該
学
部
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

聴
講
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

聴
講
生
で
聴
講
し
た
科
目
に
つ
き
、
本
人
の
希
望
が
あ
る
と
き

は
、
証
明
書
を
交
付
す
る
。

第
四
十
九
条
委
託
生
又
は
聴
講
生
と
し
て
入
学
を
志
望
す
る
者
は
、

願
書
に
添
え
て
検
定
料
金
二
百
五
拾
円
を
所
定
の
期
日
に
納
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

委
託
生
又
は
聴
講
生
と
し
て
入
学
を
許
可
せ
ら
れ
た
者
は
、
入

学
料
金
二
百
五
拾
円
を
所
定
の
期
日
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

学
修
又
は
聴
講
科
目
の
聴
講
料
は
、
一
単
位
に
つ
き
、
学
部
に

お
い
て
は
金
二
百
円
、
大
学
院
に
お
い
て
は
金
三
百
円
と
し
、
所

定
の
期
日
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

受
理
し
た
検
定
料
、
入
学
料
及
び
聴
講
料
は
、

4 
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入
学
料
、
聴
講
料
を
納
め
な
い
と
き
は
、
入
学
又
は
聴
講
の
許

可
を
取
り
消
す
。

第
五
十
条
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
乃
至
第
二
十
条
、
第
二
十

二
条
乃
至
第
二
十
九
条
の
規
定
は
、
学
部
の
外
国
学
生
に
準
用
す

?
匂
。

5 

IlU 

第
四
条
、
第
六
条
、
第
十
条
乃
至
第
十
三
条
、
第
十
七
条
乃
至

第
十
九
条
、
第
二
十
六
条
乃
至
第
二
十
九
条
、
第
三
十
三
条
乃
至

第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
大
学
院
の
外
国
学
生
に
準
用
す
る
。

3

第
十
一
条
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
乃
至
第
二
十
条
、
第
二
十

五
条
乃
至
第
二
十
八
条
の
規
定
は
、
学
部
の
委
託
生
及
ぴ
聴
講
生

に
準
用
す
る
。

4

第
十
一
条
、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
乃
至
第
二
十
条
、
第
二
十

五
粂
乃
至
第
二
十
八
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五
条
、

第
三
十

七
条
、
第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
大
学
院
の
委
託
生
及
ぴ
聴
講
生

に
準
用
す
る
。

第
五
十
一
条
こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
外
、
特
定
の
学
部
又
は
研

究
科
に
お
い
て
特
定
の
方
法
に
よ
り
学
修
を
志
望
す
る
者
に
つ
い

て
は
、
当
該
学
部
又
は
研
究
科
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
、
施
行
す
る
。

昭
和
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
入
学
者
に
つ
い
て
は
、

2 

通第 2章

I 2 

3 
第
二
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

昭
和
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
入
学
者
に
つ
い
て
は
、

第
二
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

従
前
の
規
定
に
よ
る
大
学
院
は
、
従
前
の
規
定
に
よ
る
大
学
の

卒
業
者
に
限
り
入
学
の
資
格
あ
る
も
の
と
す
る
。

従
前
の
規
定
に
よ
る
大
学
院
学
生
は
、
こ
の
規
程
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

昭
和
二
十
四
年
八
月
五
日
達
示
第
十
三
号
制
定
の
京
都
大
学
通

則
は
、
廃
止
す
る
。

4 5 6 五
五

通
則
一
部
改
正
〔
聴
講
生
規
定
中
改
正
〕

[
六
]

達
示
第
二
八
号

一
九
五
三
(
昭
和
二
八
}
年
六
月
二
三
日

3 
第
四
十
九
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

学
修
又
は
聴
講
科
目
の
聴
講
料
は
、
一
単
位
に
つ
き
、
金
二
百

円
と
し
、
所
定
の
期
日
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
二
十
八
年
六
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
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五
六

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
、
大
学
院
規
定
中
改
正
〕
[
六
]

達
示
第
一
三
号

一
九
五
四
(
昭
和
二
九
)
年
九
月
一
一
一
日

法令・規則

第
五
条
中
「
但
し
、
医
学
部
医
学
科
の
入
学
資
格
に
つ
い
て
は
、

別
に
定
め
る
。
」
を
削
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条
入
学
志
望
者
は
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
、
願
書
を
学
部
長

宛
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
第
一
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
条
入
学
を
許
可
せ
ら
れ
た
者
は
、
許
可
の
日
か
ら
十
日
以

内
に
入
学
料
金
四
百
円
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条
中
「
理
学
研
究
科
」
の
次
に
「
医
学
研
究
科
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
研
究
科
に
、
修
士
課
程
(
医
学
研
究
科
を
除
く
。
)
と
博

士
課
程
と
を
置
く
。

第
三
十
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2

博
士
課
程
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
左
の
各
号
の
一

に
該
当
す
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

一
修
士
課
程
の
修
了
者

二
本
学
に
お
い
て
、
修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
と
同
等
以
上
の

学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者

第 1編

三
医
学
部
医
学
科
又
は
歯
学
部
の
卒
業
者

3

前
項
第
三
号
に
つ
い
て
は
、
医
学
研
究
科
に
限
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
条
第
一
項
及
び
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
粂
博
士
の
学
位
を
得
ょ
う
と
す
る
者
は
、
博
士
課
程
に
三

年
(
医
学
研
究
科
に
お
い
て
は
四
年
)
以
上
在
学
し
、
専
攻
科
目
に

つ
き
、
二
十
単
位
(
医
学
研
究
科
に
お
い
て
は
五
十
単
位
)
以
上
学

修
し
、
且
つ
、
研
究
論
文
を
提
出
し
、
所
定
の
試
験
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

3

在
学
年
限
は
、
六
年
(
医
学
研
究
科
に
お
い
て
は
八
年
)
を
超
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
四
十
一
条
中
「
理
学
研
究
科
理
学
博
士
(
京
都
大
学
こ
の
次
に
「
医

学
研
究
科
医
学
博
士
(
京
都
大
学
こ
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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五
七

通
則
一
部
改
正
〔
学
位
規
定
中
改
正
〕

[
六
]

達
示
第
一
号

一
九
五
五
(
昭
和
三
O
)
年
一
月
二
五
日

第
三
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
前
条
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
、

左
の
区
別
に
従



い
学
位
を
授
与
す
る
。

文

学

研
究
科
京
都
大
学
文
学
修
士

教
育
学
研
究
科
京
都
大
学
教
育
学
修
士

法
学
研
究
科
京
都
大
学
法
学
修
士

経
済
学
研
究
科
京
都
大
学
経
済
学
修
士

理
学

研
究
科
京
都
大
学
理
学
修
士

薬
学
研
究
科
京
都
大
学
薬
学
修
士

工
学
研
究
科
京
都
大
学
工
学
修
士

農
学
研
究
科
京
都
大
学
農
学
修
士

第
四
十
一
粂
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
前
条
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
、
左
の
区
別
に
従

い
学
位
を
授
与
す
る
。

文

学

研

究

科

教
育
学
研
究
科

法

学

研

究

科

経
済
学
研
究
科

理
学
研
究
科

医

学

研

究

科

薬

学

研

究

科

工

学

研

究

科

農

学

研

究

科

lllJ 通第 2章

附

則

」
の
改
正
は
、
昭
和
三
十
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

五
i¥ 

通
則
一
部
改
正
{
聴
講
生
規
定
中
改
正
〕

[六
]

達
示
第
四
号

一
九
五
五
(
昭
和
三
O
)
年
三
月
八
日

2 
第
四
十
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

聴
講
生
で
聴
講
し
た
科
目
に
つ
き
、
本
人
の
希
望
が
あ
る
と
き

は
、
証
明
書
を
交
付
す
る
。
な
お
、
当
該
学
部
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
試
験
の
上
、
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

第
四
十
八
条
第
二
項
の
改
正
は
、
昭
和
三
十
年
三
月
八
日
か
ら
施

行
し
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
以
降
入
学
の
聴
講
生
に
適
用
す

?
Q

。

京
都
大
学
文
学
博
士

京
都
大
学
教
育
学
博
士

京
都
大
学
法
学
博
士

京
都
大
学
経
済
学
博
士

京
都
大
学
理
学
博
士

京
都
大
学
医
学
博
士

京
都
大
学
薬
学
博
士

京
都
大
学
工
学
博
士

京
都
大
学
農
学
博
士

121 



五
九

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
、
外
国
学
生
、
委
託
生
、
聴
講
生

規

定

中

改

正

〕

[

六

]

達
示
第
二
O
号

一
九
五
五
(
昭
和
三
O
)
年
一
一
月
一
一
一
一
日

法令・規則第 1編

第
三
十
三
条
中
「
一
一
月
十
五
日
」
を
「
所
定
の
期
日
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
中
「
第
四
条
、
第
六
条
」
の
次
に
「
第
七
条
(
第
一
号

お
よ
び
第
三
号
を
除
く
。
)
」
を
加
え
る
。

第
四
十
六
条
、
第
四
十
七
条
お
よ
び
第
四
十
八
条
各
第
一
一
項
中
「
当

該
学
部
」
の
次
に
「
又
は
関
係
学
部
」
を
、
第
四
十
八
条
第
二
項
中

「
当
該
学
部
」
の
次
に
「
又
は
当
該
研
究
科
」
を
そ
れ
ぞ
れ
加
え
る
。

附

則

こ
の
改
正
は
、
昭
和
三
十
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

。
通
則
一
部
改
正
〔
除
籍
規
定
中
改
正
〕

[
六
]

達
示
第
五
号

一
九
五
六
(
昭
和
三
二
年
三
月
二
O
日

第
十
四
条
お
よ
び
第
三
十
五
条
中
「
再
入
学
を
願
い
出
た
と
き
は
、
」

の
次
に
「
除
籍
せ
ら
れ
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
限
り
、
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
改
正
は
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

ー』ノ、

通
則
一
部
改
正
〔
検
定
料
、
入
学
料
、
授
業
料
、
研
究
料
、

聴

講

料

規

定

中

改

正

〕

[

六

]

達
示
第
八
号

一
九
五
六
(
昭
和
三
二
年
四
月
一

O
日

122 

第
十
条
お
よ
び
第
十
二
条
中
「
金
四
百
円
」
を
「
金
千
円
」
に
改

め
る
。第

二
十
三
条
第
一
項
中
「
金
六
千
円
」
を
「
金
九
千
円
」
に
、
「
金

三
千
円
」
を
「
金
四
千
五
百
円
」
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
金
五
百
円
」
を
「
金
七
百
五
十
円
」
に

改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
金
九
千
円
」
を
「
金
一
万
三
千
五
百
円
」

に
、
「
金
四
千
五
百
円
」
を
「
金
六
千
七
百
五
十
円
」
に
そ
れ
ぞ
れ
改

め
る
。第

四
十
三
条
第
二
項
中
「
金
七
百
五
十
円
」
を
「
金
千
百
二
十
五

円
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
中
「
金
二
百
五
十
円
」
を
「
金

五
百
円
」
に
、
第
三
項
中
「
金
二
百
円
」
を
「
金
三
百
円
」
に
そ
れ

ぞ
れ
改
め
る
。

附

ロH
只

こ
の
改
正
は
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
昭
和
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
入
学
者
に
つ
い
て
は
、



な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

~ ，、

通
則
一
部
改
正
〔
休
学
規
定
中
改
正
〕

[六
]

達
示
第
二
四
号

一
九
五
六
(
昭
和
三
こ
年
九
月
二
五
日

第
十
七
条
第
三
項
お
よ
び
第
四
項
を
そ
れ
ぞ
れ
第
四
項
お
よ
び
第

五
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
て
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

3

休
学
は
、
通
算
四
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
一
項
を
加
え
る
。

2

疾
病
の
た
め
、
修
学
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、

学
部
長
は
、
学
長
の
許
可
を
得
て
、
休
学
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

ヲ
匂
。

IIIJ 

第
三
十
八
条
を
第
三
十
九
条
と
し
、
以
下
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
三
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
八
条
疾
病
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
、
三
月
以
上
修
学
を
中

止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
学
長
の
許
可
を
得
て
、
休
学
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

通第 2主主

2 

疾
病
の
た
め
、
修
学
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、

学
長
は
、
休
学
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

休
学
は
、
修
士
、
博
士
の
各
課
程
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
通
算

3 

三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
し
、
医
学
研
究
科
に
お
い

て
は
、
特
別
の
事
情
あ
る
者
に
対
し
、
な
お
、
一
年
以
内
の
休
学

を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
六
条
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
七
条
第
四
項
お
よ
び
第

五
頃
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
七
条
第
四
項
お
よ
び
第

五
項
」
に
、
「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
四
十
五
条
」
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め

ヲ
匂
。

阿t

1 

阿貝

こ
の
改
正
は
、
昭
和
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
十
七
条
お
よ
び
第
三
十
八
条
各
第
三
項
に
定
め
る
年
数
に
つ

き
、
前
項
の
施
行
目
前
に
お
け
る
休
学
期
間
は
、
通
算
し
な
い
。

2 国』

，、‘

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
、
研
究
料
、
聴
講
料
規
定
中
改
正
〕[

六
]

達
示
第
四
号

一
九
五
七
(
昭
和
三
二
)
年
五
月
一
四
日

第
五
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。
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大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
(
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
十
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三
号
)
に
よ
り
文
部
大
臣
の
行
う
大
学
入
学
資
格
検
定
に
合
格
し

た
者

第 l編

第
三
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
修
士
課
程
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の

各
号
の
一
に
該
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
と
す
る
。

一
大
学
を
卒
業
し
た
者

二
外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
六
年
の
課
程
を
修

了
し
た
者

三
文
部
大
臣
の
指
定
し
た
者

四
本
学
に
お
い
て
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力

が
あ
る
と
認
め
た
者

2

博
士
課
程
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

3 

修
士
課
程
の
修
了
者

本
学
に
お
い
て
、
前
回
す
の
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と

認
め
た
者

医
学
研
究
科
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。医

学
部
医
学
科
又
は
歯
学
部
の
卒
業
者

文
部
大
臣
の
指
定
し
た
者

第
三
十
四
粂
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

第
四
十
三
条
第
二
項
お
よ
ぴ
第
三
項
を
削
る
。

第
四
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
削
除

第
四
十
六
条
中
「
第
七
条
(
第
一
号
お
よ
ぴ
第
三
号
を
除
く
。
)
、
」

の
次
に
「
第
八
条
、
」
を
、
「
第
十
七
条
第
四
項
お
よ
ぴ
第
五
項
乃
至

第
十
九
条
、
」
の
次
に
「
第
二
十
三
条
第
二
項
お
よ
ぴ
第
三
項
、
」
を

そ
れ
ぞ
れ
加
え
、
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
三
項
中
「
金
三
百
円
」
を
「
、
学
部
に
お
い
て
は
金

三
百
円
、
大
学
院
に
お
い
て
は
金
四
百
五
十
円
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
第
六
条
」
の
次
に
「
第
八
条
」
を
、
「
第

十
七
条
第
四
項
お
よ
び
第
五
項
乃
至
第
十
九
条
、
」
の
次
に
「
第
二
十

三
条
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
、
」
を
そ
れ
ぞ
れ
加
え
、
「
第
二
十
六
条
」

お
よ
び
「
第
四
十
五
条
」
を
そ
れ
ぞ
れ
「
第
二
十
五
条
」
お
よ
び
「
第

四
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
四
項
中
「
第
十
一
条
」
の
前
に
「
第
八
条
、
」
を
加

え
、
「
第
三
十
四
条
」
お
よ
び
「
第
四
十
五
条
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
改
正
は
、
昭
和
三
十
二
年
五
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
五
十
条
第
三
項
の
改
正
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

第
三
十
四
条

124 



六
四

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
規
定
中
改
正
〕

[
一
四
]

総
長
裁
定

一
九
五
九
(
昭
和
三
四
)
年
三
月
二
日

第
十
一
条
中
「
身
体
検
査
」
を
「
健
康
診
断
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
改
正
は
、
昭
和
三
十
四
年
三
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

六
五

通
則
一
部
改
正
〔
学
士
称
号
規
定
中
改
正
〕

[
六
]

達
示
第
七
号

一
九
六
O
(昭
和
三
五
)
年
四
月
一
二
日

第
二
十
一
一
条
中
「
医
学
部

医
学
科

薬
学
科

医
学
士

E
「
医
学
部

薬
学
士
」

4

薬
学
部

医
学
士

に
改
め
る
。

薬
学
士
」

肝I

sIj 

阿
貝

こ
の
改
正
は
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
十
二
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

通第 2章

六
六

通
則
一
部
改
正
〔
授
業
料
規
定
中
改
正
〕

[
一
四
]

総
長
裁
定

一
九
六
二
昭
和
三
六
)
年
三
月
七
日

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
減
免
又
は
分
納
規
程
」
を
「
授
業
料
、

研
究
料
免
除
規
程
ま
た
は
授
業
料
、
研
究
料
徴
収
猶
予
規
程
」
に
改

め
る
。

附

日
同
月

こ
の
改
正
は
、
昭
和
三
十
六
年
三
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

六
七

通
則
一
部
改
正
〔
検
定
料
、
入
学
料
、
授
業
料
、
研
究
料
、

聴

講

料

規

定

中

改

正

〕

[

六

]

達
示
第
五
号

一
九
六
三
(
昭
和
三
八
)
年
四
月
九
日

第
十
条
第
一
項
お
よ
ぴ
第
十
二
条
第
一
項
中
「
金
千
円
」
を
「
金

千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
金
九
千
円
」
を
「
金
一
万
二
千
円
」
に
、

「
金
四
千
五
百
円
」
を
「
金
六
千
円
」
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
金
七
百
五
十
円
」
を
「
金
千
円
」
に
改

め
る
。

125 

第
四
十
三
条
中
「
金
一
万
三
千
五
百
円
」
を
「
金
一
万
八
千
円
」
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に
、
「
金
六
千
七
百
五
十
円
」
を
「
金
九
千
円
」
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
金
千
百
二
十
五
円
」
を
「
千
五
百
円
」

に
改
め
る
。

第 1編

第
五
十
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
中
「
金
五
百
円
」
を
「
金
七
百

五
十
円
」
に
、
同
条
第
三
項
中
「
金
三
百
円
」
を
「
金
四
百
円
」
に
、

「
金
四
百
五
十
円
」
を
「
金
六
百
円
」
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
る
。

附

則

こ
の
改
正
通
則
は
、
昭
和
三
十
八
年
四
月
九
日
か
ら
施
行
し
、
昭

和
三
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
昭
和
三
十
八
年

三
月
三
十
一
日
以
前
の
入
学
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

六
八

通
則
一
部
改
正
〔
学
位
規
定
中
改
正
〕

[六
]

達
示
第
七
号

一
九
六
三
(
昭
和
三
八
)
年
四
月
二
三
日

第
四
十
一
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
、え
る
。

た
だ
し
、
当
該
研
究
科
に
お
い
て
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
た

と
き
は
、
そ
の
期
間
を
一
年
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
改
正
通
則
は
、
昭
和
三
十
八
年
四
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
し
、

昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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六
九

通
則
等
一
部
改
正
〔
抄
〕
{
検
定
料
、
入
学
料
規
定
中
改
正
〕[

六
}

達
示
第
八
号

一
九
六
六
(
昭
和
四
二
年
三
月
一
一
一
一
日

第
一
条
京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
千
五
百
円
」
を
「
三
千
円
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
千
五
百
円
」
を
「
四
千
円
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
七
百
五
十
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
七
百
五
十
円
」
を
「
二
千
円
」
に
改
め
る
。

〔
中
略
〕

附

則

1

こ
の
改
正
規
程
は
、
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、

第
一
条
中
京
都
大
学
通
則
第
十
条
第
一
項
お
よ
び
第
五
十
条
第
一

項
の
改
正
規
定
〔
中
略
〕
は
、
昭
和
四
十
二
年
度
の
入
学
志
望
者

か
ら
適
用
す
る
。

〔
以
下
略
〕



七
O 

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
規
定
中
改
正
〕

{
六
}

達
示
第
四
号

一
九
六
七
{
昭
和
四
二
)
年
三
月
二
八
日

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
八
条
の
二
本
学
附
置
の
工
業
教
員
養
成
所
を
卒
業
し
た
者
で
工

学
部
に
編
入
学
を
志
望
す
る
も
の
は
、
当
分
の
問
、
欠
員
の
あ
る

場
合
に
限
り
、
工
学
部
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
許
可
す
る
こ
と

が
あ
る
。F付

の
改
正
規則
程
は

昭
和
四
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

七

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
規
定
中
改
正
〕

{六
]

達
示
第
一
号

一
九
七
二
(
昭
和
四
七
)
年
一
月
二
五
日

第
八
条
の
二
を
削
る
。

lIU 

附

阿貝

』
の
改
正
規
程
は
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

通第 2章

七

通
則
一
部
改
正
〔
検
定
料
、
入
学
料
、
授
業
料
、
研
究
料
、

聴

講

料

規

定

中

改

正

〕

[

六
]

達
一
示
第
一
三
号

一
九
七
二
(
昭
和
四
七
)
年
四
月
一
八
日

第
十
条
第
一
項
中
「
金
三
千
円
」
を
「
金
五
千
円
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
金
四
千
円
」
を
「
金
一
万
二
千
円
」
に
改

め
る
。第

二
十
三
条
第
一
項
中
「
金
一
万
二
千
円
」
を
「
金
三
万
六
千
円
」

に
、
「
金
六
千
円
」
を
「
金
一
万
八
千
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
金
千
円
」
を
「
金
三
千
円
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
中
「
金
一
万
八
千
円
」
を
「
金
三
万
六
千
円
」
に
、

「
金
九
千
円
」
を
「
金
一
万
八
千
円
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
二
項
中
「
金
千
五
百
円
」
を
「
金
三
千
円
」
に
改

め
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
金
千
五
百
円
」
を
「
金
二
千
五
百
円
」
に
、

同
条
第
二
項
中
「
金
二
千
円
」
を
「
金
四
千
円
」
に
、
同
条
第
三
項

中「
学
部
に
お
い
て
は
金
四
百
円
、
大
学
院
に
お
い
て
は
金
六
百
円
」

を
「
金
千
二
百
円
」
に
改
め
る
。

リ
守
唱

ι

J

H

H

d

品

料

開

貝

-
こ
の
改
正
規
程
は
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
十
八
日
か
ら
施
行
し
、

昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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2 

昭
和
四
十
七
年
度
の
再
入
学
な
ら
び
に
委
託
生
お
よ
び
聴
講
生

の
入
学
に
か
か
る
検
定
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
十
条

第
一
項
お
よ
び
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

昭
和
四
十
七
年
度
に
お
け
る
入
学
を
許
可
せ
ら
れ
た
者
に
か
か

る
入
学
科
の
額
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
十
二
条
第
一
項
お
よ

び
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に

ト
品
?
h
v

。

3 4 

昭
和
四
十
七
年
四
月
一
目
前
か
ら
引
き
続
き
在
学
す
る
者
に
か

か
る
授
業
料
お
よ
ぴ
研
究
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

5 

昭
和
四
十
七
年
度
に
お
い
て
入
学
し
た
者
に
か
か
る
同
年
度
の

授
業
料
お
よ
び
研
究
料
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
二
十
三
条
第

一
一
項
お
よ
び
第
四
十
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
額
は
、

次
の
表
に
定
め
る
第
一
期
お
よ
び
第
二
期
の
額
を
合
わ
せ
た
額
と

し
、
当
該
第
一
期
ま
た
は
第
二
期
の
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
期

日
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

究|業

第

一

期
金
六
千
円

金
九
千
円

第

二

期

金
一
万
八
千
円

金
一
万
八
千
円

6 

前
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
改
正
後
の
第
二
十
四

条
第
二
項
ま
た
は
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
規
定
中
「
金
三
千
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該

第
一
期
ま
た
は
第
二
期
の
額
の
六
分
の
一
に
相
当
す
る
額
」
と
す

ヲ@。
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7 

昭
和
四
十
七
年
度
に
お
い
て
入
学
し
た
委
託
生
お
よ
ぴ
聴
講
生

に
か
か
る
聴
講
料
の
額
は
、
同
年
度
に
限
り
、
改
正
後
の
第
五
十

条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
‘
一
単
位
に
つ
き
、
次
の
表
に

定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

(3) (2) (1) 

に穏講を を四
のの十 業四

か通月 額授月 に月
かじか 業か かか
る必てら にら から

聴講料要すと の 年三翌
か翌 る九
か年

聴講月ま

のる修学ま月ま
る三
聴月 料で

額授業 た 講料でま
σ〉σ〉

はで 額授

合分るるて学 金 六円学
わの額と 額 、部 千 百、部

せー のそま 円大に
たに (2)二れた 百 学ぉ

額相す当 に分ぞは 円 院ぃ
定のれ大 にて
め一、学 お

るるに(1)院 し、 lま

額額相す当 にに
て金

との 定お は四
をこ めい 金百



七

通
則
等
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
休
業
日
規
定
中
改
正
〕
[
六
]

達
示
第
二

O
号

一
九
七
三
(
昭
和
四
八
)
年
四
月
一
七
日

京
都
大
学
通
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条
京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
ご
を
「
(
国

民
の
祝
日
が
日
曜
日
に
あ
た
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
こ
に
改
め
る
。

〔
中
略
〕

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

七
四

通
則
一
部
改
正
〔
学
修
規
定
中
改
正
、
特
別
聴
講
学
生
規
定

追

加

〕

[

六

]

達
示
第
一
号

一
九
七
四
(
昭
和
四
九
)
年
一
月
八
日

目。通

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
。

第 2章

第
十
六
条
の
二
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
学
部
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
外
国
の
大
学
と
協
議
の
う
え
、
学
生
に
、

休
学
す
る
こ
と
な
く
当
該
外
国
の
大
学
に
留
学
し
、
そ
の
科
目
を

学
修
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
学
修
し
た
科
目
お
よ
び
こ
れ
に
つ
い
て
修

得
し
た
単
位
は
、
当
該
学
部
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
三
十
単

位
以
内
に
限
り
、
学
士
試
験
合
格
に
必
要
な
科
目
お
よ
び
単
位
と

し
て
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
七
条
の
二
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
研
究
科

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
大
学
と
協
議
の
う
え
、
学
生
に
、

当
該
他
の
大
学
の
大
学
院
の
科
目
の
学
修
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ

zue
。

2 

教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
外
国
の
大
学
と
協
議
の
う
え
、
学
生
に
、
休
学
す
る

こ
と
な
く
当
該
外
国
の
大
学
の
大
学
院
に
留
学
し
、
そ
の
科
目
を

学
修
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
学
修
し
た
科
目
お
よ
び
こ
れ
に
つ
い
て

修
得
し
た
単
位
は
、
当
該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
修

士
課
程
お
よ
び
博
士
課
程
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
十
単
位
(
医
学
研
究

科
の
博
士
課
程
に
お
い
て
は
二
十
単
位
)
以
内
に
限
り
、
当
該
課
程

129 
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の
修
了
に
必
要
な
科
目
お
よ
び
単
位
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
が
で

主
、
ヲ
匂
。

第 1編

第
四
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

5

第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

第
四
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
章
外
国
学
生
、
委
託
生
、
聴
講
生
、
特
別
聴
講
学
生

等

第
四
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
九
条
の
二
外
国
の
大
学
の
学
生
ま
た
は
他
の
大
学
も
し
く

は
外
国
の
大
学
の
大
学
院
の
学
生
で
、
大
学
聞
の
協
議
に
基
づ
き
、

特
定
の
科
目
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
、
学
部
ま
た
は
大
学
院
に
お
い

て
聴
講
を
志
望
す
る
者
に
は
、
当
該
学
部
ま
た
は
関
係
学
部
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
聴
講
学
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る

こ
と
が
あ
る
。

2 

特
別
聴
講
学
生
と
し
て
聴
講
し
た
科
目
に
つ
い
て
は
、
試
験
の

う
え
、
単
位
を
与
え
る
。

第
五
十
条
第
二
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

特
別
聴
講
学
生
と
し
て
入
学
を
許
可
せ
ら
れ
た
者
は
、
入
学
科

の
納
付
を
要
し
な
い
。

第
五
十
条
第
三
項
中
「
学
修
ま
た
は
聴
講
科
目
」
の
上
に
「
委
託

生
、
聴
講
生
お
よ
び
特
別
聴
講
学
生
(
国
立
大
学
の
大
学
院
の
学
生
で

あ
る
も
の
を
除
く
。
)
の
」
を
加
え
る
。

第
五
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

5

第
十
八
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
五
条
な
い
し
第
二
十
八
条
の

規
定
は
、
特
別
聴
講
学
生
に
準
用
す
る
。

附

則

1

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十
九
年
一
月
八
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

2

昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
休
学
の
許
可
を
受
け
て
外
国

の
大
学
ま
た
は
そ
の
大
学
院
に
お
い
て
学
修
し
て
い
る
者
に
つ
い

て
は
、
そ
の
者
か
ら
申
出
で
が
あ
り
、
か
っ
、
当
該
学
部
ま
た
は

研
究
科
に
お
い
て
相
当
と
認
め
る
と
き
に
限
り
、
同
日
以
後
、
改

正
後
の
相
当
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
留
学
し
て
い
る
者
と
し

て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
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七
五

通
則
一
部
改
正
〔
検
定
料
、
入
学
料
、
授
業
料
、
研
究
料
、

聴

講

料

規

定

中

改

正

〕

[

六

]

達

示

第

二

号

一
九
七
五
(
昭
和
五
O
)
年
三
月
一
八
日

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程



京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
一
不
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
、
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
、
「
お
よ

び
」
を
「
及
び
」
に
、
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
検
定
料
金
五
千
円
」
を
「
検
定
料
」
に
改
め

る。
第
十
二
条
第
一
項
中
「
入
学
料
金
一
万
二
千
円
」
を
「
入
学
料
」

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
一
学
年
金
三
万
六
千
円
と
し
、
」
を
「
年

額
を
次
の
」
に
、
「
所
定
の
」
を
「
、
所
定
の
」
に
、
「
金
一
万
八
千

円
」
を
「
年
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
授
業
料
、
研
究
料
免
除
規
程
ま
た
は
授
業
料
、
研
究
料
徴
収

猶
予
規
程
」
を
「
授
業
料
免
除
規
程
又
は
授
業
料
徴
収
猶
予
規
程
」

に
改
め
る
。

自リ

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
金
三
千
円
」
を
「
年
額
の
十
二
分
の
一

に
相
当
す
る
額
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
中
「
研
究
料
」
を
「
授
業
料
」
に
、
「
一
学
年
金
三
万

六
千
円
と
し
、
」
を
「
年
額
を
次
の
」
に
、
「
所
定
の
」
を
「
、
所
定

の
」
に
、
「
金
一
万
八
千
円
」
を
「
年
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
」

に
改
め
る
。

通第 2宣伝

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
研
究
料
」
を
「
授
業
料
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
研
究
料
」
を
「
授
業
料
」
に
、
「金
三
千
円
」
を
「
年

額
の
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
の
二
第

一
項
中
「
も
し
く
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に

改
め
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
検
定
料
金
二
千
五
百
円
」
を
「
検
定
料
」

に
改
め
る
。

第
五
十
条
第
二
項
中
「
入
学
料
金
四
千
円
」
を
「
入
学
料
」
に
改

め
る
。

第
五
十
条
第
三
項
中
「
聴
講
料
」
を
「
授
業
料
」
に
、
「
一
単
位
に

つ
き
、

金
千
二
百
円
と
し
」
を
「
そ
の
単
位
数
に
応
じ
て
」
に
改
め

る
第
五
十
条
第
四
項
及
ぴ
第
五
項
中
「
聴
講
料
」
を
「
授
業
料
」
に

改
め
る
。

第
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
五
章
授
業
料
等
の
額

第
五
十
三
条
第
十
条
第
一
項
の
検
定
料
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の

入
学
科
の
額
並
び
に
第
二
十
三
条
第
一
項
及
ぴ
第
四
十
三
条
第
一

項
の
授
業
料
の
年
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
立
の
学
校
に
お
け
る
授
業

料
そ
の
他
の
費
用
に
関
す
る
省
令
(
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
九

号
)
(
以
下
「
文
部
省
令
」
と
い
う
。
)
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
定

め
る
額
(
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
に
よ
り
別
段
の
額
が
定
め
ら
れ
て
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い
る
と
き
は
、
そ
の
額
)
と
す
る
。

第
五
十
条
第
一
一
項
の
検
定
料
、
同
条
第
二
項
の
入
学
科
及
ぴ
同

条
第
三
項
の
授
業
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
文
部
省
令
第
十
条
の
規

定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
額
と
す
る
。

付

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

2 
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七
六

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

{
六
]

達
示
第
二
七
号

一
九
七
五
(
昭
和
五
O
)
年
六
月
二
四
日

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
中
「
修
士
課
程
(
医
学
研
究
科
を
除
く
。
)
と
」
を
削
り
、

同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

2

博
士
課
程
(
医
学
研
究
科
の
博
士
課
程
を
除
く
。
)
の
修
業
年
限

は
、
五
年
と
し
、
医
学
研
究
科
の
博
士
課
程
の
修
業
年
限
は
、
四

年
と
す
る
。

3

博
士
課
程
(
医
学
研
究
科
の
博
士
課
程
を
除
く
。
)
は
、
前
期
二
年

及
ぴ
後
期
三
年
の
課
程
に
区
分
し
、
前
期
二
年
の
課
程
は
、
こ
れ

を
修
士
課
程
と
し
て
取
り
扱
う
。

4

本
通
則
に
お
い
て
、
前
期
二
年
及
ぴ
後
期
三
年
の
課
程
は
、
そ

れ
ぞ
れ
「
修
士
課
程
」
及
ぴ
「
博
士
後
期
課
程
」
と
い
う
。

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
博
士
課
程
」
を
「
博
士
後
期
課
程
」
に

改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
修
士
の
学
位
を
有
す
る
者

第
三
十
六
条
中
「
科
目
及
ぴ
授
業
」
を
「
科
目
、
そ
の
授
業
及
ぴ

研
究
指
導
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
中
「
修
士
課
程
及
ぴ
博
士
課
程
に
お
い

て
そ
れ
ぞ
れ
十
単
位
(
医
学
研
究
科
の
博
士
課
程
に
お
い
て
は
二
十
単

位
)
以
内
に
限
り
、
」
を
「
修
士
課
程
に
お
い
て
は
十
単
位
以
内
、
医

学
研
究
科
の
博
士
課
程
に
お
い
て
は
二
十
単
位
以
内
に
限
り
、
そ
れ

ぞ
れ
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
三
項
中
「
修
士
、
博
士
の
各
課
程
」
を
「
修
士
、

博
士
後
期
の
各
課
程
及
ぴ
医
学
研
究
科
の
博
士
課
程
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
修
士
課
程
の
修
了
の
要
件
は
、
同
課
程
に
二
年
以
上

在
学
し
て
、
研
究
指
導
を
受
け
、
専
攻
科
目
に
つ
き
三
十
単
位
以

上
を
学
修
し
、
か
っ
、
当
該
研
究
科
の
行
う
修
士
論
文
の
審
査
及

ぴ
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
十
九
条
第
三
項
中
「
研
究
論
文
」
を
「
修
士
論
文
」
に
改
め
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る
第
四
十
条
中
「
前
条
の
課
程
」
を
「
修
士
課
程
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
博
士
後
期
課
程
の
修
了
の
要
件
は
、
同
課
程
に
三
年

以
上
在
学
し
、
研
究
指
導
を
受
け
た
う
え
、
当
該
研
究
科
の
行
う

博
士
論
文
の
審
査
及
び
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
四
十
一
条
第
五
項
中
「
第
一
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同

条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二

項
中
「
前
項
の
研
究
論
文
」
を
「
博
士
論
文
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

医
学
研
究
科
の
博
士
課
程
の
修
了
の
要
件
は
、
同
課
程
に
四
年

以
上
在
学
し
、
専
攻
科
目
に
つ
き
五
十
単
位
以
上
学
修
し
、
か
っ
、

医
学
研
究
科
の
行
う
博
士
論
文
の
審
査
及
ぴ
試
験
に
合
格
す
る
こ

と
と
す
る
。

2 
第
四
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
学
位
論
文
を
提
出
し
て
博
士

の
学
位
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
論
文
の
審
査
に
つ
い
て
は
、

当
該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

1

r

3

d

H

リ

町

刊

ロ

且

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
し
、
昭

和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

]11] 通第 2章

1 

2 

こ
の
規
程
施
行
の
際
現
に
大
学
院
に
在
学
す
る
者
で
昭
和
五
十

年
四
月
一
日
以
後
修
士
課
程
に
入
学
し
た
も
の
以
外
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

Z
旬
。

七
七

通
則
一
部
改
正

2
旦
替
、
除
籍
規
定
中
改
正
〕
[
六
]

達
示
第
三
八
号

一
九
七
五
(
昭
和
五
O
)
年
一
二
月
九
日

〔

7
7
)

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
。

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
行
う
も
の
と
す
る
」

に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。

t

t

 

回

円

酌

即

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
年
十
二
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
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七
八

通
則
一
部
改
正
〔
特
別
研
究
学
生
、
大
学
院
、
学
位
規
定
中

改

正

〕

[

六

]

達
示
第
一
一
九
号

一
九
七
六
(
昭
和
五
二
年
六
月
八
日

法令・規則第 I編

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
」
を
「
第
四
十
六
条
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
六
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
九
条
と
す
る
。

第
五
章
を
第
六
章
と
す
る
。

第
四
章
中
第
五
十
二
条
を
第
五
十
八
条
と
し
、
第
五
十
一
条
第
二

項
中
「
、
第
六
条
、
第
八
条
」
を
削
り
、
「
な
い
し
第
四
十
四
条
」
を

「
、
第
三
十
五
条
な
い
し
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
後
段
、
第
四
十

九
条
、
第
五
十
条
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
八
条
、
」
を
削
り
、

「
、
第
三
十
七
条
」
を
「
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第

四
十
三
条
、
第
四
十
八
条
後
段
(
第
十
九
条
の
場
合
に
限
る
。
)
」
に
改

め
、
同
条
第
五
項
中
「
特
別
聴
講
学
生
」
の
上
に
「
学
部
の
」
を
加

え
、
同
条
に
次
の
一
一
項
を
加
、
ぇ
、
同
条
を
第
五
十
七
条
と
す
る
。

6

第
十
八
条
、
第
二
十
五
条
な
い
し
第
二
十
八
条
、
第
四
十
三
条

の
規
定
は
、
大
学
院
の
特
別
聴
講
学
生
及
ぴ
特
別
研
究
学
生
に
準

用
す
る
。

第
五
十
条
第
二
項
中
「
特
別
聴
講
学
生
」
の
下
に
「
又
は
特
別
研

究
学
生
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

3

委
託
生
、
聴
講
生
及
ぴ
特
別
聴
講
学
生
の
授
業
料
は
、
学
修
又

は
聴
講
科
目
の
単
位
数
に
応
じ
て
、
特
別
研
究
学
生
の
授
業
料
は
、

研
究
指
導
を
受
け
る
期
間
の
月
数
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の

期
日
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
立
大
学
の
大
学

院
の
学
生
で
あ
る
特
別
聴
講
学
生
及
ぴ
特
別
研
究
学
生
は
、
授
業

料
の
納
付
を
要
し
な
い
。

第
五
十
条
第
五
項
中
「
聴
講
」
を
「
聴
講
若
し
く
は
研
究
指
導
を

受
け
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
六
条
と
す
る
。

第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
関
係
学
部
」
を
「
研
究
科
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
五
十
五
条
と
す
る
。

2

他
の
大
学
又
は
外
国
の
大
学
の
大
学
院
の
学
生
(
博
士
後
期
課
程

又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
に
在
籍
す
る
も
の
に
限
る
。
)
で
、
大

学
聞
の
協
議
に
基
づ
き
、
大
学
院
に
お
い
て
研
究
指
導
を
受
け
る

こ
と
を
志
望
す
る
者
に
は
、
当
該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
特
別
研
究
学
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
及
ぴ
第
四
十
九
条
中
「
関
係
学
部
」

を
「
研
究
科
」
に
、
「
当
該
研
究
科
」
を
「
研
究
科
」
に
改
め
、
そ
れ
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員リ

ぞ
れ
の
粂
を
五
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

「
第
四
章
外
国
学
生
、
委
託
生
、
聴
講
生
、
特
別
聴
講
学
生
等
」

を
「
第
五
章
外
国
学
生
、
委
託
生
、
聴
講
生
、
特
別
聴
講
学
生
、

特
別
研
究
学
生
等
」
に
改
め
る
。

第
三
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
章
大
学
院

第
三
十
条
大
学
院
に
次
表
上
欄
に
掲
げ
る
研
究
科
を
置
き
、
研
究

科
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
専
攻
を
置
く
。

文
学
研
究
科
留
学
専
攻
、
宗
教
学
専
攻
、
心
理
学
専
攻
、
社

会
学
専
攻
、
美
学
美
術
史
学
専
攻
、
国
史
学
専

攻
、
東
洋
史
学
専
攻
、
西
洋
史
学
専
攻
、
地
理

学
専
攻
、
考
古
学
専
攻
、
国
語
学
国
文
学
専
攻
、

中
国
語
学
中
国
文
学
専
攻
、
党
語
学
究
文
学
専

攻
、
フ
ラ
ン
ス
語
学
フ
ラ
ン
ス
文
学
専
攻
、
英

語
学
英
米
文
学
専
攻
、
ド
イ
ツ
語
学
ド
イ
ツ
文

学
専
攻
、
言
語
学
専
攻

教
育
学
専
攻
、
教
育
方
法
学
専
攻

基
礎
法
学
専
攻
、
公
法
専
攻
、
民
刑
事
法
専
攻
、

政
治
学
専
攻

理
論
経
済
学
・
経
済
史
学
専
攻
、
経
済
政
策
学

専
攻
、
経
営
学
専
攻

通

教
育
学
研
究
科

法

学

研

究

科

第 2章

経
済
学
研
究
科

理
学
研
究
科

医
学
研
究
科

薬
学
研
究
科

工
学
研
究
科

農

学

研

究

科

数
学
専
攻
、
物
理
学
第
一
専
攻
、
物
理
学
第
二

専
攻
、
宇
宙
物
理
学
専
攻
、
地
球
物
理
学
専
攻
、

化
学
専
攻
、
動
物
学
専
攻
、
植
物
学
専
攻
、
地

質
学
鉱
物
学
専
攻
、
生
物
物
理
学
専
攻
、
数
理

解
析
専
攻

生
理
系
専
攻
、
病
理
系
専
攻
、
社
会
医
学
系
専

攻
、
内
科
系
専
攻
、
外
科
系
専
攻

薬
学
専
攻
、
製
薬
化
学
専
攻

土
木
工
学
専
攻
、
機
械
工
学
専
攻
、
電
気
工
学

専
攻
、
資
源
工
学
専
攻
、
冶
金
学
専
攻
、
工
業

化
学
専
攻
、
建
築
学
専
攻
、
石
油
化
学
専
攻
、

化
学
工
学
専
攻
、
高
分
子
化
学
専
攻
、
原
子
核

工
学
専
攻
、
電
子
工
学
専
攻
、
航
空
工
学
専
攻
、

衛
生
工
学
専
攻
、
数
理
工
学
専
攻
、
精
密
工
学

専
攻
、
合
成
化
学
専
攻
、
電
気
工
学
第
二
専
攻
、

金
属
加
工
学
専
攻
、
機
械
工
学
第
二
専
攻
、
交

通
土
木
工
学
専
攻
、
建
築
学
第
二
専
攻
、
情
報

工
学
専
攻

農
学
専
攻
、
林
学
専
攻
、
農
芸
化
学
専
攻
、
農

林
生
物
学
専
攻
、
農
業
工
学
専
攻
、
農
林
経
済

学
専
攻
、
水
産
学
専
攻
、
林
産
工
学
専
攻
、
食
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品
工
学
専
攻
、
畜
産
学
専
攻

第
三
十
一
条
研
究
科
に
博
士
課
程
を
置
く
。

2

博
士
課
程
の
修
業
年
限
は
、
五
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
医
学
研

究
科
の
博
士
課
程
の
修
業
年
限
は
、
四
年
と
す
る
。

3

博
士
課
程
(
医
学
研
究
科
の
博
士
課
程
を
除
く
。
)
は
、
前
期
二
年

の
課
程
及
ぴ
後
期
三
年
の
課
程
に
区
分
し
、
前
期
二
年
の
課
程
は
、

こ
れ
を
修
士
課
程
と
し
て
取
り
扱
う
。

4
本
通
則
に
お
い
て
、
前
期
二
年
及
ぴ
後
期
三
年
の
課
程
は
、
そ

れ
ぞ
れ
「
修
士
課
程
」
及
び
「
博
士
後
期
課
程
」
と
い
う
。

第
三
十
二
条
修
士
課
程
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の

各
号
の
一
に
該
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
と
す
る
。

一
大
学
を
卒
業
し
た
者

二
外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
六
年
の
課
程
を
修

了
し
た
者

第 1編

一
2 

文
部
大
臣
の
指
定
し
た
者

本
学
に
お
い
て
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力

が
あ
る
と
認
め
た
者

博
士
後
期
課
程
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号

の
一
に
該
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
と
す
る
。

修
士
の
学
位
を
有
す
る
者

外
国
に
お
い
て
、
本
学
大
学
院
の
修
士
課
程
に
相
当
す
る
課

四

程
を
修
了
し
た
者

三
本
学
に
お
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力

が
あ
る
と
認
め
た
者

3

医
学
研
究
科
の
博
士
課
程
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
と
す
る
。

一
医
学
部
医
学
科
又
は
歯
学
部
を
卒
業
し
た
者

二
文
部
大
臣
の
指
定
し
た
者

第
三
十
三
条
入
学
志
望
者
に
対
し
て
は
、
試
験
を
行
う
。

2

試
験
は
、
当
該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
十
四
条
中
途
退
学
し
た
者
が
、
同
一
研
究
科
に
入
学
を
志
望

す
る
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
考
の
う
え
、
入

学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
三
十
五
条
本
学
大
学
院
の
他
研
究
科
に
転
科
を
志
望
し
、
又
は

他
大
学
大
学
院
か
ら
本
学
大
学
院
に
転
学
を
志
望
す
る
者
は
、
欠

員
の
あ
る
場
合
に
限
り
、
当
該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

同
一
研
究
科
内
に
お
け
る
転
専
攻
に
つ
い
て
は
、
当
該
研
究
科

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
十
六
条
除
籍
せ
ら
れ
た
者
が
再
入
学
を
願
い
出
た
と
き
は
、

除
籍
せ
ら
れ
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
限
り
、
研
究
科
長
の
申
請
に

よ
り
評
議
会
の
議
を
経
て
、
総
長
が
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。
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第
三
十
七
条
入
学
志
望
者
は
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
、
願
書
を
研

究
科
長
あ
て
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
八
条
科
目
、
そ
の
授
業
及
び
研
究
指
導
は
、
当
該
研
究
科

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

2

当
該
研
究
科
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
学
部
若
し
く

は
他
の
研
究
科
の
科
目
を
学
修
き
せ
、
修
士
課
程
若
し
く
は
医
学

研
究
科
の
博
士
課
程
の
単
位
と
し
、
又
は
他
の
研
究
科
に
お
い
て

研
究
指
導
を
受
け
さ
せ
、
修
士
課
程
若
し
く
は
博
士
後
期
課
程
の

修
了
に
必
要
な
研
究
指
導
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
九
条
学
生
は
、
他
の
研
究
科
の
科
目
を
学
修
し
、
又
は
他

の
研
究
科
に
お
い
て
研
究
指
導
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
こ
の
場
合
所
属
の
研
究
科
及
び
当
該
他
の
研
究
科
の
研
究
科

長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
学
修
し
た
科
目
及
ぴ
こ
れ
に
つ
い
て
修
得

し
た
単
位
並
ぴ
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
研
究
指
導
の
取
扱

い
に
つ
い
て
は
、
当
該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
四
十
条
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
研
究
科
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
大
学
と
協
議
の
う
え
、
学
生
に
、
当
該

他
の
大
学
の
大
学
院
の
科
目
の
学
修
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
外
国
の
大
学
と
協
議
の
う
え
、
学
生
に
、
休
学
す
る

通第 2章

こ
と
な
く
当
該
外
国
の
大
学
の
大
学
院
に
留
学
し
、
そ
の
科
目
を

学
修
す
る
、
」
と
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

3

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
学
修
し
た
科
目
及
び
こ
れ
に
つ
い
て
修

得
し
た
単
位
は
、
当
該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
修
士

課
程
に
お
い
て
は
十
単
位
以
内
、
医
学
研
究
科
の
博
士
課
程
に
お

い
て
は
二
十
単
位
以
内
に
限
り
‘
そ
れ
ぞ
れ
当
該
課
程
の
修
了
に

必
要
な
科
目
及
ぴ
単
位
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
一
条
博
士
後
期
課
程
の
学
生
で
、
他
の
大
学
の
大
学
院
若

し
く
は
研
究
所
等
に
お
い
て
研
究
指
導
を
受
け
、
又
は
休
学
す
る

こ
と
な
く
外
国
の
大
学
の
大
学
院
若
し
く
は
研
究
所
等
に
留
学
し
、

研
究
指
導
を
受
け
る
こ
と
を
志
望
す
る
も
の
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前

条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
定
め
る
も
の
と
同
様
の
要
件
及
び
手
続

に
よ
り
‘
こ
れ
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
た
研
究
指
導
は
、
当
該
研
究
科
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
‘
博
士
後
期
課
程
の
修
了
に
必
要
な
研
究
指

導
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
二
条
疾
病
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
、
三
月
以
上
修
学
を
中

止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
研
究
科
長
の
許
可
を
得
て
、
休
学
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

2 

疾
病
の
た
め
、
修
学
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、

研
究
科
長
は
、
総
長
の
許
可
を
得
て
、
休
学
を
命
ず
る
こ
と
が
で
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る
。
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3 

休
学
は
、
修
士
、
博
士
後
期
の
各
課
程
及
ぴ
医
学
研
究
科
の
博

士
課
程
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
通
算
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
た
だ
し
、
医
学
研
究
科
の
博
士
課
程
に
お
い
て
は
、
特
別

の
事
情
あ
る
者
に
対
し
、
な
お
、
一
年
以
内
の
休
学
を
許
可
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第 1編

試
験
及
ぴ
研
究
指
導
の
認
定
方
法
は
、
当
該
研
究
科

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
四
十
四
条
修
士
課
程
の
修
了
の
要
件
は
、
同
課
程
に
二
年
以
上

在
学
し
て
、
研
究
指
導
を
受
け
、
専
攻
科
目
に
つ
き
三
十
単
位
以

上
を
修
得
し
、
か
っ
、
当
該
研
究
科
の
行
う
修
士
論
文
の
審
査
及

び
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
と
す
る
。

2

在
学
年
限
は
、
四
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
四
十
五
条
博
士
後
期
課
程
の
修
了
の
要
件
は
、
同
課
程
に
三
年

以
上
在
学
し
て
、
研
究
指
導
を
受
け
、
か
っ
、
当
該
研
究
科
の
行

う
博
士
論
文
の
審
査
及
ぴ
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
と
す
る
。

2

前
項
の
在
学
期
間
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

優
れ
た
研
究
業
績
を
挙
げ
た
者
に
つ
い
て
同
課
程
に
お
け
る
一
年

以
上
の
在
学
を
も
っ
て
足
り
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

医
学
研
究
科
の
博
士
課
程
の
修
了
の
要
件
は
、
同
課
程
に
四
年

以
上
在
学
し
、
専
攻
科
目
に
つ
き
五
十
単
位
以
上
修
得
し
、
か
つ
、

第
四
十
三
条

医
学
研
究
科
の
行
う
博
士
論
文
の
審
査
及
ぴ
試
験
に
合
格
す
る
こ

と
と
す
る
。

4

在
学
年
限
は
、
博
士
後
期
課
程
に
お
い
て
は
六
年
を
、
医
学
研

究
科
の
博
士
課
程
に
お
い
て
は
八
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
四
十
六
粂
授
業
料
は
、
年
額
を
次
の
二
期
に
分
け
て
、
所
定
の

期
日
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
期
四
月
か
ら
九
月
ま
で
年
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る

額

第
二
期
十
月
か
ら
三
月
ま
で
年
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る

額

第
四
十
七
条
休
学
中
は
、
授
業
料
を
免
除
す
る
。

2

前
項
の
場
合
に
お
け
る
授
業
料
の
月
割
額
は
、
年
額
の
十
二
分

の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

第
四
十
八
条
第
四
条
、
第
十
条
な
い
し
第
十
三
条
、
第
十
七
条
第

四
項
及
び
第
五
項
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
第
二

項
及
ぴ
第
三
項
、
第
二
十
五
条
な
い
し
第
二
十
九
条
の
規
定
は
、

大
学
院
学
生
の
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四

条
第
二
項
中
「
当
該
学
部
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
研
究
科
」
と
、

第
十
九
条
中
「
学
部
長
」
と
あ
る
の
は
「
研
究
科
長
」
と
、
そ
れ

ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
第
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加

、
え
ヲ
心
。
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第

四

章

学

位

第
四
十
九
条
修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
、
次
の
区
別
に
従
い
、

学
位
を
授
与
す
る
。

文

学

研

究

科

京

都

大

学

文

学

修

士

教
育
学
研
究
科
京
都
大
学
教
育
学
修
土

法

学

研

究

科

京

都

大

学

法

学

修

士

経
済
学
研
究
科
京
都
大
学
経
済
学
修
士

理

学

研

究

科

京

都

大

学

理

学

修

士

薬

学

研

究

科

京

都

大

学

薬

学

修

士

工

学

研

究

科

京

都

大

学

工

学

修

士

農

学

研

究

科

京

都

大

学

農

学

修

士

第
五
十
条
博
士
後
期
課
程
を
修
了
し
た
者
及
ぴ
医
学
研
究
科
の
博

士
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
、
次
の
区
別
に
従
い
、
学
位
を
授
与

す
る
。

員リ

文

学

研

究

科

教
育
学
研
究
科

法

学

研

究

科

経
済
学
研
究
科

理
学
研
究
科

医

学

研

究

科

薬

学

研

究

科

京
都
大
学
文
学
博
士

京
都
大
学
教
育
学
博
士

京
都
大
学
法
学
博
士

京
都
大
学
経
済
学
博
士

京
都
大
学
理
学
博
士

京
都
大
学
医
学
博
士

京
都
大
学
薬
学
博
士

通第 2章

工

学

研

究

科

京

都

大

学

工

学

博

士

農

学

研

究

科

京

都

大

学

農

学

博

士

第
五
十
一
条
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
別
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
博
士
の
学
位
の
授
与
を
申
請
し
て
、
博
士
論
文
の
審
査

及
ぴ
試
験
に
合
格
し
、
か
っ
、
学
識
の
確
認
を
経
た
者
に
も
、
前

条
と
同
様
の
区
別
に
従
い
、
学
位
を
授
与
す
る
。

附

則

-
こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
一
年
六
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

農
学
研
究
科
畜
産
学
専
攻
に
お
け
る
課
程
は
、
改
正
後
の
第
三

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
問
、
こ
れ
を
修

士
課
程
と
す
る
。

3

改
正
後
の
第
三
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
(
研
究
指
導
に
関

す
る
部
分
に
限
る
。
)
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
は
、
昭
和
五
十

年
四
月
一
日
以
後
修
士
課
程
に
入
学
し
た
者
か
ら
適
用
し
、
同
日

前
に
修
士
課
程
に
入
学
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

ト
i
F
?
h
v

。

4 

改
正
後
の
第
五
十
七
条
第
二
項
に
よ
る
大
学
院
及
ぴ
学
位
に
関

す
る
規
定
の
準
用
に
つ
い
て
は
、
準
用
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定

の
大
学
院
学
生
へ
の
適
用
の
例
に
よ
る
。
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七
九

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

[
六
]

達
示
第
八
号

一
九
七
七
(
昭
和
五
二
)
年
三
月
一
五
日

法令・規則

京
都
大
学
通
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条
京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
本
通
則
に
お
い
て
、
」
を
「
前
項
の
」

に
改
め
る
。

第
二
条

第 1編

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
(
昭
和
五
十
年
達

示
第
二
十
七
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2

改
正
後
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
以
後
の
修
士
課

程
の
入
学
者
及
ぴ
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
以
後
の
博
士
後
期

課
程
の
入
学
者
か
ら
適
用
し
、
こ
れ
ら
の
目
前
の
入
学
者
に
つ

い
て
は
、
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に

トム
F
'
Q

。

第
三
条
京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
(
昭
和
五
十
一
年

達
示
第
二
十
九
日
す
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

3

改
正
後
の
第
三
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
(
研
究
指
導
に

関
す
る
部
分
に
限
る
。
)
、
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
は
、
昭

和
五
十
年
四
月
一
日
以
後
の
修
士
課
程
の
入
学
者
及
ぴ
昭
和
五

十
二
年
四
月
一
日
以
後
の
博
士
後
期
課
程
の
入
学
者
か
ら
適
用

し
、
こ
れ
ら
の
目
前
の
入
学
者
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

140 

同
H
R

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
二
年
一
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

i¥ 。
通
則
一
部
改
正
〔
入
学
、
入
学
料
、
授
業
料
規
定
中
改
正
〕[

六
]

達
示
第
四
号

一
九
七
八
(
昭
和
五
一
二
)
年
二
月
二
一
日

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
又
は
入
学
を
許
可
せ
ら
れ
た
者
」
を
削
る
。

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
条
入
学
に
際
し
て
は
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
入
学
料
を
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

入
学
料
を
納
め
な
い
者
に
は
、
入
学
を
許
可
し
な
い
。
た
だ
し
、

次
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
と
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り



で
な
い
。

3 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
由
の
あ
る
者
に
つ

い
て
は
、
別
に
定
め
る
京
都
大
学
授
業
料
、
入
学
料
免
除
等
規
程

(
昭
和
五
十
三
年
達
示
第
五
号
。
以
下
「
免
除
等
規
程
」
と
い
う
。
)

に
よ
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
子
続
を
と
っ
た
者
が
入
学
料
全
額
の
免
除

を
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
免
除
等
規
程
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
所
定
の
期
日
ま
で
に
納
め
る
べ
き
入
学
料
を
納
め
な

い
と
き
は
、
学
生
の
身
分
を
失
う
。

5

受
理
し
た
入
学
料
は
、
返
還
し
な
い
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
所
定
の
期
日
に
」
を
「
所
定
の
期
日
ま

で
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特
別
の
事
由
あ
る
者
」
を
「
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
の
事
由
の
あ
る
者
」
に
、
「
授
業
料

免
除
規
程
又
は
授
業
料
徴
収
猶
予
規
程
」
を
「
免
除
等
規
程
」
に
改

め
る
。

4 

RIJ 

第
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
休
学
中
は
、
別
に
定
め
る
免
除
等
規
程
に
よ
り
授
業

料
を
免
除
す
る
。

第
四
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
休
学
中
は
、
別
に
定
め
る
免
除
等
規
程
に
よ
り
授
業

料
を
免
除
す
る
。

通第 2章

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
所
定
の
期
日
に
」
を
削
り
』
同
条
第
二

項
中
「
入
学
を
許
可
せ
ら
れ
た
者
は
、
入
学
料
を
所
定
の
期
日
に
」

を
「
入
学
す
る
者
は
、
入
学
に
際
し
て
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
入
学

料
を
」
に
、
「
特
別
研
究
学
生
と
し
て
入
学
を
許
可
せ
ら
れ
た
者
」
を

「
特
別
研
究
学
生
と
し
て
入
学
す
る
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
所

定
の
期
日
に
」
を
「
所
定
の
期
日
ま
で
に
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項

中
「
受
け
る
こ
と
の
許
可
を
取
り
消
す
」
を
「
受
け
る
こ
と
を
許
可

し
な
い
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
中
「
こ
の
章
に
」
を
「
こ
の
章
及
ぴ
別
に
」
に
改
め

る。

杯f

目見

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
三
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

i¥ 

通
則
一
部
改
正
〔
授
業
料
等
の
額
、
大
学
院
規
定
中
改
正
〕[

六
]

達
示
第
二
六
号

一
九
七
八
(
昭
和
五
三
)
年
四
月
一
八
日

京
都
大
学
通
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条
京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
五
十
九
条
第
二
項
中
「
文
部
省
令
第
十
条
」
を
「
文
部
省
令
第

十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
(
昭
和
五
十
一
年

達
示
第
二
十
九
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
三
項
及
ぴ
第
四
項
を
一
項
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。附

第 1編

同
貝

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
十
八
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

i¥ 

通
則
等
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
授
業
料
等
の
額
規
定
中
改
正
〕

[
六
]

達
示
第
三
九
号

一
九
七
八
(
昭
和
五
一
二
)
年
六
月
二
O
日

京
都
大
学
通
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条
京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
九
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改

め
る
。

〔
中
略
〕

附

同
貝

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
三
年
六
月
二
十
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

五
十
三
年
五
月
三
十
日
か
ら
適
用
す
る
。
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i¥ 

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
、
授
業
料
等
の
額
規
定
中
改
正
〕

[六
]

達
示
第
四
一
号

一
九
七
八
(
昭
和
五
三
)
年
一

O
月
=
二
日

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第

五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
文
部
大
臣
が
高
等
学
校
の
謀
程
に
相
当
す
る
課
程
を
有
す
る

も
の
と
し
て
指
定
し
た
在
外
教
育
施
設
の
当
該
課
程
を
修
了
し

た
者

第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
国
立
の
学
校
に
お
け
る
授
業
料
そ
の
他

の
費
用
に
関
す
る
省
令
(
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
九
号
)
(
以
下

「
文
部
省
令
」
と
い
う
。
)
第
二
条
第
一
一
項
の
規
定
に
定
め
る
額
(
改
正

に
伴
、ヲ
経
過
措
置
に
よ
り
別
段
の
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、



そ
の
額
)
と
す
る
」
を
「
国
立
の
学
校
に
お
け
る
授
業
料
そ
の
他
の
費

用
に
関
す
る
省
令
(
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
九
号
。
以
下
「
文
部

省
令
」
と
い
う
。
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

回

円

悶

貝

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

i¥ 
四

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

[
六
]

達
示
第
一
二
号

一
九
七
九
(
昭
和
五
四
)
年
五
月
一
日

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
中
「
、
機
械
工
学
第
二
専
攻
」
を
削
り
、
「
情
報
工
学
専

攻
」
の
下
に
「
、
物
理
工
学
専
攻
」
を
加
え
る
。

附

員リ

同
H
K

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

工
学
研
究
科
物
理
工
学
専
攻
に
お
け
る
課
程
は
、
第
三
十
一
条

第
一
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
問
、
こ
れ
を
修
士
課
程

と
す
る
。

1 

通第 2章

2 

3 

工
学
研
究
科
機
械
工
学
第
二
専
攻
は
、
改
正
後
の
第
三
十
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に
そ
の
専

攻
に
在
学
す
る
者
が
そ
の
専
攻
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
問
、

存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

i¥ 
五

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
、
大
学
院
規
定
中
改
正
〕
[
六
]

達
示
第
三
O
号

一
九
七
九
(
昭
和
五
回
)
年
一
二
月
一
八
日

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
二
年
の
課
程
を
修

了
し
た
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
文
部
大
臣
の
指
定
し
た
も

の
第
三
十
二
条
第
三
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
八
年
の
課
程
を
修

了
し
た
者

第
三
十
二
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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本
学
に
お
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力

が
あ
る
と
認
め
た
者

第
三
十
八
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
博
士
後
期
課
程
」
を
「
、
博

士
後
期
課
程
若
し
く
は
医
学
研
究
科
の
博
士
課
程
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

3

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
学
修
し
た
科
目
及
ぴ
こ
れ
に
つ
い
て
修

得
し
た
単
位
は
、
当
該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
十
単

位
以
内
に
限
り
、
修
士
課
程
又
は
医
学
研
究
科
の
博
士
課
程
の
修

了
に
必
要
な
科
目
及
ぴ
単
位
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
一
条
中
「
博
士
後
期
課
程
」
の
下
に
「
又
は
医
学
研
究
科

の
博
士
課
程
」
を
加
え
る
。

第
四
十
五
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
在
学
し
、
専
攻

科
目
に
つ
き
五
十
単
位
以
上
修
得
し
」
を
「
在
学
し
て
専
攻
科
目
に

つ
き
三
十
単
位
以
上
修
得
し
、
研
究
指
導
を
受
け
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3

前
二
項
の
在
学
期
間
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
優
れ
た
研
究
業
績
を
挙
げ
た
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
博
士

後
期
課
程
に
あ
っ
て
は
一
年
以
上
の
、
医
学
研
究
科
の
博
士
課
程

に
あ
っ
て
は
三
年
以
上
の
在
学
を
も
っ
て
足
り
る
も
の
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

附

四

第 l編

見IJ

I 

こ
の
規
程
中
第
五
条
及
ぴ
第
三
十
二
条
第
三
項
の
改
正
規
定
は

昭
和
五
十
四
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
規
定
は
昭

和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
施
行
す
る
。

改
正
後
の
第
三
十
八
条
第
二
項
(
研
究
指
導
に
関
す
る
部
分
に
限

る
。
)
、
第
四
十
条
第
三
項
、
第
四
十
一
条
並
び
に
第
四
十
五
条
第

二
項
及
ぴ
第
三
項
の
規
定
中
医
学
研
究
科
の
博
士
課
程
に
関
す
る

部
分
は
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
以
後
同
課
程
に
入
学
し
た
者

か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
同
課
程
に
入
学
し
た
者
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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2 八
六

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

[
六
]

達
示
第
二
O
号

一
九
八
一
(
昭
和
五
六
)
年
五
月
一
九
日

京
都
大
学
通
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条
京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
中
「
畜
産
学
専
攻
」
の
下
に
「
、
熱
帯
農
学
専
攻
」

を
加
え
る
。

第
二
条
京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
(
昭
和
五
十
四
年

達
示
第
十
二
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



1 

附
則
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
九
日
か
ら
施
行
し
、
昭

和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

農
学
研
究
科
熱
帯
農
学
専
攻
に
お
け
る
課
程
は
、
京
都
大
学
通

則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
問
、
こ

れ
を
修
士
課
程
と
す
る
。

2 八
七

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

{六
]

達
示
第
=
ニ
号

一
九
八
三
(
昭
和
五
八
)
年
五
月
二
四
日

lllj 

京
都
大
学
通
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条
京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
中
「
物
理
工
学
専
攻
」
の
下
に
「
、
分
子
工
学
専
攻
」

を
加
え
る
。

第
二
条

通

京
都
大
学
通
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
(
昭
和
五
十
六

年
達
示
第
二
十
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
中
第
二
項
を
削
り
、
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

附

則

第 2章

l 

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
八
年
五
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
し
、

昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

工
学
研
究
科
分
子
工
学
専
攻
に
お
け
る
課
程
は
、
京
都
大
学
通

則
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
問
、
こ

れ
を
修
士
課
程
と
す
る
。

2 i¥ 
八.

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

[
六
]

達
示
第
七
号

一
九
八
五
(
昭
和
六
O
)
年
五
月
二
一
日

京
都
大
学
通
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条
京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
中
「
外
科
系
専
攻
」
の
下
に
「
、
分
子
医
学
系
専
攻
」

を
加
え
る
。

第
二
条
京
都
大
学
通
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
(
昭
和
五
十
八

年
達
一
不
第
十
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
中
第
二
項
を
削
り
、
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

附

目見

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
し
、

六
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

昭
和
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法令・規則

i¥ 
九

通
則
一
部
改
正
〔
休
業
日
、
大
学
院
規
定
中
改
正
〕
[
六
]

達
示
第
一

O
号

一
九
八
六
(
昭
和
六
二
年
五
月
二
O
日

第 I編

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
国
民
の
祝
日
(
国
民
の
祝
日
が
日
曜
日
に
あ
た
る
と
き

は
、
そ
の
翌
日
こ
を
「
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
七
十
八
号
)
に
規
定
す
る
休
日
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
中
「
数
理
解
析
専
攻
」
の
下
に
「
、
霊
長
類
学
専
攻
」

を
加
え
る
。附

ロ貝

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
一
年
五
月
二
十
日
か
ら
施
行
し
、
改
正

後
の
第
三
十
条
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

zv
。

九
O 

通
則
一
部
改
正
〔
授
業
料
規
定
中
改
正
〕

[
六
]

達
示
第
五
号

一
九
八
七
(
昭
和
六
二
)
年
三
月
一

O
日

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
入
学
年
度
の
第
一
期
に
係
る
授
業
料
に
つ
い
て
は
、

入
学
を
許
可
さ
れ
る
者
が
申
し
出
た
場
合
、
入
学
を
許
可
す
る
と

き
に
納
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
入
学
年
度
の
第
一
期
に
係
る

授
業
料
を
納
め
た
者
が
入
学
年
度
の
前
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま

で
に
入
学
を
辞
退
し
、
か
っ
、
申
し
出
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
既

に
納
め
た
授
業
料
に
相
当
す
る
額
を
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
八
条
及
ぴ
第
五
十
七
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項

及
び
第
三
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
ぴ
第
二
項
な

い
し
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
二
年
三
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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九

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

{
六
]

達
示
第
一
一
号

一
九
八
七
(
昭
和
六
二
)
年
五
月
二
O
日

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
中
「
経
営
学
専
攻
」
の
下
に
「
、
現
代
経
済
学
専
攻
」

を
、
「
分
子
工
学
専
攻
」
の
下
に
「
、
応
用
シ
ス
テ
ム
科
学
専
攻
」
を

加
え
る
。

附

1 

同貝

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
二
年
五
月
二
十
日
か
ら
施
行
し
、
昭

和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

経
済
学
研
究
科
現
代
経
済
学
専
攻
及
び
工
学
研
究
科
応
用
シ
ス

テ
ム
科
学
専
攻
に
お
け
る
課
程
は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
問
、
こ
れ
を
修
士
課
程
と
す
る
。

2 

Dti 通

九

通
則
一
部
改
正
〔
検
定
料
規
定
中
改
正
〕

[
六
]

達
示
第
二
四
号

一
九
八
七
(
昭
和
六
二
)
年
一
二
月
一
一
一
一
日

第 2章

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
}
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
条
に
規
定
す
る
試
験
を
二

段
階
の
選
抜
方
法
で
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
出
願
書
類
等
に

よ
る
第
一
段
階
自
の
選
抜
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、

そ
の
者
の
申
出
に
よ
り
国
立
の
学
校
に
お
け
る
授
業
料
そ
の
他
の

費
用
に
関
す
る
省
令
(
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
九
号
。
以
下

「
文
部
省
令
」
と
い
う
。
)
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
二
段
階
自

の
選
抜
に
係
る
額
に
相
当
す
る
額
を
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
八
条
中
「
第
十
条
な
い
し
第
十
三
条
」
を
「
第
十
条
第
一

項
及
ぴ
第
二
項
、
第
十
一
条
な
い
し
第
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
第
二
項
中
「
第
十
条
な
い
し
第
十
三
条
」
を
「
第
十

粂
第
一
項
及
ぴ
第
二
項
、
第
十
一
条
な
い
し
第
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
国
立
の
学
校
に
お
け
る
授
業
料
そ
の
他

の
費
用
に
関
す
る
省
令
(
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
九
号
。
以
下

「
文
部
省
令
」
と
い
う
。
)
」
を
「
文
部
省
令
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
し
、

昭
和
六
十
二
年
九
月
十
四
日
か
ら
適
用
す
る
。
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九

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

[
六
]

達
示
第
二
O
号

一
九
八
八
(
昭
和
六
一
二
)
年
五
月
一

O
日

法令・規則

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
中
「
教
育
方
法
学
専
攻
」
の
下
に
「
、
臨
床
教
育
学
専

攻
」
を
加
え
る
。

第 1編

何?

1 

ロ貝

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
三
年
五
月
十
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

教
育
学
研
究
科
臨
床
教
育
学
専
攻
に
お
け
る
課
程
は
、
第
三
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
問
、
こ
れ
を
修
士

課
程
と
す
る
。

2 九
四

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

[
六
]

達
示
第
一
一
号

一
九
八
九
{
平
成
元
)
年
五
月
一
六
日

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
(
昭
和
六
十
二
年
達
示
第

十
一
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

リ
中
咽

a

d

H

H

a

臨

刊

同

貝

こ
の
規
程
は
、
平
成
元
年
五
月
十
六
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
元
年

四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

148 

九
五

通
則
等
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
授
業
料
の
額
規
定
中
改
正
〕
[
六
]

達
示
第
二
O
号

一
九
八
九
(
平
成
元
)
年
七
月
三
日

京
都
大
学
通
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条
京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
九
条
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改

め
る
。

〔
中
略
〕

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
元
年
七
月
三
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
元
年
六

月
五
日
か
ら
適
用
す
る
。



九
六

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

{
六
]

達
示
第
一
九
号

一
九
九
O
(平
成
一
己
年
六
月
二
六
日

京
都
大
学
通
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条
京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
中
「
分
子
医
学
系
専
攻
」
の
下
に
「
、
脳
統
御
医
科

学
系
専
攻
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
修
業
年
限
」
を
「
標
準
修
業
年
限
」

に
改
め
る
。

目リ

第
三
十
二
条
第
一
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
大
学
に
三
年
以
上
在
学
し
、
本
学
に
お
い
て
、
所
定
の
単

位
を
優
れ
た
成
績
を
も
っ
て
修
得
し
た
も
の
と
認
め
た
者

第
三
十
二
条
第
二
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
、
え
る
。

三
文
部
大
臣
の
指
定
し
た
者

第
四
十
一
条
第
一
一
項
中
「
博
士
後
期
課
程
又
は
医
学
研
究
科
の

博
士
課
程
の
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
修
士
課
程
の
学
生
に
つ
い
て
許
可
す
る
場
合
に
は
、

当
該
研
究
指
導
を
受
け
る
期
聞
は
、
一
年
を
超
え
な
い
も
の
と

通第 2章

す
る
。

第
四
十
一
条
第
二
項
中
「
当
該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
」
の
下
に
「
、
修
士
課
程
」
を
加
え
る
。

第
四
十
四
条
第
一
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
在
学
期
間
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
優
れ
た
研
究
業
績
を
挙
げ
た
者
に
つ
い
て
、
同
課
程
に

一
年
以
上
の
在
学
を
も
っ
て
足
り
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き

ヲ@。第
四
十
五
条
第
三
項
中
「
一
年
以
上
」
を
「
一
年
(
修
士
課
程
の

修
了
の
要
件
を
満
た
し
た
者
で
、
大
学
院
に
お
け
る
在
学
期
間
が

二
年
未
満
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
在
学
期
間
を
含
め
て
三
年
)

以
上
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
二
項
中
「
(
博
士
後
期
課
程
又
は
こ
れ
に
相
当
す

る
課
程
に
在
籍
す
る
も
の
に
限
る
。
)
」
を
削
る
。

第
二
条
京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
(
昭
和
六
十
三
年

達
示
第
二
十
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

附

則

1

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
し
、
平
成

二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

改
正
後
の
第
四
十
一
条
の
規
定
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
以
後
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法令・規則

修
士
課
程
に
入
学
し
た
者
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
同
課
程
に
入

学
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第 1編

九
七

通
則
一
部
改
正
{
授
業
料
規
定
中
改
正
〕

{
六
]

達
示
第
四
号

一
九
九
二
平
成
一
二
)
年
三
月
五
日

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
-
一
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
第
二
期
に
係
る
授
業
料
に
つ
い
て
は
、
学
生
が
申
し

出
た
場
合
、
当
該
年
度
の
第
一
期
に
係
る
授
業
料
を
納
め
る
と
き

に
、
入
学
年
度
の
第
一
期
又
は
第
一
期
及
ぴ
第
二
期
に
係
る
授
業

料
に
つ
い
て
は
、
入
学
を
許
可
さ
れ
る
者
が
申
し
出
た
場
合
、
入

学
を
許
可
す
る
と
き
に
納
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
四
項
中
「
第
一
期
」
の
下
に
「
又
は
第
一
期
及
ぴ

第
二
期
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
年
三
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

九
l¥ 

通
則
一
部
改
正
〔
授
業
料
、
大
学
院
、
学
位
規
定
中
改
正
〕[六

]

達
示
第
一
八
号

一
九
九
二
平
成
三
)
年
五
月
二
八
日
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京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
四
項
中
「
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
」
の

下
に
寸
第
二
期
に
係
る
授
業
料
を
当
該
年
度
の
第
一
期
に
係
る
授

業
料
を
納
め
る
と
き
に
併
せ
て
納
め
た
者
が
第
二
期
に
係
る
授
業
料

の
徴
収
時
期
前
に
休
学
又
は
退
学
し
、
か
っ
、
申
し
出
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
既
に
納
め
た
第
二
期
に
係
る
授
業
料
に
相
当
す
る
額
を
、
」

を
加
え
る
。

第
三
十
条
工
学
研
究
科
の
項
中
「
応
用
シ
ス
テ
ム
科
学
専
攻
」
の

下
に
「
、
環
境
地
球
工
学
専
攻
」
を
加
え
、
同
条
農
学
研
究
科
の
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

人
間
・
環
境
学
研
究
科
人
間
・
環
境
学
専
攻

第
四
十
九
条
中
「
農
学
研
究
科
京
都
大
学
農
学
修
士
」
を

「
油
開
J
T
環
師
…
学
問
究
開
一
服
榔
一
盗
品
格
…
悌
一
世
」
に
改
め
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。



2 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
人
間
・
環
境
学
研
究
科
以
外

の
研
究
科
に
お
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
術
修

士
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

学
術
博
士
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
円

2 1 

ロ貝

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
し
、
平
成

三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

工
学
研
究
科
環
境
地
球
工
学
専
攻
及
ぴ
人
間
・
環
境
学
研
究
科

人
間
・
環
境
学
専
攻
に
お
け
る
課
程
は
、
第
三
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
問
、
こ
れ
を
修
士
課
程
と
す
る
。

2 九
九

通
則
一
部
改
正
〔
入
学
、
特
別
聴
講
生
、
特
別
研
究
生
規
定

中

改

正

〕

[

六

]

達
示
第
三
九
号

一
九
九
一
(
平
成
一
ニ
)
年
一
二
月
二
四
日

Rリ通第 2章

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
五
号
中
「
に
相
当
す
る
」
を
「
と
同
等
の
」
に
、
「
指
定
」

を
「
認
定
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
三
項
中
「
国
立
の
学
校
」
を
「
国
立
学
校
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
国
立
大
学
の
大
学
院
の
学
生
」

の
下
に
「
又
は
大
学
問
交
流
協
定
に
基
づ
く
外
国
人
留
学
生
に
対
す

る
授
業
料
等
の
不
徴
収
実
施
要
項
(
平
成
三
年
四
月
十
一
日
学
術
国

際
局
長
裁
定
)
に
基
づ
き
受
け
入
れ
る
外
国
の
大
学
の
学
生
若
し
く
は

大
学
院
の
学
生
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

一O
O
通
則
一
部
改
正
〔
卒
業
、
大
学
院
、
学
位
規
定
中
改
正
〕{六

)

達
示
第
三
号

一
九
九
二
(
平
成
四
)
年
三
月
一
七
日

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
及
ぴ
第
一
一
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
卒
業
の
要
件
は
、
学
部
所
定
の
期
間
在
学
し
、
学
士
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試
験
に
合
格
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
十
二
条
削
除

第
三
十
二
粂
第
一
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

、
え
ヲ
令
。

第 1編

学
校
教
育
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
第
六
十
八

条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
学
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者

第
四
十
九
条
及
ぴ
第
五
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
学
士
試
験
に
合
格
し
た
者
に
は
、
学
士
の
学
位
を
授

与
す
る
。

第
五
十
条

す
る
。

修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
、
修
士
の
学
位
を
授
与

第
五
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
十
条
の
二
博
士
後
期
課
程
を
修
了
し
た
者
及
ぴ
医
学
研
究
科

の
博
士
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
、
博
士
の
学
位
を
授
与
す
る
。

第
五
十
一
条
中
「
区
別
に
従
い
、
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

第
五
十
一
条
の
二

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
位
の
授
与

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
五
十
二
条
第
二
項
中
「
晶
子
士
試
験
合
格
証
書
又
は
」
を
削
る
。

第
五
十
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
四
十
九
条
」
を
削
り
、
「
第
五
十
条
」

の
下
に
「
、
第
五
十
条
の
二
」
を
加
え
る
。

附

則

1

こ
の
規
程
は
、
平
成
四
年
三
月
十
七
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
三

年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

2

改
正
前
の
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
学
士
の
称
号
は
、
改
正

後
の
第
四
十
九
条
又
は
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
学
士

の
学
位
と
み
な
す
。
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。
通
則
一
部
改
正
{
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

{六
]

達
示
第
二
九
号

一
九
九
二
(
平
成
四
)
年
一

O
月
二
O
日

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
人
間
・
環
境
学
研
究
科
の
項
中
「
人
間
・
環
境
学
専
攻
」

の
下
に
「
、
文
化
・
地
域
環
境
学
専
攻
」
を
加
え
る
。

附

則

l

こ
の
規
程
は
、
平
成
四
年
十
月
二
十
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
四

年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。



2 

人
間
・
環
境
学
研
究
科
文
化
・
地
域
環
境
学
専
攻
に
お
け
る
課

程
は
、
第
三
十
一
条
第
一
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
問
、

こ
れ
を
修
士
課
程
と
す
る
。

。
通
則
一
部
改
正
〔
学
修
規
定
中
改
正
、
科
目
等
履
修
生
規

定

追

加

〕

[

六

]

達
示
第
五
三
号

一
九
九
二
(
平
成
四
)
年
一
一
月
一

O
日

見リ

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
中
「
学
修
」
を
「
履
修
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
晶
子
修
」

を
「
履
修
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中

「
外
国
の
大
学
」
及
び
「
当
該
外
国
の
大
学
」
の
下
に
「
又
は
短
期
大

学
」
を
加
え
、
「
学
修
」
を
「
履
修
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項

と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
学
部
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
他
の
大
学
又
は
短
期
大
学
と
協
議
の
う
え
、
学
生
に
、

そ
の
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

通第 2章

第
十
六
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
三
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
が
行
う
短

期
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
に
お
け
る
学
修
そ
の
他
文

部
大
臣
が
別
に
定
め
る
学
修
を
、
本
学
に
お
け
る
科
目
の
履
修
と

み
な
し
、
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
履
修
し
た
科
目
及
び
こ
れ
に
つ
い
て
修
得

し
た
単
位
は
、
当
該
学
部
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
単
位
数
と
合
わ
せ
て
三
十
単
位
以

内
に
限
り
、
学
士
試
験
合
格
に
必
要
な
科
目
及
ぴ
単
位
と
し
て
認

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条
の
四
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
学
部
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
生
が
本
学
に
入
学
す
る
前
に
大
学
又
は

短
期
大
学
に
お
い
て
履
修
し
た
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
(
大

学
設
置
基
準
(
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
)
第
三
十
一

条
に
定
め
る
科
目
等
履
修
生
と
し
て
修
得
し
た
単
位
を
含
む
。
)
を
、

本
学
に
入
学
し
た
後
の
本
学
に
お
け
る
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得

し
た
単
位
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

2

教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
が
本
学
に
入
学
す
る
前

に
行
っ
た
前
条
第
一
一
項
に
規
定
す
る
履
修
を
、
当
該
学
部
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
学
部
に
お
け
る
科
目
の
履
修
と
み
な
し
、

単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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前
二
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
、
又
は
、
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
単
位
数
は
、
編
入
学
、
転
学
等
の
場
合
を
除

き
、
本
学
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
前

条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
ぴ
第
二
項
並
ぴ
に

第
四
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
学
修
」
を
「
履
修
」

に
改
め
る
。

「
第
五
章
外
国
学
生
、
委
託
生
、
聴
講
生
、
特
別
聴
講
学
生
、
特

別
研
究
学
生
等
」
を
「
第
五
章
外
国
学
生
、
委
託
生
、
科
目
等
履

修
生
、
聴
講
生
、
特
別
聴
講
学
生
、
特
別
研
究
学
生
等
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
十
三
条
の
二
本
学
の
学
生
以
外
の
者
で
学
部
に
お
い
て
、
一

又
は
複
数
の
科
目
の
履
修
を
志
望
す
る
者
に
は
、
当
該
学
部
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
科
目
等
履
修
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ

と
が
あ
る
。

3 

第 l編

科
目
等
履
修
生
で
履
修
し
た
科
目
に
つ
き
、
当
該
学
部
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
試
験
の
う
え
、
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
委
託
生
」
の
下
に
「
、
科

目
等
履
修
生
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
委
託
生
」
の
下
に
「
、

科
目
等
履
修
生
」
を
加
え
、
「
晶
子
修
」
を
「
履
修
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
第
三
項
中
「
委
託
生
」
の
下
に
「
、
科
目
等
履
修
生
」

2 

を
加
え
る
。
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附

闘
員

」
の
規
程
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

。
通
則
一
部
改
正
〔
学
期
、
休
業
日
、
入
学
、
教
育
課
程
、

科

目

区

分

規

定

中

改

正

〕

[

六

]
達
一
不
第
二
二
号

一
九
九
三
(
平
成
五
)
年
三
月
九
日

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
十
月
十
五
日
」
を
「
九
月
三
十
日
」
に
、
「
十
月
十
六

日
」
を
「
十
月
一
日
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
日

曜

日
」
を
「
却

日
」
に
、
「
七
月
十

曜曜

日
か
ら
九
月
十
日
ま
で
」
を
「
七
月
十
九
日
か
ら
九
月
九
日
ま
で
」

に
、
「
十
二
月
二
十
五
日
」
を
「
十
二
月
二
十
四
日
」
に
改
め
る
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
編
入
学
に
つ
い
て
は
、
当
該

学
部
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



IIIJ 

第
九
条
中
「
学
部
長
あ
て
」
を
「
学
部
長
あ
て
に
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
四
項
中
「
免
除
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
」
を
「
免
除
を

き
れ
な
か
っ
た
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
許
可
せ
ら
れ
た
」
を
「
許
可
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
除
籍
せ
ら
れ
た
」
を
「
除
籍
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
十
六
条
」

を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
及
ぴ
第
五
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
第
五
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
を
第
六
十
七
条
と
す
る
。

第
五
十
八
条
を
第
六
十
六
条
と
す
る
。

第
五
十
七
条
第
一
項
中
「
第
八
条
な
い
し
第
二
十
条
、
第
二
十
三

条
な
い
し
第
二
十
九
条
」
を
「
第
八
条
な
い
し
第
十
四
条
、
第
十
八

条
な
い
し
第
二
十
六
条
、
第
二
十
八
条
な
い
し
第
三
十
四
条
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
四

項
」
に
、
「
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
二

十
五
条
、
第
二
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
第
二
十
五
条
な
い

し
第
二
十
九
条
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
五
条
な
い
し
第
四
十
七
条
、

第
四
十
八
条
後
段
、
第
五
十
条
、
第
五
十
条
の
二
」
を
「
第
三
十
条

な
い
し
第
三
十
四
条
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
条
な
い
し
第
五
十
二

条
、
第
五
十
三
条
後
段
、
第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
第
十
六
条
、
第
十
八
条
な
い
し
第
二
十
条
、
第
二

通第 2章

十
五
条
な
い
し
第
二
十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
、
第
二
十
四
条
な
い

し
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
な
い
し
第
三
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
第
十
六
条
、
第
十
八
条
な
い
し
第
二
十
条
、
第
二
十
五

条
な
い
し
第
二
十
八
条
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
九

条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
八
条
後
段
」
を
「
第
十
九
条
、

第
二
十
四
条
な
い
し
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
な
い
し
第
三
十
三
条
、

第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
、

第
五
十
三
条
後
段
」
に
、
「
第
十
九
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、

同
条
第
五
項
中
「
第
十
八
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
五
条
な
い
し
第

二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
な
い
し

第
三
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
十
八
条
、
第
二
十
五

条
な
い
し
第
二
十
八
条
、
第
四
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
、
第
三

十
条
な
い
し
第
三
十
三
条
、
第
四
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六

十
五
条
と
す
る
。

第
五
十
六
条
第
五
項
中
「
、
授
業
料
」
を
「
又
は
授
業
料
」
に
改

め
、
同
条
を
第
六
十
四
条
と
す
る
。

第
五
十
五
条
を
第
六
十
三
条
と
し
、
第
五
十
四
条
を
第
六
十
二
条

と
し
、
第
五
十
三
条
の
二
を
第
六
十
一
粂
と
し
、
第
五
十
三
条
を
第

六
十
条
と
す
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
七
条
」
に

改
め
、
同
条
を
第
五
十
九
条
と
す
る
。
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第
五
十
一
条
の
二
を
第
五
十
八
条
と
し
、
第
五
十
一
条
を
第
五
十

七
条
と
し
、
第
五
十
条
の
二
を
第
五
十
六
条
と
し
、
第
五
十
条
を
第

五
十
五
条
と
し
、
第
四
十
九
条
を
第
五
十
四
条
と
す
る
。

第
四
十
八
条
中
「
第
十
三
条
、
第
十
七
条
第
四
項
及
ぴ
第
五
項
、

第
十
八
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
第
一
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第

十
三
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
三
条
第
四
項
及
ぴ
第
五
項
な
い
し
第

二
十
五
条
、
第
二
十
八
条
第
一
一
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
第
二
十
五
条
な

い
し
第
二
十
九
条
」
を
「
第
三
十
条
な
い
し
第
三
十
四
条
」
に
、
「
第

十
九
条
中
」
を
「
第
二
十
五
条
中
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
三
条

と
す
る
。

第 1編

第
四
十
七
条
を
第
五
十
二
条
と
し
、
第
四
十
六
条
を
第
五
十
一
条

と
す
る
。

第
四
十
五
条
第
三
項
中
「
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
「
当

該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
条

と
す
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
「
当

該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
九

条
と
す
る
。

第
四
十
三
条
を
第
四
十
八
条
と
し
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
四
十
二

条
ま
で
を
五
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
三
十
六
条
中
「
除
籍
せ
ら
れ
た
」
を
「
除
籍
さ
れ
た
」
に
改
め
、

同
条
を
第
四
十
一
条
と
す
る
。

第
三
十
五
条
を
第
四
十
条
と
し
、
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま

で
を
五
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
二
章
中
第
二
十
九
条
を
第
三
十
四
条
と
し
、
第
二
十
三
条
か
ら

第
二
十
八
条
ま
で
を
五
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
二
十
二
条
を
削
り
、
第
二
十
一
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
十

七
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
を
六
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
十
六
条
の
四
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
十
六
条
の
三
を
第
二
十

一
条
と
し
、
第
十
六
条
の
二
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
十

九
条
と
し
、
第
十
五
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
四
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
十
五
条
教
育
課
程
は
、
教
育
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必

要
な
科
目
を
開
設
し
て
、
体
系
的
に
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

2

教
育
課
程
の
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
学
部
及
ぴ
学
科
の
専
攻
に

係
る
専
門
の
学
芸
を
教
授
す
る
と
と
も
に
、
幅
広
く
深
い
教
養
及

ぴ
総
合
的
な
判
断
力
を
培
い
、
豊
か
な
人
間
性
を
漏
養
す
る
よ
う

適
切
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条
科
目
の
区
分
は
、
開
講
対
象
に
よ
る
区
分
と
し
て
全
学

共
通
科
目
及
ぴ
学
部
科
目
と
し
、
教
育
目
的
・
内
容
に
よ
る
区
分

と
し
て
教
養
科
目
及
び
専
門
科
目
と
す
る
。

第
十
七
条
科
目
の
単
位
数
の
計
算
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
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め
る
。

附

同貝

」
の
規
程
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

0 
四

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

[六
]

達
示
第
五
八
号

一
九
九
三
(
平
成
五
)
年
六
月
二
二
日

則

京
都
大
学
通
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条
京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
薬
学
研
究
科
の
項
中
「
製
薬
化
学
専
攻
」
の
下
に

「
、
薬
品
作
用
制
御
シ
ス
テ
ム
専
攻
」
を
加
え
、
同
条
工
学
研
究
科

の
項
中
「
、
工
業
化
学
専
攻
」
、
「
、
石
油
化
学
専
攻
、
化
学
工
学

専
攻
、
高
分
子
化
学
専
攻
」
及
び
「
、
合
成
化
学
専
攻
」
を
削
り
、

「
物
理
工
学
専
攻
」
の
下
に
「
、
材
料
化
学
専
攻
、
物
質
エ
ネ
ル
ギ

ー
化
学
専
攻
」
を
、
「
分
子
工
学
専
攻
」
の
下
に
「
、
高
分
子
化
学

専
攻
、
合
成
・
生
物
化
学
専
攻
、
化
学
工
学
専
攻
」
を
加
え
る
。

第
二
条
京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
(
平
成
三
年
達
示

第
十
八
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

通第 2章

附

1 

n
H
R
 

こ
の
規
程
は
、
平
成
五
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
し
、
平
成

五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

工
学
研
究
科
工
業
化
学
専
攻
、
石
油
化
学
専
攻
及
び
合
成
化
学

専
攻
は
、
改
正
後
の
第
三
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成

四
年
度
以
前
に
当
該
専
攻
に
入
学
し
た
者
が
当
該
専
攻
に
在
学
し

な
く
な
る
日
ま
で
の
問
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

薬
学
研
究
科
薬
品
作
用
制
御
シ
ス
テ
ム
専
攻
に
お
け
る
課
程
は
、

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
問
、
こ
れ

を
修
士
課
程
と
す
る
。

2 3 
一O
五

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

一」ハ]

達
示
第
一
三
号

一
九
九
四
(
平
成
六
)
年
六
月
七
日

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
の
二
入
学
は
、
学
年
の
初
め
一
回
と
す
る
。
た
だ
し
、

特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
研
究
科
の
定
め
る
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と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
期
の
初
め
に
も
入
学
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

入
学
の
手
続
は
、
当
該
研
究
科
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
四
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
六
条
の
二
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
研
究
科

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
生
が
本
学
に
入
学
す
る
前
に
大
学

院
に
お
い
て
履
修
し
た
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
(
大
学
院
設

置
基
準
(
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
)
第
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
大
学
設
置
基
準
第
三
十
一
条
に
定
め
る
科
目
等
履

修
生
と
し
て
修
得
し
た
単
位
を
含
む
。
)
を
、
本
学
に
入
学
し
た
後

の
本
学
に
お
け
る
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
単
位
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る

単
位
数
は
、
転
学
等
の
場
合
を
除
き
、
本
学
に
お
い
て
修
得
し
た

単
位
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
を
準

用
す
る
。

第 1編

第
五
十
三
条
中
「
第
四
条
、
」
、
「
、
第
四
条
第
二
項
中
「
当
該
学
部
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
研
究
科
」
と
」
及
ぴ
「
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
る
。

第
六
十
五
条
第
二
項
中
「
第
四
条
、
」
を
削
り
、
「
第
三
十
四
条
」

の
下
に
「
、
第
三
一
十
六
条
の
二
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
(
第
二

十
五
条
の
場
合
に
限
る
。
)
」
を
削
る
。

附

則

」
の
規
程
は
、
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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一O
六

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

{
六
]

達
示
第
三
一
一
号

一
九
九
四
(
平
成
六
)
年
九
月
二
七
日

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
理
学
研
究
科
の
項
中
「
数
学
専
攻
」
を
「
数
学
・
数

理
解
析
専
攻
」
に
、
「
地
球
物
理
学
専
攻
」
を
「
地
球
惑
星
科
学
専
攻
」

に
改
め
、
「
、
地
質
学
鉱
物
学
専
攻
」
及
ぴ
「
、
数
理
解
析
専
攻
」
を

削
り
、
同
条
工
学
研
究
科
の
項
中
「
、
機
械
工
学
専
攻
」
、
「
、
冶
金

学
専
攻
」
、
「
、
原
子
核
工
学
専
攻
」
、
「
、
航
空
工
学
専
攻
」
、
「
、
精

密
工
学
専
攻
」
、
「
、
金
属
加
工
学
専
攻
」
及
ぴ
「
、
物
理
工
学
専
攻
」

を
削
り
、
「
情
報
工
学
専
攻
」
の
下
に
「
、
機
械
工
学
専
攻
、
機
械
物

理
工
学
専
攻
、
精
密
工
学
専
攻
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
応
用
工
学
専
攻
、
原

子
核
工
学
専
攻
、
材
料
工
学
専
攻
、
航
空
宇
宙
工
学
専
攻
」
を
加
え

7
9
0
 

附

l 

ロ
貝

」
の
規
程
は
、
平
成
六
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
し
、
平
成



2 
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

理
学
研
究
科
数
学
専
攻
、
地
球
物
理
学
専
攻
、
地
質
学
鉱
物
学

専
攻
及
ぴ
数
理
解
析
専
攻
並
ぴ
に
工
学
研
究
科
冶
金
学
専
攻
、
航

空
工
学
専
攻
、
金
属
加
工
学
専
攻
及
び
物
理
工
学
専
攻
は
、
改
正

後
の
第
三
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
五
年
度
以
前
に

当
該
専
攻
に
入
学
し
た
者
が
当
該
専
攻
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま

で
の
問
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

0 
七

通
則
一
部
改
正
〔
科
目
等
履
修
生
、
聴
講
生
規
定
中
改
正
〕[六

]

達
示
第
四
O
号

一
九
九
四
(
平
成
六
)
年
一
一
月
八
日

目。

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
一
条
第
一
一
項
中
「
学
部
」
の
下
に
「
又
は
大
学
院
」
を
、

「
当
該
学
部
」
の
下
に
「
又
は
研
究
科
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
当

該
学
部
」
の
下
に
「
又
は
研
究
科
」
を
加
え
る
。

第
六
十
二
条
第
二
項
中
「
な
お
、
当
該
学
部
又
は
研
究
科
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
試
験
の
う
え
、
単
位
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

通第 2章

を
削
る
。

第
六
十
五
条
第
四
項
中
「
委
託
生
」
の
下
に
「
、
科
目
等
履
修
生
」

を
加
、
え
る
。

昨

則

」
の
規
程
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

O 
i¥ 

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

[
六
]

達
示
第
三
号

一
九
九
五
(
平
成
七
)
年
一
月
二
四
日

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
第
五
号
中
「
在
学
し
」
の
下
に
「
、
又
は
外

国
に
お
い
て
学
校
教
育
に
お
け
る
十
五
年
の
課
程
を
修
了
し
」
を
加

え
る
。

降I

ロ闘ハ

こ
の
規
程
は
、
平
成
七
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
六

年
八
月
十
日
か
ら
適
用
す
る
。
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法令・規則

一O
九

{
六
]

達
示
第
一

O
号

一
九
九
五
(
平
成
七
)
年
五
月
九
日

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

第 1編

京
都
大
学
通
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

第
一
条
京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
理
学
研
究
科
の
項
中
「
物
理
学
第
一
専
攻
、
物
理

学
第
二
専
攻
、
宇
宙
物
理
学
専
攻
」
を
「
物
理
学
・
宇
宙
物
理
学

専
攻
」
に
、
「
動
物
学
専
攻
、
植
物
学
専
攻
、
生
物
物
理
学
専
攻
、

霊
長
類
学
専
攻
」
を
「
生
物
科
学
専
攻
」
に
改
め
、
同
条
工
学
研

究
科
の
項
中
「
、
電
気
工
学
専
攻
」
、
「
、
電
子
工
学
専
攻
」
、
「
、

数
理
工
学
専
攻
、
電
気
工
学
第
二
専
攻
」
、
寸
情
報
工
学
専
攻
」

及
ぴ
「
、
応
用
シ
ス
テ
ム
科
学
専
攻
」
を
削
り
、
「
航
空
宇
宙
工
学

専
攻
」
の
下
に
「
、
電
気
工
学
専
攻
、
電
子
物
性
工
学
専
攻
、
電

子
通
信
工
学
専
攻
、
数
理
工
学
専
攻
、
情
報
工
学
専
攻
、
応
用
シ

ス
テ
ム
科
学
専
攻
」
を
加
え
、
同
条
農
学
研
究
科
の
項
中
「
、
農

業
工
学
専
攻
、
農
林
経
済
学
専
攻
」
を
削
り
、
「
熱
帯
農
学
専
攻
」

の
下
に
「
、
地
域
環
境
科
学
専
攻
、
生
物
資
源
経
済
学
専
攻
」
を

加
え
る
。

第
二
条
京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
(
平
成
四
年
達
一ホ

第
二
十
九
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

第
三
条
京
都
大
学
通
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
(
平
成
五
年
達

一
ホ
第
五
十
八
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
を
削
る
。

!
叫
，

d
H
H

除
跡
酢U

阿
貝

-
こ
の
規
程
は
、
平
成
七
年
五
月
九
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
七
年

四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

2

理
学
研
究
科
物
理
学
第
一
専
攻
、
物
理
学
第
二
専
攻
、
宇
宙
物

理
学
専
攻
、
動
物
学
専
攻
、
植
物
学
専
攻
、
生
物
物
理
学
専
攻
及

び
霊
長
類
学
専
攻
並
ぴ
に
工
学
研
究
科
電
子
工
学
専
攻
及
ぴ
電
気

工
学
第
二
専
攻
並
ぴ
に
農
学
研
究
科
農
業
工
学
専
攻
及
ぴ
農
林
経

済
学
専
攻
は
、
改
正
後
の
第
三
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

平
成
六
年
度
以
前
に
当
該
専
攻
に
入
学
し
た
者
が
当
該
専
攻
に
在

学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
問
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。
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。
通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

[六
〕

達
示
第
五
号

一
九
九
六
(
平
成
八
)
年
三
月
二
六
日

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
}
の
一
部
を
次
の
よ



う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
文
学
研
究
科
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

文
学
研
究
科
文
献
文
化
学
専
攻
、
思
想
文
化
学
専
攻
、
歴
史
文

化
学
専
攻
、
行
動
文
化
学
専
攻
、
現
代
文
化
学
専
攻

第
三
十
五
条
経
済
学
研
究
科
の
項
中
「
理
論
経
済
学
・
経
済
史
学

専
攻
」
を
「
経
済
シ
ス
テ
ム
分
析
専
攻
」
に
改
め
、
同
条
工
学
研
究

科
の
項
中
「
土
木
工
学
専
攻
」
の
下
に
「
、
土
木
シ
ス
テ
ム
工
学
専

攻
」
を
加
え
、
「
、
衛
生
工
学
専
攻
、
交
通
土
木
工
学
専
攻
、
建
築
学

第
二
専
攻
」
、
「
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
応
用
工
学
専
攻
」
及
ぴ
「
、
環
境
地

球
工
学
専
攻
」
を
削
り
、
「
資
源
工
学
専
攻
」
の
下
に
「
、
環
境
工
学

専
攻
、
環
境
地
球
工
学
専
攻
」
を
、
「
建
築
学
専
攻
」
の
下
に
「
、
生

活
空
間
学
専
攻
」
を
加
、
ぇ
、
同
条
農
学
研
究
科
の
項
中
「
、
林
学
専

攻
」
、
「
、
農
林
生
物
学
専
攻
、
水
産
学
専
攻
、
林
産
工
学
専
攻
」
及

ぴ
「
、
畜
産
学
専
攻
、
熱
帯
農
学
専
攻
」
を
削
り
、
「
食
品
工
学
専
攻
」

の
下
に
「
、
森
林
科
学
専
攻
、
応
用
生
物
科
学
専
攻
」
を
加
え
、
同

条
人
間
・
環
境
学
研
究
科
の
項
中
「
文
化
・
地
域
環
境
学
専
攻
」
の

下
に
「
、
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
専
攻
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
科
学
研
究
科

HU 通第 2章

エ
ネ
ル
ギ
ー
社
会
・
環
境
科
学
専
攻
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
礎
科
学
専
攻
、

ル
ギ
l
変
換
科
学
専
攻
、

ニE

ネ

エ
ネ
ル
ギ

-
応
用
科
学
専
攻

第
三
十
六
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
人
間
・
環
境
学
研
究
科
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
専
攻
に

お
け
る
博
士
課
程
は
、
課
程
の
区
分
を
設
け
な
い
。

第
三
十
六
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
本
文
」
に
改
め
、
「
後

期
三
年
の
課
程
」
の
下
に
「
並
ぴ
に
前
項
た
だ
し
書
の
課
程
」
を
、

「
「
博
士
後
期
課
程
」
」
の
下
に
「
並
び
に
「
一
貫
制
博
士
課
程
」
」
を

加
え
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
修
士
課
程
」
の
下
に
「
及
び
一
貫
制
博

士
課
程
」
を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
前
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
選
考
の
う
え
、
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一
第
三
十
七
条
第
二
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
資
格
を
有
す
る

者
が
、
一
貫
制
博
士
課
程
に
お
け
る
博
士
後
期
課
程
の
第
一
年

次
に
相
当
す
る
年
次
に
入
学
を
志
望
す
る
と
き
。

二
中
途
退
学
を
し
た
者
が
、
同
一
研
究
科
に
入
学
を
志
望
す
る

と主、。

第
四
十
三
条
第
二
項
中
「
修
士
課
程
若
し
く
は
」
を
「
修
士
課
程
、

博
士
後
期
課
程
、
一
貫
制
博
士
課
程
若
し
く
は
」
に
、
「
博
士
後
期
課

程
若
し
く
は
」
を
「
博
士
後
期
課
程
、
一
貫
制
博
士
課
程
若
し
く
は
」

161 



に
改
め
る
。
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第
四
十
五
条
第
三
項
中
「
修
士
課
程
」
の
下
に
「
、
博
士
後
期
課

程
、
一
貫
制
博
士
課
程
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え

ヲ@。

第 l編

た
だ
し
、
博
士
後
期
課
程
の
修
了
に
必
要
な
単
位
と
し
て
認
定

す
る
と
き
は
、
修
士
課
程
及
ぴ
博
士
後
期
課
程
を
通
し
て
十
単
位

以
内
に
限
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
修
士
課
程
」
の
下
に
「
及
ぴ

一
貫
制
博
士
課
程
の
修
士
課
程
に
相
当
す
る
年
次
」
を
加
え
、
同
条

第
二
項
中
「
博
士
後
期
課
程
」
の
下
に
「
、

一
貫
制
博
士
課
程
」
を

加
え
る
。

第
四
十
七
条
第
三
項
中
「
各
課
程
」
の
下
に
「
、
一
貫
制
博
士
課

程
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
者
に
対
し
、

一
貫
制
博
士
課
程

に
お
い
て
は
、
な
お
、
二
年
以
内
の
、
医
学
研
究
科
の
博
士
課
程

に
お
い
て
は
、
な
お
、
一
年
以
内
の
休
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で

主

Z
Q
。

第
五
十
条
第
四
項
中
「
六
年
を
」

の
下
に
「
、

一
貫
制
博
士
課
程

に
お
い
て
は
十
年
を
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条

第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
一
項
、
第
二
項
及
ぴ
前
項
」
に
改
め
、

「
そ
の
在
学
期
間
を
含
め
て
三
年
)
以
上
の
」
の
下
に
「
、
一
貫
制
博

士
課
程
に
あ
っ
て
は
三
年
(
第
三
十
九
条
第
一
号
に
該
当
し
て
入
学
し

た
者
で
、
修
士
課
程
の
修
了
の
要
件
を
満
た
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、

大
学
院
に
お
け
る
二
年
以
内
の
在
学
期
間
を
含
め
て
三
年
)
以
上
の
」

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第
二
項
を
第
四
項
と

し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

2

一
貫
制
博
士
課
程
の
修
了
の
要
件
は
、
同
課
程
に
五
年
以
上
在

学
し
て
専
攻
科
目
に
つ
き
三
十
単
位
以
上
修
得
し
、
研
究
指
導
を

受
け
、
か
っ
、
当
該
研
究
科
の
行
う
博
士
論
文
の
審
査
及
ぴ
試
験

に
合
格
す
る
こ
と
と
す
る
。

3

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
研
究
科
に
お
い
て
必

要
と
認
め
た
と
き
は
、
専
攻
科
目
に
つ
き
当
該
研
究
科
の
定
め
る

単
位
の
修
得
を
博
士
後
期
課
程
又
は
一
貫
制
博
士
課
程
の
修
了
の

要
件
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
一
貫
制
博
士
課
程
に
お
い
て
、

第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
修
士
課
程
の
修
了
に
相
当
す
る

要
件
を
満
た
し
た
者
に
も
、
修
士
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
が
で

主

3
Q
。
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第
五
十
六
条
中
「
博
士
後
期
課
程
を
修
了
し
た
者
」
の
下
に
「
、

一
貫
制
博
士
課
程
を
修
了
し
た
者
」
を
加
え
る
。

付

則



2 

こ
の
規
程
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

文
学
研
究
科
哲
学
専
攻
、
宗
教
学
専
攻
、
心
理
学
専
攻
、
社
会

学
専
攻
、
美
学
美
術
史
学
専
攻
、
国
史
学
専
攻
、
東
洋
史
学
専
攻
、

西
洋
史
学
専
攻
、
地
理
学
専
攻
、
考
古
学
専
攻
、
国
語
学
国
文
学

専
攻
、
中
国
語
学
中
国
文
学
専
攻
、
党
語
学
党
文
学
専
攻
、
フ
ラ

ン
ス
語
学
フ
ラ
ン
ス
文
学
専
攻
、
英
語
学
英
米
文
学
専
攻
、
ド
イ

ツ
語
学
ド
イ
ツ
文
学
専
攻
及
び
言
語
学
専
攻
並
び
に
経
済
学
研
究

科
理
論
経
済
学
・
経
済
史
学
専
攻
並
ぴ
に
工
学
研
究
科
衛
生
工
学

専
攻
、
交
通
土
木
工
学
専
攻
、
建
築
学
第
二
専
攻
及
ぴ
エ
ネ
ル
ギ

ー
応
用
工
学
専
攻
並
ぴ
に
農
学
研
究
科
林
学
専
攻
、
農
林
生
物
学

専
攻
、
水
産
学
専
攻
、
林
産
工
学
専
攻
、
畜
産
学
専
攻
及
び
熱
帯

農
学
専
攻
は
、
改
正
後
の
第
三
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

平
成
七
年
度
以
前
に
当
該
専
攻
に
入
学
し
た
者
が
当
該
専
攻
に
在

学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
問
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

Rリ

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
、
特
別
聴
講
学
生
、
特
別
研
究

学

生

規

定

中

改

正

〕

[

六

]

達
示
第
二
号

一
九
九
七
(
平
成
九
)
年
三
月
一
八
日

通第 2章

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
経
済
学
研
究
科
の
項
中
「
、
経
済
政
策
学
専
攻
、
経

営
学
専
攻
」
を
「
、
経
済
動
態
分
析
専
攻
、
組
織
経
営
分
析
専
攻
」

に
、
同
条
薬
学
研
究
科
の
項
中
「
薬
学
専
攻
、
製
薬
化
学
専
攻
、
薬

品
作
用
制
御
シ
ス
テ
ム
専
攻
」
を
「
創
薬
科
学
専
攻
、
生
命
薬
科
学

専
攻
、
医
療
薬
科
学
専
攻
」
に
改
め
、
同
条
農
学
研
究
科
の
項
中
「
、

農
芸
化
学
専
攻
、
食
品
工
学
専
攻
」
を
削
り
、
「
森
林
科
学
専
攻
」
の

次
に
「
、
応
用
生
命
科
学
専
攻
」
を
加
え
、
同
条
人
間
・
環
境
学
研

究
の
究
科
の
項
中
「
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
専
攻
」
の
次
に
「
、
環
境

相
関
研
究
専
攻
」
を
加
え
る
。

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
外
国
の
大
学
の
学
生
」
を
「
他
の
大
学

若
し
く
は
外
国
の
大
学
の
学
生
」
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
別
聴
講
学
生
及
ぴ
特
別
研
究

学
生
は
、
授
業
料
の
納
付
を
要
し
な
い
。

一
国
立
大
学
の
学
生
又
は
大
学
院
の
学
生

二
大
学
問
相
互
単
位
互
換
協
定
に
基
づ
く
特
別
聴
講
学
生
に
対

す
る
授
業
料
の
相
五
不
徴
収
実
施
要
項
(
平
成
八
年
十
一
月
一

日
高
等
教
育
局
長
裁
定
)
に
基
づ
き
受
け
入
れ
る
他
の
大
学
の
学

生
又
は
大
学
院
の
学
生
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法令・規則

大
学
間
交
流
協
定
に
基
づ
く
外
国
人
留
学
生
に
対
す
る
授
業

料
等
の
不
徴
収
実
施
要
項
(
平
成
三
年
四
月
十
一
日
学
術
国
際

局
長
裁
定
)
に
基
づ
き
受
け
入
れ
る
外
国
の
大
学
の
学
生
又
は
大

学
院
の
学
生

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

経
済
学
研
究
科
経
済
政
策
学
専
攻
及
ぴ
経
営
学
専
攻
並
ぴ
に
薬

学
研
究
科
薬
学
専
攻
、
製
薬
化
学
専
攻
及
び
薬
品
作
用
制
御
シ
ス

テ
ム
専
攻
並
ぴ
に
農
学
研
究
科
農
芸
化
学
専
攻
及
び
食
品
工
学
専

攻
は
、
改
正
後
の
第
三
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
八

年
度
以
前
に
当
該
専
攻
に
入
学
し
た
者
が
当
該
専
攻
に
在
学
し
な

く
な
る
日
ま
で
の
問
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

第 1編

2 

通
則
一
部
改
正
〔
大
学
院
規
定
中
改
正
〕

[
六
]

達
示
第
五
号

一
九
九
八
(
平
成
一

O
)
年
三
月
一

O
B

京
都
大
学
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

京
都
大
学
通
則
(
昭
和
二
十
八
年
達
示
第
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
教
育
学
研
究
科
の
項
中
「
教
育
学
専
攻
、
教
育
方
法

学
専
攻
」
を
「
教
育
科
学
専
攻
」
に
改
め
、
同
条
工
学
研
究
科
の
項

中
「
、
電
子
通
信
工
学
専
攻
、
数
理
工
学
専
攻
、
情
報
工
学
専
攻
、

応
用
シ
ス
テ
ム
科
学
専
攻
」
を
削
り
、
同
条
人
間
・
環
境
学
研
究
科

の
項
中
「
、
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
専
攻
」
を
削
り
、
同
条
エ
ネ
ル
ギ

ー
科
学
研
究
科
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ア
ジ
ア
・
ア
フ
東
南
ア
ジ
ア
地
域
研
究
専
攻
、
ア
フ
リ
カ
地
域

研
究
専
攻

164 

リ
カ
地
域
研
究

研
究
科

情
報
学
研
究
科

知
能
情
報
学
専
攻
、
社
会
情
報
学
専
攻
、
複
雑

系
科
学
専
攻
、
数
理
工
学
専
攻
、
シ
ス
テ
ム
科

学
専
攻
、
通
信
情
報
シ
ス
テ
ム
専
攻

第
三
十
六
条
第
三
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項

本
文
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
「
た
だ
し
書
」
を
削
り
、
同
項
を
第

五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究

研
究
科
の
博
士
課
程
は
、
課
程
の
区
分
を
設
け
な
い
。

附

則

1

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

教
育
学
研
究
科
教
育
学
専
攻
及
び
教
育
方
法
学
専
攻
並
ぴ
に
工

学
研
究
科
電
子
通
信
工
学
専
攻
、
数
理
工
学
専
攻
、
情
報
工
学
専

攻
及
ぴ
応
用
シ
ス
テ
ム
科
学
専
攻
並
び
に
人
間
・
環
境
学
研
究
科



ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
専
攻
は
、
改
正
後
の
第
三
十
五
粂
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
平
成
九
年
度
以
前
に
当
該
専
攻
に
入
学
し
た
者
が

当
該
専
攻
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
問
、
存
続
す
る
も
の
と

す
る
。

則通第 2章
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